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用語解説 
 本報告書で使用している主な用語は以下のとおりである。 

いきいき働く医療機関サポート Web 

  医療機関が医療従事者の勤務環境改善に取り組む際に参考となるさまざまな情報（国・都道府県の関

係施策、医療機関の取組事例、全国の医療勤務環境改善支援センターのウェブサイトのリンク等）を掲

載しているウェブサイト。略称は「いきサポ」。 

  いきサポのＵＲＬ： http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 
 

医業経営アドバイザー 

  医療勤務環境改善支援センターに置かれるアドバイザーのうち、診療報酬、医療制度・医事法制、組

織マネジメント・経営管理等の医業経営に関する専門知識を有し、医療機関の経営面に関する助言等を

行うアドバイザー。 
 

医師の職場環境改善ワークショップ研修会 

  日本医師会が、勤務医の健康支援のため、医療機関の産業医や管理者向けに実施している参加型の研修会。 

  日本医師会「医師のみなさまへ／勤務医」のページのＵＲＬ： 

   http://www.med.or.jp/doctor/hospital_based/ 
 

医療介護総合確保推進法 

  平成 26 年 6 月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律」。この法律により医療法が改正され、医療機関における医療従事者の勤務環境の改

善について法制化され、同年 10 月 1 日から施行された。 
 

医療勤務環境改善支援センター 

  改正医療法に基づき都道府県が設置する医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点。医療労

務管理アドバイザーと医業経営アドバイザーを配置し、医療勤務環境改善マネジメントシステム等に関

する周知・啓発、医療機関の実態やニーズの把握、医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入等の

支援等の業務を行う。 
 

医療勤務環境改善支援センター運営協議会 

  都道府県が主体となって、医療関係団体、医療機関の支援に係る関係団体、関係行政機関等の地域の

関係者を構成メンバーとして設置する医療勤務環境改善支援センターの運営に関する協議の場。 
 

医療勤務環境改善支援センターの業務のポイント 

  医療勤務環境改善支援センターの役割や活動内容、医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入支

援における留意点、その他の参考資料をまとめた冊子。平成 27 年 3 月作成。 
 

医療勤務環境改善マネジメントシステム 

  各医療機関において、幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤

務環境改善の活動に関する仕組み。その内容は、改正医療法に基づき告示された「医療勤務環境改善マ

ネジメントシステムに関する指針」（平成 26 年厚生労働省告示第 376 号）において定められている。 
 

医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き 

  各医療機関が医療勤務環境改善マネジメントシステムを導入するに当たっての具体的な進め方や実際

の取組事例、導入の際に活用できる各種支援ツール等をまとめた手引書。平成 26 年 3 月に作成され、平

成 27 年 3 月に改訂版が作成された。 
 

医療労務管理アドバイザー 

  医療勤務環境改善支援センターに置かれるアドバイザーのうち、労働時間管理、休暇取得促進、就業

規則、賃金制度、安全衛生管理、福利厚生等の労務管理に関する専門知識を有し、医療機関の労務管理

面に関する助言等を行うアドバイザー。 
 

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ 

  日本看護協会が、看護職のワーク・ライフ・バランスの実現のため、医療機関向けに実施しているワ

ークショップ。 

  日本看護協会「看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業」のページのＵＲＬ： 

https://www.nurse.or.jp/wlb/index.php 
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Ⅰ 実施概要 
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１. 目的 

平成 26年 10月の改正医療法施行以降、各医療機関の管理者は、各都道府県に設置が

進められている医療勤務環境改善支援センター（以下「支援センター」という。）の支

援を活用しつつ、医療勤務環境改善マネジメントシステム（以下「マネジメントシステ

ム」という。）を導入して、計画的な勤務環境改善に向け自主的な取組を進めていくこ

とが求められている。 

本調査・研究は、医療機関におけるマネジメントシステムの導入・活用、支援センター

における勤務環境改善の各段階に応じた相談支援業務等がより効果的に実施されるよう

にするため、 

・医療機関における労働実態やマネジメントシステムの取組状況の把握・分析 

・医療機関による取組の在り方や支援センターによる的確な支援の在り方の調査分析 

を行い、それらの結果を踏まえて、 

・医療機関及び支援センターの取組に関する数値目標や評価手法等の検討 

・医療機関におけるマネジメントシステムの導入・活用をより一層推進するために必

要と考えられる方策の検討 

を行い、それらを支援センターにフィードバックすることにより、医療従事者にとって

働きやすい勤務環境の整備に資することを目的に実施した。 

 

２. 実施概要 

上記目的を達成するため、本事業では以下の事項を実施した。 

（１） 医療機関における勤務環境の現状把握と医療機関の勤務環境改善の取組状況を

把握するための病院の勤務環境に関するアンケート調査の実施 

（２） マネジメントシステムの導入や活用のより効率的な実施に関するモデル事業の

実施 

（３） 各医療機関における自主的な勤務環境改善に向けた取組事例及び支援センター

の支援事例の収集及び分析 

（４） 上記を踏まえ、検討委員会としての提言～勤務環境改善の更なる推進に向けて～の

作成 
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（１） 病院アンケート調査 

医療従事者の勤務環境改善の更なる推進方策を検討する際の基礎資料とするため、勤

務の現状や勤務環境改善の取組状況等についてのアンケート調査を実施した。 

（調査概要） 

調査の対象 全国 8,489病院 

アンケートの種類 施設票、医師票、看護師票の 3種類 

【医師票及び看護師票】 

労働時間・休日休暇・当直や夜勤等の勤務の現状、勤務環境改善の

取組の評価等について 

【施設票】 

勤務環境改善の取組状況・効果、支援センターの認知状況等について 

アンケート調査

の回答者 

 

※医師・看護師

については、施

設が対象者を選

定し、回答を依

頼。 

【医師票】 

現在勤務する病院に２年以上勤務し、当直・夜勤を行っている、フルタイ

ム勤務1の正規職員2である医師（病院長その他の管理職及び研修医は

除く。） 

 ＜回答者選定の留意点＞ 

・1 病院につき、できるだけ 5名以上選定（10名程度まで可）。上

記の条件に合う医師がいない場合には、回答の必要なし。 

・できるだけ 20～30歳代及び 40～50歳代の男性医師及び女性医師が

含まれるようにし、年齢ができるだけ偏らないよう回答者を選定。 

・複数の診療科を有する場合には、回答者が所属する診療科ができ

るだけ偏らないよう、回答者を選定。 

【看護師票】   

現在勤務する病院に 2年以上勤務し、夜勤を行っている、フルタイ

ム勤務の正規職員である看護師（一般的な病棟配属者を対象とし、

看護部長、看護師長などの管理職は除く。） 

 ＜回答者選定の留意点＞ 

・1 病院につき、できるだけ 5名以上選定（10名程度まで可）。上

記の条件に合う看護師がいない場合には、回答の必要なし。 

・できるだけ 20～30歳代及び 40～50歳代の看護師が含まれるよう

にし、年齢ができるだけ偏らないよう回答者を選定。 

・複数の病棟を有する場合には、回答者が所属する病棟ができるだ

け偏らないよう、回答者を選定。 

・複数の勤務シフトがある場合には、日勤と夜勤の両方に従事する

看護師が含まれるよう回答者を選定。 

【施設票】 

医師・看護師の勤務の現状及び勤務環境改善の取組状況等について

把握している事務部門の職員 

                                                   
1 フルタイム勤務とは、就業規則等で定められた週所定労働時間数（変形労働時間制の場合は、単位期間における週当

たりの平均労働時間数）での勤務をいい、育児等による短時間勤務の職員は除く。 
2 正規職員とは、雇用期間の定めがないものをいい、パート労働者等は除く。 
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回答方法 ウェブサイトからの回答。回答者には回答サイトにアクセスするパス

ワードを配布。 

回答入力画面へ

のアクセス方法 

「いきいき働く医療機関サポート Web（いきサポ）」のウェブサイトか

ら「病院の勤務環境に関するアンケート調査」回答サイトへ誘導。 

調査期間 平成 28年 7月 20日依頼状発送（同日、回答画面オープン） 

同年 8月 19日午前 0時締切（画面クローズ） 

回収数 【医師票】1,449票（有効回収数 1,411票）  

【看護師票】3,825票（有効回収数 3,778票） 

【施設票】977票（回収率 11.5%） 

（有効回収数 966 票（有効回収率 11.4%）） 

 

（２） モデル事業 

医療機関によるマネジメントシステムの導入・活用のより効果的な実施方法や、医療

機関の勤務環境改善の取組に対する支援センターの支援のあり方について検討を行う

ため、都道府県で実施しているモデル事業についてヒアリングを実施した。 

（対象） 

1.岩手県 支援センター 岩手医科大学附属病院 

2.山形県 支援センター 最上町立最上病院 

3.岐阜県 支援センター 医療法人社団志朋会加納渡辺病院 

社会医療法人緑峰会養南病院 

4.福岡県 支援センター 医療法人社団敬信会大法山病院 

医療法人昌和会見立病院 

 

 

（３） 取組事例収集 

病院アンケート調査において、勤務環境改善に取り組み、成果を上げていると回答し

た病院等から病院の取組事例を整理した。 

（対象） 32医療機関 
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３. 実施体制 

厚生労働省が平成 25年度に実施した「医療従事者の勤務環境改善に向けた手法の確

立のための調査・研究」、平成 26年度に実施した「医療分野の「雇用の質」向上マネジ

メントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究」

及び平成 27年度に実施した「医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく

医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究」を踏まえ、勤務環境改善

に向けた取組事例の収集及び分析、モデル事業の実施、勤務環境改善の更なる推進方策

等についての検討等を行うため、検討委員会を設置した。 

検討委員会メンバー及び検討委員会の開催状況は以下のとおりである。 

 

（１） 検討委員会名簿（敬称略・委員五十音順） 

委員長 酒井  一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所 常務理事・所長 

委員 伊藤 雅史 社会医療法人社団慈生会等潤病院 理事長・院長 

委員 木戸 道子 日本赤十字社医療センター 第二産婦人科 部長 

委員 中島 美津子 
東京医療保健大学 

東が丘・立川看護学部 大学院看護学研究科 教授 

委員 深澤 理香 
全国社会保険労務士会連合会  

社会保険労務士総合研究機構 研究員 

委員 福島 通子 塩原公認会計士事務所 特定社会保険労務士 

委員 眞鍋 一 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事 

委員 吉川 徹 
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

登戸地区 過労死等調査研究センター・上席研究員 

委員 吉村 浩美 
社会福祉法人聖隷福祉事業団 執行役員 

総合病院聖隷三方原病院 総看護部長  

委員 脇坂 明 学習院大学 経済学部経済学科 教授 

調査・研究協力員 橋本 美穂 公益社団法人日本看護協会 労働政策部 部長 
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（オブザーバー） 

厚生労働省 

黒田 修 

医 政 局 医療経営支援課 医療勤務環境改善推進室長  

医 政 局 看護課 

労働基準局 労働条件政策課  

医療労働企画官（平成 28年 7月まで） 

花咲 恵乃 

医 政 局 医療経営支援課 医療勤務環境改善推進室長  

医 政 局 看護課 

労働基準局 労働条件政策課  

 医療労働企画官（平成 28 年 8 月から） 

重元 博道 医 政 局 看護課 看護職員確保対策官  

峰岸 健 医 政 局 医療経営支援課 医療勤務環境改善推進室長補佐 

吉田 拓野 医 政 局 医療経営支援課 課長補佐 

川又 修司 労働基準局 労働条件政策課 課長補佐 

栗栖 崇 労働基準局 労働条件政策課 働き方・休み方改善係 係長 

寺脇 悠太郎 労働基準局 労働条件政策課 働き方・休み方改善係  

 

 

（事務局） 

  株式会社日本能率協会総合研究所 社会環境研究事業本 福祉・医療政策支援部 
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（２） 検討委員会の開催 

開催した 4回の委員会の主な議題と開催日時、開催場所は以下のとおりである。 

 主な議題 開催日時 

第 1回 

・本事業の実施概要について 

・病院アンケート調査の実施について 

・モデル事業の実施について 

・医療勤務環境改善のための推進方策の検討について 

平成 28年 6 月 22日 

17：30～19：30 

第 2回 

・病院アンケート調査（中間報告）について 

・モデル事業の候補について 

・事例収集の候補について 

・医療勤務環境改善のための推進方策の検討について 

平成 28年 9 月 8日 

15：00～17：00 

第 3回 

・病院アンケート調査（中間報告）について 

・モデル事業の進捗報告について 

・事例収集の進捗報告について 

・医療勤務環境改善のための推進方策の検討について 

平成 28年 12月 7日 

 14：30～17：00 

第 4回 

・病院アンケート調査（最終報告）について 

・モデル事業の報告について 

・事例収集の報告について 

・医療勤務環境改善のための推進方策の検討について 

・報告書目次案について 

平成 29年 3 月 3日 

 14：30～17：00 

 

【開催場所】厚生労働省本省 会議室 

 

 

（３） ワーキンググループの開催 

また、上記検討委員会の他に、本調査・研究を進めていくに当たり必要とされる検討

を行うため、委員ワーキングを 2回開催した。主な議題と開催日時、開催場所は、以下

のとおりである。 

 検討内容 日時 

1 回目 ・提言案検討に向けた論点整理 
平成 29年 2 月 1日 

16：00～19：00 

2 回目 ・提言案検討に向けた論点整理 
平成 29年 2 月 10日 

17：00～20：00 

 

【開催場所】厚生労働省本省 会議室 
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Ⅱ 提言 

～勤務環境改善の更なる推進のための 

目標設定の在り方～ 
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 平成 26年 10月に施行された「医療介護総合確保推進法」における医療法改正に基づき、

国は各医療機関が勤務環境の改善の取組をより効果的に進めていけるようにするため、「医

療勤務環境改善マネジメントシステム」の仕組みを整備するとともに、全国で「医療勤務

環境改善支援センター」の設置を進めてきたところである。平成 29年 3月現在、すべての

都道府県において支援センターが設置されたことを受け、今後は、支援センターによる医

療機関への支援をより一層充実・強化していくことが求められる。 

平成 27年度の「医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組

に対する支援の充実を図るための調査・研究」報告書（以下、「平成 27 年度報告書」とい

う。）では、医療機関においてマネジメントシステムを活用した勤務環境の改善がより一層

進むようにするために、「２．提言～勤務環境改善の更なる推進に向けて～」（以下、「提言」

という。）において支援センターの目標設定の必要性について言及している（「平成 27年度

報告書」P.10参照）。しかしながら、具体的な設定方法等についてまでは示されていないこ

とから、本調査・研究事業の調査・研究委員会において検討を行い、支援センターの目標

設定の考え方についてとりまとめを行うとともに、成果の「見える化」についての考え方

についてもとりまとめを行った。 

また、各医療機関における自主的な勤務環境改善への取組において、その実効性をより

高めるようにするために、各医療機関に向けた目標設定と成果の「見える化」についての

考え方についても取りまとめた。 

 

 

１. 支援センターの取組に関する目標設定、評価指標、評価方法等の在り方について 
 

（１）目標の設定について 

 

（目標設定の必要性） 

○ 国の医療勤務環境改善の推進により、勤務環境改善に取組む手法や取組みにおける

支援体制として 47都道府県すべてに支援センターが設置された。支援センターは、可

能な限り多くの医療機関がマネジメントシステムを活用して医療従事者の勤務環境の

改善に取り組むよう、必要な周知や支援を行う役割を担っている。また、その運営に

は公費が充てられており、支援センターはその事業を継続的に発展させていくために、

果たすべき役割に見合った成果を挙げていくことが求められている。 

 

（目標設定の主体） 

○ 医療法第三十条の二十一に規定されている通り、医療機関の勤務環境改善を促進す

るための支援の責任主体は都道府県にあり、事務の全部または一部を委託していた場

合であっても、目標設定においては都道府県が行うことが適切である。なお、目標の

設定においては、関係団体の取組を踏まえることも重要であることから、運営協議会

において意見聴取を行って設定することが必要である。 
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＜医療勤務環境改善の支援体制＞ 

 

 

 

（目標設定の方法） 

○ 支援センターの基本的な活動内容については、「医療勤務環境改善支援センターの業

務のポイント」（以下「業務のポイント」という。）において、①マネジメントシステ

ム等に関する周知・啓発、②医療機関の実態やニーズの把握、③マネジメントシステ

ムの導入等の支援の 3 つを掲げており、マネジメントシステムの普及・促進や導入支

援を行う支援センターが、熟知しているマネジメントシステムにより自らの活動をマ

ネジメントすることは妥当である。 

 

＜支援センターのマネジメントシステム＞ 

 

 

 

 

 

（目標設定の対象期間） 

○ 「医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引

き（改訂版）」（以下「手引き（改訂版）」という。）において、「医療スタッフの勤務環境改

善にあたり、最初に自機関の目指す姿（ミッションやビジョン）を確認し、それに向かう

ための中長期的な取組を考えてみること」が望ましいとしており（手引き（改訂版）P.34

参照）、都道府県の目標設定においても、医療機関の中長期的な取組を支援することを踏ま
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えることが必要ではないかとの考えから、単年度目標ではなく中長期目標を設定すること

とする。なお、中長期を 3か年にするか 5か年にするかといった期間については、責任主

体である都道府県が、運営協議会での意見を踏まえ、設定する。 

 

＜中長期目標の位置づけ＞      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中長期目標と年次活動計画） 

○ 支援センターにおいては、中長期目標の下、中長期計画を作成し、それを単年度計

画に落とし込み、取組を実施することとなる。事務の全部または一部を委託する場合

には、年次活動計画の内容を実行するよう委託をすることになるが、年次活動計画は

都道府県が示す中長期目標や中長期計画に基づいており、事務受託者が中長期の期の

途中で変わったとしても、都道府県の医療機関に対する支援の継続性は中長期計画に

より担保されることとなる。 

 

＜中長期目標の推進例（目標を 3 か年とした場合）＞ 
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（２）指標の設定について 

 

（指標の設定と設定主体） 

○ 平成 27年度報告書の提言においては、目標設定の必要性とともに成果の「見える化」

の必要性も示されている。「見える化」を行うには、中長期目標に対する成果を把握す

るために適切な指標を設定するとともに、指標毎の目標値を設定することが必要とな

る。指標及び指標毎の目標値の設定については、中長期目標の設定主体である都道府

県が、運営協議会の意見を踏まえ設定する。 

 

○ 一般的には、以下のような指標が考えられるが、指標間には主従、あるいは目的と

手段といった上下関係があり、下位の指標が目的化しないよう、中長期目標を見据え

マネジメントを行うことが必要である。 

 

＜指標の種類＞       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支援センターの活動の段階に応じた重点施策） 

○ 都道府県の支援センターは設置時期やマンパワーが異なるため、各支援センターの

現状に即した目標や指標の設定が必要である。例えば、支援センターを設置したばか

りの都道府県においては、まずは「支援センターの整備」を中心に「マネジメントシ

ステム等の周知啓発」や「医療機関の実態や支援ニーズの把握」を、設置から 2～3年

が経過した支援センターでは「勤務環境改善の取組の導入支援」とそれを進めるため

の「マネジメントシステム等の周知啓発」や「医療機関の実態や支援ニーズの把握」

を、設置から 4～5年経過した段階になると「勤務環境改善の取組の定着支援」に向け

た取組が重点施策となると考えられ、段階に応じた指標の設定が必要となる。なお、「支

援センターの整備」においては、多面的複合的な課題に対する支援が求められること

を想定し、医療労務アドバイザー、医業経営アドバイザーに加え、医療関係者等によ

るアドバイスが可能となる体制の構築を目標とすることも考えられる。 
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＜支援センターの活動と段階に応じた重点施策＞         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、重点施策以外は取り組まなくていいというわけではなく、早期に、今後重点

施策となる勤務環境改善の取組の導入支援や定着支援に向けて検討を行うとともに指

標を設定して取り組むことは重要である。例えば、支援センター設置 1 年目であって

も、すでに勤務環境改善に取組んでいる医療機関があれば、取組の定着を支援するこ

とも支援センターの重要な役割となる。 

 

（支援センターの指標例） 

○ 支援センターの活動の充実とそれに伴う個別の医療機関での勤務環境改善の取組を

進める観点から、都道府県が定めるべき支援センターの活動の段階に応じた指標例を

以下に整理した。以下の指標例は都道府県が指標を検討する際の参考としていただく

ためのものであり、都道府県は現状を踏まえ指標を設定することが望ましい。 
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＜
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
段
階
別
指
標
例
＞

 
 

 
 

 
 

 

 

段
階

 
K
P
I
：
結
果
指
標

 
K
P
I
：
先
行
指
標

 

Ⅰ
 
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
（
周
知
含
む
）

 

（
あ
る
べ
き
状
態
）
支
援
セ
ン
タ
ー
の
存
在
が
広
く
周
知
さ

れ
、
関
係
団
体
と
も
連
携
が
で
き
て
い
る
。

 

 

・
支
援
セ
ン
タ
ー
認
知
度

 

 
・
医
療
関
係
団
体
に
お
け
る
認
知
度

 

 
・
医
療
機
関
の
認
知
度

 

・
セ
ン
タ
ー
の
方
針
・
目
標
・
年
度
計
画
策
定
有
無

 

・
業
務
体
制
人
数

 

・
運
営
協
議
会
の
開
催
回
数

 

・
実
務
者
会
合
の
実
施
回
数

 

・
医
療
関
係
団
体
へ
の
訪
問
・
説
明
回
数

 

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
有
無

 

Ⅱ
-1

. 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
等
の
周
知
・
啓
発

 

（
あ
る
べ
き
状
態
）
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
医
療
機
関

に
広
く
認
知
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
興
味
の
あ
る

医
療
機
関
か
ら
、
し
ば
し
ば
相
談
を
受
け
る
。

 

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
認
知
度

 

・
取
組
意
向
医
療
機
関
数

 

・
相
談
件
数

 

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
枚
数

 

・
説
明
会
・
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催
回
数

/参
加
人
数

/参
加
医
療

機
関
数

 

・
各
種
会
議
等
で
の
説
明
開
催
回
数

/参
加
人
数

/参
加
医

療
機
関
数

 

Ⅱ
-2

. 
医
療
機
関
の
実
態
や
支
援
ニ
ー
ズ
の
把
握

 

（
あ
る
べ
き
状
態
）
地
域
の
医
療
機
関
の
実
態
や
支
援

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
把
握
し
て
い
る
。

 

・
取
組
事
例
収
集
件
数

 

・
勤
務
環
境
改
善
取
組
率

 

・
勤
務
環
境
満
足
度

 

・
実
態
把
握
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
実
施
医
療
機
関
数

 

・
実
態
把
握
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

 

 
 
・
施
設
調
査
回
収
率

 

 
 
・
医
療
従
事
者
調
査
回
収
率

 

Ⅲ
 
勤
務
環
境
改
善
の
取
組
の
導
入
支
援

 

（
あ
る
べ
き
状
態
）
地
域
の
医
療
機
関
が
勤
務
環
境
改

善
に
着
手
し
、
必
要
に
応
じ
支
援
し
て
い
る
。

 

・
改
善
計
画
策
定
医
療
機
関
数
／
割
合

 

・
計
画
に
基
づ
く
取
組
を
新
た
に
開
始
し
た
医
療
機
関
数

 

・
ハ
ブ
機
能
に
よ
り
紹
介
し
た
件
数

 

・
導
入
相
談
件
医
療
機
関
数

 

・
改
善
計
画
策
定
に
着
手
し
た
医
療
機
関
数
／
割
合

 

・
導
入
支
援
訪
問
医
療
機
関
数

 

・
モ
デ
ル
事
業
実
施
医
療
機
関
数

 

Ⅳ
 
勤
務
環
境
改
善
の
取
組
の
定
着
支
援

 

（
あ
る
べ
き
状
態
）
地
域
の
医
療
機
関
が
勤
務
環
境
改

善
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
、
必
要
に
応
じ
支
援
し
て

い
る
。
 

 
K

G
I：
＊
＊
＊
＊

 

・
継
続
し
て
勤
務
環
境
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
医
療
機
関
数

 
・
定
着
相
談
医
療
機
関
数

 

・
定
着
支
援
訪
問
医
療
機
関
数

 

 

横
の
つ
な
が
り

 

縦 の つ な が り 
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（指標設定の留意点） 

○ 指標の設定において、中期目標が同じ場合であっても、地域の実情を踏まえ設定さ

れる結果指標は必ずしも同じものとはならない。と同様に、取組内容（施策）につい

ても、地域の実情を踏まえ設定されるため、必ずしも同じものとはならない。例えば

岐阜県の場合は、勤務環境改善には顔の見える関係づくりが重要であると考え、戸別

訪問をすることとしているが、医療機関の多い東京都や福岡県では戸別訪問は現実的

ではなく、福岡県の場合は地区別に研修会を開催し、東京都では病院管理者への意識

調査を実施するなど異なるアプローチで医療機関に働きかけを行っている。 

他の都道府県の取組について参考としつつ、自都道府県においてはどのような指標

を設定すべきか、検討することが必要である。 

 

＜支援センターの活動に見る指標例＞ 

 

①東京都の場合 

 

 

 

 

 

 

 

②福岡県の場合 

 

 

 

 

②岐阜県の場合 

 

 

③岐阜県の場合 
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（支援テーマを設定した指標例） 

○ 医療機関に対するマネジメントシステムの導入支援を効果的に実施するため、医療

機関に対する個別対応による支援だけでなく、「医療の質」向上のための 4 つの領域」

（手引き（改訂版）P.3参照）に着目して、都道府県における勤務環境の実態や支援ニ

ーズ等から共通課題を重点施策としたり、取組が遅れている医療機関を抽出して、集

中して支援を行うなどの工夫（戦略）も考えられる。その場合には工夫（戦略）に沿

った指標を設定し、活動をマネジメントすることが必要となる。 

 

＜テーマを設定して取り組む場合の段階別指標【例】＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）モニタリングの実施と評価について 

 

（モニタリングの実施） 

○ 指標に対して目標値を設定し、目標値の達成状況を確認することで、成果を「見え

る化」できる。なお、「中長期目標の推進例（目標を 3 か年とした場合）」で示した通

り、中長期目標については年度毎に、年度計画については、毎月あるいは 3 か月ごと

など適切なモニタリング期間を設定し、進捗をマネジメントすることが必要である。 

 

（モニタリングシートの活用） 

○ 都道府県が作成するモニタリングシート例を以下に整理した。モニタリングシートの必

要な項目として、「中長期目標（あるべき姿）」「中長期の取組内容（施策）」「評価指標」「現

状値」「目標値」「取組評価・課題」などが考えられる。次頁以降に「中期計画策定例」「単

年度計画策定例」は都道府県がモニタリングシートを検討する際の参考として示したもの

であり、モニタリングシートについては都道府県ごとに検討し、作成するものである。  
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（評価の方法） 

○ 評価は評価指標毎に設定した数値目標の達成状況により行うものとするが、「目標が

達成できた/できなかった」という結果にとらわれず、できなかった原因を分析し、よ

り効果的な支援活動につなげるための振り返りを行い、次の活動につなげることが重

要である。 

 

○ なお、評価は期末に初めて行うのではなく、定期的にモニタリングを行い、想定し

た結果が出ていない場合や想定した結果が出ないことが見込まれる場合には、中長期

目標達成のために必要な対応策を検討し、見直すことが必要である。 

   

＜予定した結果が出なかった場合の見直しの視点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 医療機関の取組に関する目標設定、評価指標、評価方法等の在り方について 
 

（１）目標の設定について 

 

（目標設定の必要性） 

○ 各医療機関の目標設定において、他の医療機関との比較ではなく自医療機関の成長

を継続的に把握しておくことが重要であり、そのためには自医療機関の取組の経年変

化を把握することが必要となる。 

 

○ 目標の設定においては、現状分析を行い、その結果を目標に反映することが重要で

あるが、今年度実施した病院アンケート調査において（Ⅲ.病院アンケート結果」参照）、
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マネジメントシステム取組のプロセスでは「勤務環境改善に向けた目標値を設定して

いる」比率が最も低く、現状分析した結果が目標設定と結びついていないことが明ら

かとなった。また、病院が取り組んでいる取組項目を見ると、効果が高いと評価した

取組は 3 割程度にとどまっており、医療機関の取組は、成果に結びついていないこと

も明らかとなった。医療機関において勤務環境改善に継続的に取り組むには、目標を

設定し、また取り組みの成果を「見える化」することが重要である。 

 

＜マネジメントシステムにおける目標設定の位置づけ＞        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標の設定に向けた注意点） 

○ 今年度実施した病院アンケート調査において（Ⅲ.病院アンケート結果」参照）、勤

務環境改善の取組により得られる経営上のメリットは、「職員の定着・確保」「時間外

労働時間のコスト削減」「職員満足度の向上」であり、医療の質や経営の安定性にも寄

与することが示唆された。しかしながら、実際に改善に取組むのは職員であり、日々

の業務に忙殺される中、取組が後回しになりがちである。マネジメントシステムの方

針表明においては（手引き（改訂版）P.6参照）、職員のメリットとなることを示して、

職員の理解を得られるよう働きかけることが重要であり、目標設定においても職員に

メリットが伝わるよう設定をすることが必要となる。 

 

○ また、体制整備においては（手引き（改訂版）P.8 参照）、プロジェクトチームを設

定することとしているが、医療機関においては多くの委員会が運営されており、衛生

委員会など既存の委員会の分掌事項に加えるなどして負担感を軽減することも必要で

ある。  
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（２）指標の設定について 

 

（指標の設定） 

○ 医療機関の指標を設定するにあたっては、現在の取組状況や医療機関の規模などを

踏まえ、設定することが必要となる。以下に医療機関の勤務環境改善の取組段階別（制

度の整備・理解⇒制度の充実と利用⇒一般的な指標によるマネジメント）に指標例を

整理しているが、たとえば制度の整備状況や職員の理解の状況が十分でない医療機関

においては、まずは制度の整備や職員に理解されることから着手をする等医療機関の

実情を踏まえ、指標を設定することが重要である。なお、多くの項目に取組むことは、

現場に負担をもたらすことが懸念されるため、指標を絞って集中して勤務環境改善に

取り組み、成果をだすことが重要である。 

 

＜医療機関の指標例＞         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

働き方・休み方改善 職員の健康支援
働きやすさ確保のための

環境整備
働きがいの向上

・時間管理の理解度

・所定労働時間の理解

度

・時間外労働時間の理

解度

・産業医・衛生管理者の

認知度

・有害化学物質対策

（抗がん剤、ホルムアル

デヒド等）の実施と認知

度

・健康診断受診率

・健康診断事後措置実

施率

・インフルエンザワクチン等

職員向けワクチン接種率

・ワーク・ライフ・バランス支

援制度の整備の理解度

（育児支援制度、介護

支援制度、治療と仕事

の両立支援制度他整備

している支援制度の認知

度）

・男性/女性職員の育児

休業取得率

・男性/女性職員の介護

休業取得率

・教育制度への理解度

・36協定に定める時間外

労働時間の短縮

・勤務間インターバル制

度の適用者の割合

・補助職の配置数

・いじめ・ハラスメントに対

応する窓口の設置と利

用率

・従業員50人未満での

産業医の選任と指導・助

言件数

・職員のメンタルヘルス教

育研修の実施と参加率

・安全衛生管理委員会

による改善提案件数

・介護短時間勤務制度

の導入と利用率

・暴力クレーム対応窓口

の設置と利用率

・院内保育所や提携保

育所の整備と利用率

・保育サービス（病児保

育や夜間預かり保育

等）の支援と利用率

・学童保育の支援と利用

率

・支出に占める教育予算

の割合

・施設外の研修受講支

援と利用率

・学会発表／参加支援

と利用率

・専門資格取得支援と

利用率

・報奨制度の導入と対象

者数

・時間外労働時間数

・年次休暇取得率

・長時間労働者面談実

施率

・平均勤続年数

・離職率

・育児休業等からの復帰

率

・介護負担を有する者の

勤続年数の増加

・支出に占める教育費/

割合

・学会発表支援者の学

会発表率

・専門資格保有者率

・勤務環境への満足度

ハイリスク・アプローチ ・長時間労働上位○％

の削減

・年次有給休暇下位

○％の改善

・過労やメンタルによる長

期休職者数

・勤務期間1年未満離

職率

　　　　　　4つの領域

マネジメントの

3つの段階

制度の整備・理解

制度の充実と利用

（法定以上又は法定

外の充実した制度の導

入とその利用状況）

一般的な指標

（手引き（改訂版）

P27～P30の確認事項

等より）
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（ハイリスク・アプローチ） 

○ 指標を設定する際、ハイリスクアプローチという視点で検討を行うことも重要であ

る。例えば、時間外労働時間数を平均 1 時間削減するとした場合に、時間外労働時間

が比較的短い職員の時間外労働時間の削減により改善する場合もあれば、等しく削減

することで改善する場合もある。また、特に長時間労働となっている職員の時間外労

働時間の削減により改善されることもある。ハイリスクアプローチは、特に問題とな

っているリスクの高い対象にフォーカスし、改善の量だけでなく改善の質にも着目し

たアプローチ方法である。 

 

（職種別アプローチ） 

○ 医療機関において、医師、看護師、メディカルスタッフ、事務スタッフなど職種に

応じて、個別の課題を抱えている現状を踏まえ、職種別に指標を設定することは差支

えない。ただし、その場合には、病院全体の取組を優先課題として（全体最適化）、病

院全体の取組を阻害しないよう留意することが必要である。 

 

＜医師の指標例＞           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

働き方・休み方改善 職員の健康支援
働きやすさ確保のための

環境整備
働きがいの向上

・医師1人当たりの補助

職の配置数

・夜勤を行う医師（特定

業務従事者）の健診受

診率

・副主治医制採用医師

の割合

・子育て中の医師の当直

免除率

・医師賠償保険への加

入支援と加入率

・宿直明けの通常勤務

免除率

ハイリスク・アプローチ ・過重な勤務環境※にあ

る医師の割合の減少

※時間外労働時間月○

時間以上、実際休日が

月○日以下、年休取得

日数年○日以下、当直

月○回以上、オンコール

月○回以上等

※指標中「時間外労働時間月○時間」等の具体的な時間数は、各医療機関ごとの実態のほか本調査研究事業内で実施
した医療機関アンケートの結果なども踏まえて決定するとよい。

　　　　　　4つの領域

マネジメントの

3つの段階

制度の充実

一般的指標
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＜看護職の指標例＞ 

 

 

 

 

  

働き方・休み方改善 職員の健康支援
働きやすさ確保のための

環境整備
働きがいの向上

・夜勤・交代制勤務者の

所定労働時間の短縮

・インターバル○時間以

上の割合

・夜勤・交代制勤務を行

う看護職（特定業務従

事者）の健診受診率

・交代制勤務者の時間

外労働時間○時間以内

の者の割合

・交代制勤務者の夜勤

労働時間月○時間以下

の者の割合

・宿直明けの日勤免除

率

・夜勤後の休息○時間

以上の者の割合

・2連続夜勤後の休息○

時間以上の者の割合

・研修受講率（例：新

人看護職員研修ガイドラ

インに沿った新人看護職

員の卒後臨床研修や看

護管理者研修等）

ハイリスク・アプローチ ・夜勤専従の月総勤務

時間○時間以内の者の

割合

・夜勤時間の長い上位

○%の夜勤時間の短縮

・時間外労働時間が多

い病棟・外来の時間外

労働時間の削減割合

　　　　　　4つの領域

マネジメントの

3つの段階

制度の充実

一般的指標

※指標中「時間外労働時間月○時間」等の具体的な時間数は、各医療機関ごとの実態のほか本調査研究事業内で実施
した医療機関アンケートの結果や関連制度の内容なども踏まえて決定するとよい。



26 

 

３. その他 
 

（支援センターの周知について） 

○ 今年度実施した病院アンケート調査において、支援センターの認知度は十分とは言

えず、支援センターが医療機関から積極的に利用されるまでには至っていない現状が

明らかとなった。医療機関において、支援センターが医療機関に支援に入ることに、

少なからず抵抗を感じるという声があるが、支援センターがどのような目的で設置さ

れているかに立ち返り、設立趣旨を伝えることは重要である。医療従事者の確保が地

域では困難となる中で、都道府県が中心となって、医師確保の支援、離職した看護職

員に対する復職の支援、勤務環境の改善を通じた職員の定着支援を行う仕組みを設け、

地域医療を支える医師・看護職員等の充実を図ることが求められており、それを踏ま

え、医政局と労働局が連携して、支援センターの責任主体である都道府県や支援セン

ターの活動を支援し、支援センターが医療機関の勤務環境改善の支援を行うよう体制

が整備されている。支援センターの活動は、支援センターのミッションに基づくもで

あり、医療機関を支援する機関であることを医療機関には十分理解してもらうことが

必要である。なお、国においても、医療機関や医療従事者に向けて、支援センターの

設立趣旨、役割・機能の周知を図るなどの支援が求められる。 

 

（支援センターの支援の工夫について） 

○ 今年度実施した病院アンケート調査（Ⅲ.病院アンケート結果」参照）に回答した医

療機関においては、すでに多くの取組項目に取り組んでいたが、必ずしも効果を感じ

ていない取り組みもあり、支援センターは、医療機関が現在、取り組んでいる勤務環

境改善の取組について、効果を上げるための支援を行うなど本調査研究の結果を参考

に、工夫した支援を期待したい。なお、支援センターが、様々な支援を行うにはマン

パワー不足が懸念されるが、平成 27年度報告書の提言において、運営協議会の効果的

な運営や関係団体との連携の強化や地域の関係者の活用を求めたところであり（平成

27 年度報告書 P10参照）、例えば、日本看護協会が WLB推進委員を育てたノウハウや人

材、あるいは地域の看護部長や事務長経験者などへ協力を依頼し多職種アドバイザー

として活用するなども考えられる。国においては、マンパワー不足により支援センタ

ーの活動が停滞しないよう、人材活用の支援策について検討することが求められる。 

 

（小規模医療機関や診療所への支援について） 

○ 平成 27年度報告書の提言において、小規模医療機関や診療所へのマネジメントシス

テムの普及について言及しているが、自力で取り組むことができない医療機関（中小

病院や診療所）、特に、改善意欲が低く、取り残されている医療機関に対する支援が課

題である。国としてもどのような支援が効果的か検討することが求められる。 
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Ⅲ 病院アンケ―ト調査結果 
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Ⅲ－１ 病院に勤務する医師の調査結果 
１．回答者属性 

 

医師票は全国から回答が得られた。 

国の統計と比較すると、所在地別では東京都には医師の約 14%が集中しているが、本調査

においては 6%と比率が低い。また、神奈川県、愛知県、大阪府など大都市の回答比率が

低くなっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村規模は、「人口 50万人以上の市」が 27.9%、「人口 20万人以上 50 万人未満の市」

が 24.7%で回答した医師の半数以上が人口 20万人以上の地域に勤務している。 
 

 

 

 

 

 

 

  
調査数

人
口
5
0
万
人
以
上
の
市

(

区

)
(

政
令
指
定
都
市
等

)

人
口
2
0
万
人
以
上
5
0
万
人
未

満
の
市

(

区

)
(

中
核
市
等

)

人
口
1
0
万
人
以
上
2
0
万
人
未

満
の
市

(

区

)

人
口
1
0
万
人
未
満
の
市

(

区

)

町
村

1,411 27.9 24.7 18.1 21.3 8.1

国・公的 737 25.4 27.1 17.0 21.6 9.0
国・公的以外 674 30.6 22.0 19.4 20.9 7.1
20-99床 160 25.0 18.8 19.4 21.9 15.0
100-199床 321 26.2 21.8 13.1 27.1 11.8
200-399床 453 22.7 18.3 24.9 27.2 6.8
400床以上 477 34.8 34.6 14.7 11.5 4.4
20代 60 20.0 26.7 21.7 23.3 8.3
30代 423 31.2 24.6 17.0 18.9 8.3
40代 511 27.0 26.0 20.2 20.4 6.5
50代以上 417 26.6 22.8 16.3 24.5 9.8
女性 285 31.6 32.6 14.7 17.2 3.9
男性 1,126 26.9 22.6 19.0 22.3 9.1
満足 299 23.4 26.1 18.4 23.4 8.7
どちらかというと満足 731 28.5 25.6 17.1 21.2 7.7
どちらかというと不満 299 31.1 21.7 20.4 20.4 6.4
不満 82 26.8 22.0 18.3 17.1 15.9

問４　許可病床数

問22　勤務環境の
満足度

問６　性別

 全  体

問３　開設主体

問５　年齢

凡例
全体+10%

全体-10%
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開設主体は、「国・公的1」がほぼ半々で、昨年度調査と大きな差は見られない。 

許可病床数も昨年度調査と大きな差は見られないが、国の統計に比べ「500床以上」に勤

務する医師の比率が低い。人口規模別では、人口規模が大きいほど大規模病院の比率が

高くなる。 

                                                   
1 「国・公的」は国等（厚生労働省､独立行政法人国立病院機構、国立大学法人､独立行政法人労働者健康安全機構､国立高

度専門医療研究センター､独立行政法人地域医療機能推進機構、その他(国の機関)）、地方公共団体等（都道府県、市町村、
地方独立行政法人）、公的医療機関（日赤、済会、北海道社会事業協会、厚生連、国民結構保険団体連合会）。「国・公的以
外」は、社会保険関係団体（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合）、医療法人、個

人、その他（公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人） 
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年齢は、「40代」の比率が 36.2%と高く、次いで「30代」が 30.0%と高い。昨年度調査と

大きな差は見られないが、国の統計に比べ「40代」の比率が高い。 

性別は、「男性」79.8%、「女性」20.2%で、昨年度に比べ女性の比率が低下したが、国の

統計と比べるとほぼ同様の水準である。 
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医師としてのキャリアは、「10年以上 20年未満」が 40.1%、次いで「20年以上」が 37.6%

で 10年以上がほぼ 8 割を占めている。昨年度調査と比較しても大きな差は見られない。 

主に専門としている診療科は、「内科」の比率が 40.2%と高く、次いで「外科」15.5%、「整

形・リハビリテーション科」9.6%、「精神科」9.1%の順で、昨年度調査及び国の統計と比

較しても傾向に大きな差は見られない。 
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２．働き方・休み方について 

（１）労働時間 

①週所定労働時間 

週所定労働時間数を「知っていた」と回答した医師は 48.3%で、前年度調査と比較し、認

知度が 10.6ポイント向上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週所定労働時間は平均 38.3時間で、「35時間超～40時間以下」が約 7割を占める。なお、

40時間超も 1割強見られた。前年度調査（週所定労働時間を「知っていた」と回答した

人の週所定労働時間数）と比較すると、「35時間超～40時間以下」の比率が低下し、40

時間超の比率が増加している。 
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労働時間の管理方法は、「出勤簿・管理簿」との回答が過半数を占める。なお、「労働時

間を管理していない」が 16.2%見られたが、勤務環境に不満を感じている人の「労働時間

を管理していない」の比率が高い。 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

出
勤
簿
・
管
理
簿

タ
イ
ム
レ
コ
ー

ダ
ー

・

タ
イ
ム
カ
ー

ド

I
C
カ
ー

ド

そ
の
他

労
働
時
間
を

管
理
し
て
い
な
い

1,411 53.4 18.6 8.1 3.8 16.2

満足 299 55.2 20.4 8.4 3.3 12.7
どちらかというと満足 731 55.4 18.5 7.9 2.7 15.5
どちらかというと不満 299 49.5 17.7 9.0 5.7 18.1
不満 82 42.7 17.1 4.9 7.3 28.0

問22　勤務環境の
　　　満足度

 全  体
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②時間外労働時間 

平成 28年 6月の時間外労働時間について、「おおよその時間がわかる」と回答した医師

は約 8割で、昨年度調査と比較しても差は見られない。 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

お

お

よ
そ

の

時
間

が

わ

か

る

わ

か

ら
な

い

1,411 79.8 20.2

20-99床 160 74.4 25.6

100-199床 321 79.1 20.9
200-399床 453 80.8 19.2

400床以上 477 81.1 18.9

20代 60 78.3 21.7
30代 423 79.4 20.6

40代 511 80.4 19.6

50代以上 417 79.6 20.4

問４　許可病床数

問５　年齢

 全  体
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平成 28年 6月の時間外労働時間数は平均 32.5 時間で、前年度調査と比較し 1.6時間改

善している。許可病床数別では、規模が大きいほど、年齢別では年代が若い人ほど、勤

務環境満足度別では満足度の低い人ほど「50時間超」の比率が高い。 

なお、「80時間超」時間外労働をしている人は 6.8%見られたが、許可病床数「400床以上」

では 10.3%、勤務環境満足度別では「不満」を感じている人の 16.7%と比率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

0

時
間

0

時
間

超
～

1

0
時

間
以

下

1

0
時

間
超
～

2

0
時

間
以

下

2

0
時

間
超
～

5

0
時

間
以

下

5

0
時

間
超
～

8

0
時

間
以

下

8

0
時

間
超

5

0
時

間
超

(

再
掲

)

平

 
 

均

最

 
 

小

最

 
 

大

1,126 12.4 23.2 14.9 28.1 14.6 6.8 21.4 32.5 0.0 360.0

20-99床 119 31.9 25.2 15.1 16.0 8.4 3.4 11.8 19.6 0.0 200.0

100-199床 254 17.3 32.3 16.5 18.9 11.8 3.1 15.0 23.0 0.0 180.0

200-399床 366 11.5 21.9 16.9 29.2 13.7 6.8 20.5 33.2 0.0 300.0
400床以上 387 4.1 17.8 11.9 36.7 19.1 10.3 29.5 42.0 0.0 360.0
20代 47 6.4 12.8 17.0 31.9 21.3 10.6 31.9 39.5 0.0 120.0

30代 336 6.5 20.8 14.6 29.2 19.9 8.9 28.9 39.7 0.0 360.0
40代 411 10.5 21.7 15.6 30.9 14.4 7.1 21.4 33.2 0.0 220.0

50代以上 332 21.7 28.9 14.2 22.9 8.4 3.9 12.3 23.3 0.0 204.0
満足 236 22.9 29.2 14.4 20.8 9.3 3.4 12.7 22.3 0.0 200.0

どちらかというと満足 586 12.8 24.7 15.4 28.3 12.6 6.1 18.8 30.7 0.0 360.0
どちらかというと不満 238 4.2 15.1 16.0 34.0 21.4 9.2 30.7 42.4 0.0 200.0

不満 66 1.5 16.7 9.1 30.3 25.8 16.7 42.4 48.9 0.0 190.0

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢

問22　勤務環境の
　　　満足度



37 

 

時間外労働の主な理由（MA）は、「緊急対応」66.4%、「手術や外来対応等の延長」57.3%、

「記録・報告書作成や書類の整理」54.1%、「会議・勉強会・研修会等への参加」41.4%の

比率が高い。 

許可病床数別でみると、「記録・報告書作成や書類の整理」については規模が大きくなる

ほど比率が高くなる。年代別では、40代以下と 50代以上で差が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

緊

急

対
応

手

術

や
外

来
対

応
等

の

延

長

記

録

･
報

告
書

作
成

や

書

類

の
整

理

会

議

・
勉

強
会

・
研

修

会

等

へ
の

参
加

勤

務

開
始

前
の

準
備

他

職

種
・

他
機

関
と

の

連

絡

調
整

そ

の

他

986 66.4 57.3 54.1 41.4 23.2 13.1 16.7

20-99床 81 56.8 55.6 44.4 44.4 18.5 17.3 14.8

100-199床 210 60.5 53.3 44.3 38.1 22.9 11.0 19.5

200-399床 324 71.6 53.7 53.4 36.1 19.1 10.8 16.4
400床以上 371 67.4 63.1 62.3 47.2 28.0 15.4 15.9

20代 44 79.5 61.4 59.1 40.9 40.9 11.4 9.1
30代 314 70.1 60.2 54.5 37.6 19.1 10.5 14.6

40代 368 69.3 61.1 59.5 45.9 23.1 14.4 16.3

50代以上 260 55.8 47.7 45.0 39.6 25.4 14.6 21.2

問４　許可病床数

問５　年齢

 全  体
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調査数

申
告

し
て
い

る

申
告

し
て
い

な
い

1,410 56.1 43.9

満足 298 60.7 39.3

どちらかというと満足 731 58.5 41.5
どちらかというと不満 299 48.2 51.8
不満 82 46.3 53.7

問22　勤務環境の

　　　満足度

 全  体

時間外労働時間の普段の申告状況をみると、時間外労働時間通りに「申告している」の

は 56.1%で、前年度調査と比較すると 7.6ポイント改善した。 

また勤務環境満足度別では、満足している人に比べ不満を感じている人の時間外労働時

間通りに申告している比率が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%
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時間外労働時間を時間外労働時間通りに申告しない理由は（MA）、昨年度調査と比較

しても、申告しない理由に差は見られず、「自分の都合や、自分のこだわりのために残

業したから」が 29.9%と比率が高い。 

時間外労働時間を時間通り申告しない理由について、「その他」（45.1％）の自由記述を分

類すると、申請が面倒、忙しく申請を忘れるなどの理由で「申告していない」が 9.0％、「一

定額の時間外手当が支給されている」が 8.4%であった。なお、「申告制度がない・残業規定

がない（知らない）」、「慣例で申告しない」「時間外手当がない」等も 1割程度見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「その他」の分類 %
申告していない
（面倒・忙しく忘れる・信条・自分で必要と判断しているので）

9.0

一定額の時間外手当が支給されている（年俸制・裁量労働制） 8.4

申告制度がない・残業規定がない（知らない） 5.5

慣例で、（特定の業務は）申告しない 2.7

時間外手当がない 2.4

支払われる対象（業務内容・範囲）が決まっている 1.8

事務が管理している・事務任せ 1.1

臨床以外の業務を残業に含めていいかわからないので 1.0

時間通りにもらうのは申し訳ない（赤字なのに）
・金額が高くなるため遠慮している

0.8

自分で判断して一部/大体の時間で申告している 0.8

上司からの圧力 0.5

その他 2.1

残業はしていない（ほとんどしていない） 4.4

※１人の回答者につき複数の理由が記載されている場合及び自由回答が無記入
の場合もあるため、合計しても45.1%にならない
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調査数

申

告
時

間
ど

お
り

に
支

払
わ

れ
て

い
る

(

制
限

な
し

)

年

俸
制

で
あ

り
時

間
外

労
働

手
当

は

年

俸
に

含
ま

れ
て

い
る

上

限
時

間
が

決
め

ら
れ

て
お

り
、

そ

れ
を

上
回

る
時

間
に

つ
い

て
は

支

払
わ

れ
て

い
な

い

上

司
が

時
間

外
労

働
を

認
め

た
と

き

以

外
は

支
払

わ
れ

て
い

な
い

タ

イ
ム

レ
コ
ー

ダ
ー

・

タ
イ

ム
カ
ー

ド

・

I
C

カ
ー

ド
の

と
お

り
に

支
払

わ
れ

て

い
る

(

制

限
な

し

)

そ

の
他

時

間
外

労
働

時
間

に
つ

い
て

は

支

払
わ

れ
て

い
な

い

わ

か
ら

な
い

1,410 36.7 15.5 11.8 5.7 4.8 5.4 8.2 11.8

満足 298 44.0 20.1 7.0 3.0 7.0 4.7 4.0 10.1

どちらかというと満足 731 37.5 17.6 10.8 5.2 4.4 5.1 7.4 12.0
どちらかというと不満 299 29.8 7.7 19.4 9.7 3.7 5.4 13.0 11.4

不満 82 29.3 7.3 9.8 6.1 4.9 11.0 13.4 18.3

 全  体

問22　勤務環境の
　　　満足度

時間外労働時間に対する手当の支払いについては、前年度調査と比較しても差は見られ

ず、「申告時間どおりに支払われている(制限なし)」が 36.7%と比率が高い。なお、「支払

われていない」が 8.2%みられた。 

勤務環境満足別では、不満を感じている人の「支払われていない」比率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
凡例

全体+10%

全体-10%
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（２）休日・休暇 

 
平成 28 年 6 月の所定休日日数については、「8 日」が 62.4%と高く、平均 8.0 日である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
凡例

全体+10%

全体-10%

調査数

４
～

７
日

８
日

９
日
以
上

８
日
以
上

(

再

掲

)

平
 
 
均

最
 
 
小

最
 
 
大

1,313 23.2 62.4 14.5 76.8 8.0 4.0 30.0

20-99床 152 32.2 48.7 19.1 67.8 7.8 4.0 22.0

100-199床 307 25.7 57.0 17.3 74.3 7.9 4.0 22.0
200-399床 408 21.1 62.0 16.9 78.9 8.2 4.0 30.0
400床以上 446 20.2 71.1 8.7 79.8 8.0 4.0 30.0
20代 56 26.8 55.4 17.9 73.2 7.8 4.0 17.0
30代 390 25.9 62.8 11.3 74.1 7.8 4.0 22.0
40代 471 20.0 67.7 12.3 80.0 7.9 4.0 30.0
50代以上 396 23.7 56.6 19.7 76.3 8.3 4.0 30.0

問４　許可病床数

問５　年齢

 全  体
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平成 28年 6月の実際に業務を休んだ日数を見ると、前年度調査と比較しても休日日数に

大きな差は見られず、「4～7 日」の比率が 44.5%と高く、平均休日日数は 5.5 日である。

一方、「3日以下（0 日及び 1～3日）」も 1/4を占め、1日も休んでいない医師も 1割みら

れた。 

許可病床数別でみると、200床以上（200～300 床及び 400床以上）で、「3日以下（0日

及び 1～3日）」の比率が高くなっており、特に 400 床以上では「0 日」が 14.5%と高い。 

勤務環境満足度別でみると、不満を感じている人は満足している人に比べ休日が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

０

日

１
～

３
日

４
～

７
日

８

日

９

日

以
上

３

日

以
下

(

再

掲

)

８

日

以
上

(

再

掲

)

平

 

 
均

最

 

 
小

最

 

 
大

1,363 10.2 15.0 44.5 19.4 10.9 25.2 30.3 5.5 0.0 30.0

20-99床 158 5.1 5.7 42.4 25.3 21.5 10.8 46.8 6.8 0.0 22.0

100-199床 307 6.8 8.8 42.7 27.0 14.7 15.6 41.7 6.3 0.0 20.0
200-399床 430 9.8 17.7 45.3 16.3 10.9 27.4 27.2 5.4 0.0 30.0

400床以上 468 14.5 19.7 45.7 15.4 4.7 34.2 20.1 4.6 0.0 14.0
20代 60 18.3 16.7 43.3 15.0 6.7 35.0 21.7 4.6 0.0 10.0

30代 410 10.0 19.5 45.1 16.3 9.0 29.5 25.4 5.2 0.0 20.0

40代 490 10.4 14.7 47.6 19.4 8.0 25.1 27.3 5.3 0.0 30.0
50代以上 403 8.9 10.4 40.4 23.3 16.9 19.4 40.2 6.1 0.0 22.0

満足 284 6.0 11.3 37.3 28.2 17.3 17.3 45.4 6.5 0.0 20.0
どちらかというと満足 705 9.9 12.6 46.1 20.0 11.3 22.6 31.3 5.6 0.0 22.0

どちらかというと不満 294 12.9 20.7 47.6 12.9 5.8 33.7 18.7 4.6 0.0 30.0
不満 80 17.5 27.5 45.0 7.5 2.5 45.0 10.0 4.0 0.0 14.0

問22　勤務環境の

　　　満足度

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢
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年次有給休暇について、前年度調査と付与日数（前年度の繰り越し分は含めない）を比

較しても差は見られず、今年度調査においても「20日」の比率が 64.3%と高い。 

実際に取得した年次有給取得日数は、昨年度調査に比べ「0日」がやや低下し、平均 4.7

日とわずかながらも改善した。しかしながら、「0日」と回答した医師は依然 24.1%と比

率は高い。 
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（３）当直（宿直・日直）・夜勤・オンコールの回数 

 
平成 28年 6月の宿直・日直・夜勤・オンコールの実施状況は、宿直 79.8%、日直 52.5%、

夜勤 8.9%、オンコール 56.9%である。 

平成 28年 6月に宿直を行った医師（n=1,093）に宿直回数を尋ねたところ、「3～4回」の

比率が高く、次いで「2回」の比率が高い。宿直回数は平均 3.0回である。 

同月に日直を行った医師（n=643）の日直回数は平均 1.4回で、「1回」が 8 割弱を占める。 

夜勤勤務の医師（n=96）の夜勤回数は平均 3.4 回で、「2回」の比率が高く、次いで「3

～4回」の比率が高い。 

オンコールを受けた医師（n=694）のオンコール回数は平均 7.7回で、「1～5回」が半数

を占める。「11回以上」も 2割みられた。 

昨年度調査と比較すると、宿直、日直、オンコール回数に大きな変化は見られないが、

夜勤については「1回」の比率が低下している。 
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（４）宿直の拘束時間と実労働時間 

 
平成 28年 6月に宿直を行った医師に、宿直の拘束時間と実労働時間を尋ねたところ、宿直 1

回あたりの拘束時間は「14時間超～16時間以下」が 8割弱と多く、平均拘束時間は 15.1時間

で、昨年度調査と比較しても差は見られない。一方、宿直時の実労働時間数をみると、「8時間

超（8時間超 12時間以下及び 12時間超）」が全体の 2割を占め、平均 5.5時間で、昨年度調査

と比較しても差はみられない。なお、年齢の若い医師ほど、宿直時に長時間労働している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

2
時
間
以
下

2
時
間
超
～

4
時
間
以
下

4
時
間
超
～

8
時
間
以
下

8
時
間
超
～

1
2
時
間
以
下

1
2
時
間
超

8
時
間
超

(

再
掲

)

平
 
 
均

最
 
 
小

最
 
 
大

1,040 31.4 22.5 26.3 9.2 10.6 19.8 5.5 0.0 48.0

20-99床 113 58.4 19.5 7.1 5.3 9.7 15.0 4.0 0.0 30.0

100-199床 241 39.0 24.1 22.0 4.1 10.8 14.9 4.7 0.0 20.0
200-399床 342 26.0 22.5 30.4 9.6 11.4 21.1 6.1 0.0 48.0
400床以上 344 22.7 22.4 31.4 13.7 9.9 23.5 6.0 0.0 24.0
20代 47 8.5 12.8 38.3 25.5 14.9 40.4 8.7 1.0 48.0
30代 334 20.4 23.1 31.7 14.1 10.8 24.9 6.2 0.0 24.0
40代 396 31.8 21.5 27.3 7.8 11.6 19.4 5.5 0.0 30.0
50代以上 263 49.0 25.1 15.6 2.3 8.0 10.3 4.0 0.0 30.0

問４　許可病床数

問５　年齢

 全  体
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宿直している医師は、平均 5.5時間労働をしているが、宿直明けの勤務割については、7

割が「通常業務で、業務内容の軽減はない」としている。 
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（５）夜勤の勤務割時間と実労働時間 

 

夜勤勤務者（n=94）の交代制勤務は、「それ以外」「わからない」と回答した医師が半数

以上を占めた。前年度調査と比較して、差は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 6月の 1か月の総夜勤時間数（n=52）は平均 51.6時間で、休憩を除く夜勤時

間数は平均 37.8時間である。 

夜勤 1回あたりの勤務割上の夜勤時間数は平均 14.3時間で、休憩を除く勤務割上の勤務

時間は平均 10.7時間である。勤務割上の夜勤時間数は、昨年度調査と比較して大きな変

化は見られない。 

夜勤 1回あたりの実際の夜勤時間は、平均 14.3時間で勤務割上と差は見られない。実際

の夜勤時間数も平均 10.7時間で勤務割の勤務時間と同様である。なお、昨年度調査と比

較しても差は見られない。 
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（６）最長連続勤務時間と最短勤務開始時間 

 

平成 28 年 6 月の最長連続勤務時間は平均 13.9 時間（休憩時間を除けば平均 12.4 時間）

で、「8時間超～13時間以下」、次いで「13時間超～16時間以下」の比率が高い。前年度

調査と比較すると「13時間超」の比率が低下し、最長連続勤務時間の平均時間が 1.5時

間改善した。 

「13時間以上」は病床規模が大きいほど、勤務環境満足度が低いほど比率が高くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

8

時
間

以
下

8

時
間

超
～

1

3
時

間
以

下

1

3
時

間
超
～

1

6
時

間
以

下

1

6
時

間
超
～

2

4
時

間
以

下

2

4
時

間
超
～

3

6
時

間
以

下

3

6
時

間
超

1

3
時

間
超

(

再
掲

)

平

 
 

均

最

 
 

小

最

 
 

大

1,347 5.6 54.6 25.8 7.9 4.9 1.3 39.9 13.8 6.0 60.0

20-99床 155 12.3 66.5 11.6 4.5 5.2 0.0 21.3 12.1 6.0 35.0

100-199床 304 5.9 67.1 17.4 3.6 4.3 1.6 27.0 12.9 7.5 48.0

200-399床 432 5.6 56.7 25.2 5.8 5.6 1.2 37.7 13.8 7.0 60.0
400床以上 456 3.1 40.1 36.8 13.8 4.6 1.5 56.8 15.0 6.0 58.0
20代 59 3.4 35.6 37.3 15.3 5.1 3.4 61.0 15.7 6.0 50.0

30代 403 3.0 49.1 33.0 9.2 4.0 1.7 47.9 14.5 7.0 60.0
40代 488 4.9 53.7 26.2 8.4 5.5 1.2 41.4 14.0 6.0 48.0

50代以上 397 9.3 64.0 16.4 4.8 5.0 0.5 26.7 12.7 6.0 48.0
満足 282 12.1 62.8 13.8 7.4 3.2 0.7 25.2 12.4 7.0 48.0

どちらかというと満足 696 4.7 58.0 25.3 6.5 4.7 0.7 37.2 13.5 6.0 60.0
どちらかというと不満 287 2.4 41.5 36.9 10.8 6.3 2.1 56.1 15.3 6.0 58.0

不満 82 1.2 42.7 32.9 11.0 7.3 4.9 56.1 16.3 8.0 48.0

問４　許可病床数

問５　年齢

問22　勤務環境の
　　　満足度

 全  体
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一方、勤務終了から次の勤務開始までの最も短い時間間隔は、「8時間超～11時間以下」「11

時間超～16時間以下」の比率が高く、平均 9.2時間である。なお、「4時間以下」の回答も

12.8%みられる。前年度調査と比較しても差は見られない。 

勤務終了から次の勤務開始までの最も短い時間間隔を属性別でみると、どの属性でも「8時

間以下が」3～4割程度みられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

0

時
間

0

時
間

超
～

4

時
間

以
下

4

時
間

超
～

8

時
間

以
下

8

時
間

超
～

1

1
時

間
以

下

1

1
時

間
超
～

1

6
時

間
以

下

1

6
時

間
超

8

時
間

以
下

(

再
掲

)

平

 
 

均

最

 
 

小

最

 
 

大

1,346 3.8 9.0 24.7 32.8 29.0 0.7 37.5 9.2 0.0 24.0

20-99床 152 3.3 16.4 15.8 20.4 42.8 1.3 35.5 9.7 0.0 24.0

100-199床 302 3.3 6.0 20.5 27.8 41.4 1.0 29.8 10.1 0.0 24.0
200-399床 433 3.5 9.0 26.8 32.1 28.2 0.5 39.3 9.2 0.0 24.0

400床以上 459 4.6 8.5 28.5 40.7 17.2 0.4 41.6 8.6 0.0 21.5
20代 59 6.8 5.1 32.2 42.4 13.6 0.0 44.1 8.3 0.0 15.5

30代 404 5.2 7.9 25.2 39.4 21.3 1.0 38.4 8.8 0.0 24.0
40代 486 3.7 9.3 26.5 30.9 29.0 0.6 39.5 9.1 0.0 24.0

50代以上 397 2.0 10.3 20.9 27.0 39.3 0.5 33.2 10.0 0.0 24.0
満足 282 2.8 6.4 24.5 27.7 37.2 1.4 33.7 10.0 0.0 24.0

どちらかというと満足 693 3.5 9.7 24.7 31.3 30.6 0.3 37.8 9.2 0.0 24.0
どちらかというと不満 290 4.1 10.7 25.2 40.3 19.0 0.7 40.0 8.7 0.0 24.0

不満 81 8.6 6.2 24.7 35.8 23.5 1.2 39.5 8.6 0.0 21.5

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢

問22　勤務環境の

　　　満足度

調査数

８

時
間

以
下

８

時
間

超
～

1

3
時

間
以

下

1

3
時

間
超
～

1

6
時

間
以

下

1

6
時

間
超
～

2

4
時

間
以

下

2

4
時

間
超
～

3

6
時

間
以

下

3

6
時

間
超

平

 
 

均

最

 
 

小

最

 
 

大

1,248 14.0 56.9 18.3 5.9 4.4 0.4 12.4 6.0 48.0

20-99床 142 33.8 50.7 6.3 4.9 4.2 0.0 10.9 6.2 33.5

100-199床 279 18.3 62.0 12.9 2.5 3.9 0.4 11.5 6.0 42.0

200-399床 403 14.1 58.8 16.9 5.0 5.0 0.2 12.3 6.0 46.0
400床以上 424 4.5 53.8 27.4 9.4 4.2 0.7 13.7 6.0 48.0
20代 52 7.7 50.0 26.9 9.6 5.8 0.0 13.4 7.5 31.0

30代 380 8.4 54.7 25.3 6.8 4.2 0.5 13.1 6.2 46.0
40代 452 11.3 59.3 18.1 6.4 4.4 0.4 12.6 6.0 46.0

50代以上 364 24.2 57.1 10.2 3.8 4.4 0.3 11.5 6.0 48.0
満足 262 27.9 54.6 9.5 4.6 3.1 0.4 11.0 6.0 46.0

どちらかというと満足 651 13.4 60.4 16.6 5.5 4.0 0.2 12.2 6.0 46.0
どちらかというと不満 267 4.9 52.1 29.6 7.9 4.9 0.7 13.7 6.0 42.0

不満 68 2.9 51.5 25.0 7.4 11.8 1.5 15.1 8.0 48.0

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢

問22　勤務環境の
　　　満足度
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３．勤務環境 

（１）勤務環境に対する満足度 

 

勤務環境に対する満足度をみると、満足度（「満足」及び「どちらかというと満足」）は

73.0%と高い。前年度調査と比較しても、満足度に差は見られない。 

開設主体別では、国・公的が、許可病床数別では病床規模が大きいほど、健康状態が良

くないほど、睡眠がとれていないほど、労働時間が長いほど不満を感じている。 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

満
足

ど
ち
ら
か
と
い

う
と

満
足

ど
ち
ら
か
と
い

う
と

不
満

不
満

不
満
+

ど
ち
ら
か
と
い

う
と

不
満

1,411 21.2 51.8 21.2 5.8 27.0

国・公的 737 17.5 50.6 24.7 7.2 31.9

国・公的以外 674 25.2 53.1 17.4 4.3 21.2

20-99床 160 21.9 58.8 13.8 5.6 19.4
100-199床 321 27.7 48.9 16.8 6.5 23.4
200-399床 453 21.6 51.7 21.0 5.7 26.7
400床以上 477 16.1 51.6 26.8 5.5 32.3
健康である 580 37.1 49.1 10.9 2.9 13.8
どちらかというと健康である 681 10.7 58.6 27.0 3.7 30.7
どちらかというと健康ではな
い＋健康でない

150 7.3 31.3 34.7 26.7 61.3

睡眠は十分にとれていた 341 46.3 43.7 7.9 2.1 10.0
睡眠は比較的とれていた 767 15.5 60.9 19.7 3.9 23.6
睡眠はあまりとれていなかっ

た＋睡眠は不足していた
303 7.3 38.0 39.9 14.9 54.8

172時間以下 172 33.7 51.7 11.6 2.9 14.5
172時間超～192時間以下 295 26.4 56.6 13.6 3.4 16.9
192時間超～222時間以下 260 16.5 58.5 20.4 4.6 25.0
222時間超 240 13.8 46.7 30.0 9.6 39.6

問３　開設主体

問４　許可病床数

問24　現在の
　　　健康状態

問25　平成28年6月
　　　睡眠の状況

 全  体

月労働時間数
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（２）勤務環境に対する自由意見分類 
 

回収 1,449票中、自由記述記入数 1178票、自由記述記入率は 81.3%である。 

自由記述を分類したところ 1570件（重複カウント。ただし、その他除く）、肯定的意見

845件（53.8%）、否定的意見 725件（46.2%）に分類された。昨年度に比べやや肯定的な

意見の割合が低下した。 

意見を大まかな分類でみると、昨年度と大きな差は見られない。 
 

①肯定的な意見 

  数 ％ 数 ％ 数 ％

1 休日、休みがとれる
休みは希望通り取りやすい、毎月の休日は確保できている、休む環境が保たれ
ている　など

62 7.3%

2 有給休暇、休暇がとれる 年休が比較的とれる、休暇が取りやすい、有給を取得しやすい雰囲気　など 21 2.5%

時間外 3
時間外労働（残業）が少な

い、ない

定時に終了する、残業は殆どない、時間外労働が少ない・ない、超勤がない　な

ど
40 6.7% 69 8.2% 69 8.2%

4
当直体制が整備されている、
回数が少ない

当直体制が充実している、当直回数が少ない、当直日程の希望が出せる、当
直、日直回数が多くない　など

43 5.1%

5
当直業務が負担にならない、
オンコールが少ない

当直がさほど忙しくない（睡眠、仮眠）がとれることが多い）、オンコール等もなく当
直業務も負担にならない、殆ど呼び出しがない、オンコールが比較的少ない　な
ど

34 4.0%

6 当直がない、免除されている 当直がない、育児のため免除されている、年齢相応で免除される　など 20 2.4%

7
当直明けの勤務がない、軽

減されている
当直明け午後の勤務免除されている、当直明けの負担が軽減されている　など 15 1.8%

8
疲労していない、ゆとりがあ
る、業務量が適度

多忙ではない、労働の密度が低い、心身ともに負担を感じない、全く無理がない、
適度である、ゆとりがある、疲労することが少ない、ストレスが少ない　など

87 10.3%

9
ある程度、時間が自由にな
る・調整しやすい

自由に使える時間がある、時間的に余裕がある、有効に使える時間がある、自分
のペースで仕事ができる、ある程度融通がきく、自己修練・学習の時間が持てる

など

46 5.4%

10 休息、休憩がとれている 休息が充分にとれている、適度か休息をとれる 14 1.7%

家庭との

両立
11 家庭、育児に配慮されている

家事・育児の時間が確保できる、家庭の事情に合わせた勤務や休みが取得でき

る、育児中を考慮されている、育児と仕事の両立が出来ている、女性医師への配
慮がある　など

23 3.9% 30 3.6% 30 3.6%

12
職場環境が良い(雰囲気、設
備等）

職場の雰囲気が良い、働きやすい環境、職場環境が整備されている、気分良く
仕事できる環境、診療に集中できる環境　など

48 5.7%

13 人間関係が良い
人間関係が良い、人間関係のストレスがない、同僚に恵まれている、尊敬できる
上司がいる、スタッフのサポートがある、スタッフの一体感がある　など

49 5.8%

14
勤務体制、形態が整備され

ている

WLBが良い、勤務時間が守られている、無理のない勤務体系である、サポート体
制が整備されている、勤務の融通性がある・調整しやすい、オンオフが守られて

いる　など

75 8.9%

15 人事、経営方針が良い
職員を守る姿勢がある、適正な評価がある、勤務相談など出来る、労働条件が

整備されている、悪くない、要望が自由に言える　契約通りである　など
21 2.5%

人材確保 16
人員・人材が充分である、人
員が増えている

医師数が多い、人員確保されている、人員が豊富　など 9 1.5% 16 1.9% 16 1.9%

17
遣り甲斐がある、仕事が充実
している

遣り甲斐がある、仕事が充実している、患者さんに満足してもらえる、達成感があ
る　など

52 6.2%

18 業務内容に満足
仕事内容、手術が出来る、好きな仕事が出来ている、内容に満足、救急がないか

ら、自分の興味と合致している、専門領域の研究が出来る　など
75 8.9%

19 症例数が多い 症例数が多い 3 0.4%

20 給与に満足している
給与に満足している、仕事量に見合った収入である、相応の給与である、給与体

系が充実している、給与面が優遇されている　など
37 4.4%

21
時間外手当がつく、申告しや
すい

時間外勤務に対する正当な支払いがある、時間外手当がつく、残業相当分の手
当がある　など

23 2.7%

立地 22 通勤距離、立地が良い 立地の良さ、自宅との距離が近い　など 3 0.5% 5 0.6% 5 0.6%

596 100.0% 845 100.0% 845 100.0%

大分類
大
NO

小分類 主な内容

休暇・休日・

休息
83 9.8%

当直・夜勤・

オンコール
等

112 13.3%

業務量 147 17.4%

マネジメント 96 11.4%

90 15.1%

76 12.8%

やりがい 130 15.4%

組織風土・
職場環境（メ

ンタルヘル
ス）

97 11.5%

99 16.6%

60 10.1%

報酬 60 7.1%61 10.2%

2016年

大分類

54 9.1%

81 13.6%

2015年

大分類 小分類
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②否定的な意見 

  
数 ％ 数 ％ 数 ％

1
休日・振替が休めない・少な

い、休日出勤

休日が少ない、休日が不充分、休日に呼び出される、休めない、代休も取れな

い、完全に休める日が少ない、連続した休暇を取りづらい　など
40 5.5%

2 有給、年次休暇が取れない 有給がとれない、使えない、消化できない、取りにくい雰囲気がある　など 21 2.9%

時間外 3 時間外労働が多い（残業）
サービス残業を強いられる、診療以外の仕事が多く残業になる、時間外の手術が
多い、時間外通りに申告しづらい、時間外が過剰　など

15 2.7% 23 3.2% 23 3.2%

4
当直明け、夜勤明け勤務の

不満

当直明けの通常勤務がつらい、当直明けの休みが確保されていない、夜勤明け
の連続勤体制である、日勤から夜勤に入るのはきつい、当直明けを休みにして欲

しい　など

65 9.0%

5
当直・日直回数が多い、体制
が悪い

夜勤が多い、当直回数が多い、当直日直がしんどい、日当直の代休がとれない、

医師不足で当直回数が多い、当直室が整備されていない、当直者が偏っている
など

43 5.9%

6
当直・夜勤業務の負担、当直
や夜勤のオンコール

１名体制でのオンコール、オンコール回数が多い、オンコールが多く帰宅しても休
まらない、常にオンコール状態である、当直が大変、負担が大きい　など

41 5.7%

7 拘束時間が長い
拘束時間が長い、拘束日が多い、院内拘束の当番がある、診療以外の拘束時間

が長い、休日も拘束状態である　など
20 2.8%

8 仕事内容、仕事量に不満
仕事量が多い、雑務や事務的職務に忙殺される、全てを一人で行わなければな
らない、仕事量の不均等がある、不公平感がある、本来の研究業務ではなく診療
優先になる、症例が少ない、研修や研究会が少ない　など

73 10.1%

9
忙しい、身体的・精神的に負

担が大きい、余裕がない

体力的にも精神的にもギリギリ、多忙である、体が辛い、ストレスが多い、体力の限

界を感じる、余裕がない　など
57 7.9%

10 自由な時間がない
自分の時間が取れない、自由になれる時間がない、仕事がフリーとなる時間がな
い　研究などに使う時間がない　など

9 1.2%

11 会議、学会の拘束が多い
会議が多い、会議の参加に疲れる、医療業務以外の委員会等の仕事が煩わしい
など

14 1.9%

12
休憩出来ない、休憩が少な

い

休息時間がない、休憩が取れない、休憩時間が足りない　当直等で仮眠できな

い　など
14 1.9%

家庭との
両立

20 家庭との両立が難しい
保育施設やシステムがない、同僚の女性医師を見ても両立は難しい状況、家族と
過ごす時間が取れない　など

6 1.1% 7 1.0% 7 1.0%

16
職場環境が悪い(雰囲気、設

備等）
仕事しづらい環境である、職場環境に不満　など 11 1.5%

17 人間関係が悪い、問題がある モラル低下の医師が多い、パワハラと思われる言動 4 0.6%

14
勤務体制、形態が整備され
ていない、不満である

勤務調整をして欲しい、恣意的なスケジュール管理である、無理な勤務体制、労
働条件改善されない、WLBがほど遠い勤務体制　労働時間が長い　など

72 9.9%

15 人事、経営面の問題

就職時の契約が守られていない、評価されない、評価基準が不明瞭、QOLをあ

げたい、職員への扱いがぞんざい、業務管理が出来ていない、意見が聞き入れ
られない、新人や他医師への指導、教育体制が出来ていない　など

48 6.6%

人材確保 13 人員不足、人材不足
医師が少ない、常勤医師不足、勤務者総数が不足、慢性的なマンパワー不足、

代わりの者がいない、一人なので休めない　など
63 11.5% 72 9.9% 72 9.9%

18
給与が安い、労働に見合わ

ない

格段に安い給料、労働に見合わない給与、給与が減っている、他院勤務者と比

較して非常に低い、給与の低さが不満、働きに関係なく皆同じ給与に不満　など
48 6.6%

19
時間外手当がつかない、申
請しずらい、手当がつかない

超過勤務が付かない、時間外が休日は支給されない、時間外に対する支払が

ルーズ、臨床以外の時間外を請求できない、時間外が全く支給されない、上限が
勝手に設定される、オンコール手当がつかない、研修の手当がつかない　など

43 5.9%

548 100.0% 725 100.0% 725 100.0%

休暇・休日 61 8.4%

大分類
大
NO

小分類

マネジメント

組織風土・

職場環境（メ
ンタルヘル

ス）

当直・夜勤・

オンコール
等

業務量

主な内容

2015年 2016年

大分類

169 23.3%

大分類 小分類

91 12.6%

76 13.9%

126 23.0%

139 25.4%

55 10.0%

167 23.0%

120 16.6%

15 2.1%10 1.8%

58 10.6%報酬
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（３）健康・睡眠 

 

現在の健康状態は、健康（「健康である」及び「どちらかというと健康である」）との回

答が 89.4%と高い。平成 28年 6月の睡眠の状況は、睡眠はとれていた（「睡眠は十分にと

れていた」及び「睡眠は比較的とれていた」）は 78.5%と高い。健康状態と睡眠状況には

相関がみられる。 

健康・睡眠ともに、満足度が低い医師の健康状態・睡眠状況がよくない。その他、健康

状態では差が見られなかったが、睡眠では開設主体が国・公的、許可病床数では 200床

以上（200-399床及び 400床以上）の睡眠不足の比率が高い。 
 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

健
康

で
あ
る

ど
ち

ら
か
と
い
う

と

健
康

で
あ
る

ど
ち

ら
か
と
い
う

と

健
康

で
は
な
い

＋
健

康
で
な
い

1,411 41.1 48.3 10.6

国・公的 737 40.7 48.4 10.9

国・公的以外 674 41.5 48.1 10.4
20-99床 160 46.3 43.8 10.0
100-199床 321 43.9 46.7 9.3

200-399床 453 39.1 49.7 11.3
400床以上 477 39.4 49.5 11.1
満足 299 71.9 24.4 3.7
どちらかというと満足 731 39.0 54.6 6.4
どちらかというと不満 299 21.1 61.5 17.4

不満 82 20.7 30.5 48.8

睡眠は十分にとれていた 341 77.1 21.1 1.8

睡眠は比較的とれていた 767 36.4 58.7 5.0

睡眠はあまりとれていなかっ
た＋睡眠は不足していた

303 12.5 52.5 35.0

問22　勤務環境の
　　　満足度

問25　平成28年6月
　　　睡眠の状況

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

調査数

睡
眠
は

十
分
に

と
れ
て

い
た

睡
眠
は

比
較
的

と
れ
て

い
た

睡
眠
は

あ
ま
り
と
れ

て

い
な
か
っ

た
＋
睡
眠

は

不
足
し

て
い
た

1,411 24.2 54.4 21.5

国・公的 737 22.1 53.3 24.6

国・公的以外 674 26.4 55.5 18.1
20-99床 160 33.8 50.6 15.6
100-199床 321 29.6 54.5 15.9
200-399床 453 25.2 51.9 23.0
400床以上 477 16.4 57.9 25.8

満足 299 52.8 39.8 7.4
どちらかというと満足 731 20.4 63.9 15.7
どちらかというと不満 299 9.0 50.5 40.5
不満 82 8.5 36.6 54.9

健康である 580 45.3 48.1 6.6

どちらかというと健康である 681 10.6 66.1 23.3
どちらかというと健康ではな
い＋健康でない

150 4.0 25.3 70.7

問３　開設主体

問４　許可病床数

問22　勤務環境の
　　　満足度

問24　現在の
　　　健康状態

 全  体
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（４）勤務環境改善に関する取組 

 

医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、勤務している病院で取り組んでおり、

勤務環境改善の効果があると感じているものについて、各区分で最も比率が高いのは「Ⅰ.

働き方・休み方改善」では「8.補助職(医師事務作業補助者、看護補助者等)を配置して

いる」（49.7%）、「Ⅱ.職員の健康支援」では「18.職員に健康診断を受診するよう働きか

けている」（67.7%）、「Ⅲ.働きやすさ確保のための環境整備」では「28.院内保育所等を

整備している」（36.0%）、「Ⅳ.働きがいの向上」では「47.研修・学会への参加を支援し

ている」（58.5%）である。 

一方、自分の職場で取り組んでほしいと思うものについて、各区分で最も比率が高いの

は「Ⅰ.働き方・休み方改善」では「10.当直(宿直・日直)明けの勤務者に対する配慮を

行っている(連続当直を行わない、当直明けに日勤を入れない等)」（35.0%）、「Ⅱ.職員の

健康支援」では「23.作業環境対策(腰痛対策や眼精疲労対策等)に取り組んでいる」

（15.0%）、「Ⅲ.働きやすさ確保のための環境整備」では「43.職員向け院内アメニティを

整備・拡充している(仮眠室、休憩室の確保等)」（28.2%）、「Ⅳ.働きがいの向上」では「47.

研修・学会への参加を支援している」（14.5%）である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果が高い

と評価できる
取組

取り組んで

ほしいもの

(n=1,411） (n=1,406）

1．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 25.1 20.2

2．１回当たりの最長勤務時間の削減に取り組んでいる 12.5 18.7

3．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 28.4 32.9

4．夜勤負担の軽減(夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜
勤回数の制限、仮眠時間の確保等)を行っている

17.4 25.5

5．夜勤専従者への配慮(夜勤の時間・回数の制限等)を行っている 15.3 14.2

6．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 15.9 14.4

7．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 7.9 16.1

8．補助職(医師事務作業補助者、看護補助者等)を配置している 49.7 16.5

9．正職員について多様な勤務形態(短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フ
レックスタイム制など)を活用している

16.9 20.6

10．当直(宿直・日直)明けの勤務者に対する配慮を行っている(連続当直を行わ
ない、当直明けに日勤を入れない等)

20.6 35.0

11．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・
改善している

20.6 33.0

12．チーム医療や多職種連携(業務分担・連携の強化等)により負担軽減を図っ
ている

26.4 14.5

13．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 15.8 16.1

14．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 33.9 16.6

15．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 7.2 11.3

16．募集・採用を強化するための取組を実施している 13.6 22.5

17．地域の医療機関との連携(オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外
来機能の分担等)を推進している

17.9 13.7

18．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 67.7 2.4

19．職員の健康教育や身体的健康対策(生活習慣病対策等)に取り組んでいる 28.5 9.0

20．感染症予防対策(B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等)に取り組んでいる 51.9 3.8

21．職員のメンタルヘルス対策(相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、
職場改善等)に取り組んでいる

28.7 11.8

22．過重労働者に対する面談を実施している 12.0 14.6

23．作業環境対策(腰痛対策や眼精疲労対策等)に取り組んでいる 9.1 15.0

24．有害化学物質(抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの
取扱い等)の暴露予防に取り組んでいる

15.7 6.9

25．職業感染症(血液・体液や空気感染)の予防対策に取り組んでいる 37.6 5.1

26．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 32.0 5.8

Ⅰ
．
働
き
方
・
休
み
方
改
善

１)労働時間管理

２)勤務負担軽減

Ⅱ．職員の健康支援

0 10 20 30 40 50 60 70

％

効果が高いと評価できる取組
取り組んでほしいもの
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  27．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 5.8 24.0

28．院内保育所等を整備している 36.0 14.7

29．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 13.1 19.8

30．保育・介護サービス利用料の補助制度(男性職員・女性職員ともに対象)を実
施している

8.9 15.7

31．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除(男性職
員・女性職員ともに対象)を実施している

10.5 13.5

32．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度(男性職員・女性職員ともに
対象)を導入している

9.0 13.5

33．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度(男性職員・女性職員ともに対象)
を導入している

6.5 14.7

34．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組(男性職員・女性職員とも
に対象)を実施している

6.8 14.2

35．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談
窓口の設置や専門スタッフの配置を行っている

5.5 15.6

36．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度(短時間正職員制度、フレッ
クスタイム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象)を整備している

10.5 16.1

37．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設
けている

10.3 11.8

38．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの
推進施策(男性職員・女性職員ともに対象)を実施している

4.0 11.2

39．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している(警備員の配
置、相談窓口の整備等)

28.0 15.4

40．職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している(相談窓口の
整備等)

19.6 15.6

41．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関
する研修や、当該研修への職員参加の支援を行っている

16.4 12.9

42．職員の働く満足度の調査を行っている 18.1 18.8

43．職員向け院内アメニティを整備・拡充している(仮眠室、休憩室の確保等) 19.6 28.2

44．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している(職員旅行、
イベント等)

24.5 13.8

45．職員の地域活動への支援(ボランティア活動支援等)を実施している 10.4 11.4

４)人材の定着化
46．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれ
らを尊重した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

12.9 20.9

47．研修・学会への参加を支援している 58.5 14.5

48．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援(研修等に関する情報提供や研

修等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の設置

や情報提供等)が実施されている
12.5 14.2

49．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実
施されている

7.2 13.4

50．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援(業務経験や研修等の機会の付
与、産休・育休経験者による相談対応等)を行っている

12.3 11.0

51．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されて
いる

14.5 9.5

52．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援(e‐learning、実技実習、託児所を
併設した勉強会等)を行っている

9.1 12.5

53．患者満足度の調査を行っている 34.4 7.7

54．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切
な業務分担や処遇となっている

10.7 14.0

55．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 21.9 10.3

56．その他 1.1 3.4

57．該当するものがない 7.0 12.6

Ⅳ
．
働
き
が
い
の
向
上

１)キャリア形成支
援

２)休業後のキャリ
ア形成支援

Ⅴ．その他

Ⅲ
．
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備

１)仕事と子育て・
介護等の両立支
援

２)職員のいじめ・
ハラスメント等対
策

３)風土・環境整備
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Ⅲ－２ 病院に勤務する看護師の調査結果 
１．回答者属性 

 

看護師票は全国から回答が得られた。 

国の統計と比較すると、東京都や大阪府の回答比率が低く、北海道や広島県の回答比率

が高い。 

 

 
 

 

市町村規模は「人口 50万人以上の市」が 25.8%、「人口 20万人以上 50万人未満の市」が

21.7%で回答した看護師の半数近くが人口 20万人以上の地域に勤務している。 

 
 

 

  

調査数

人
口
5
0
万
人
以
上
の
市

(

区

)
(

政
令
指
定
都
市
等

)

人
口
2
0
万
人
以
上
5
0
万
人
未

満
の
市

(

区

)
(

中
核
市
等

)

人
口
1
0
万
人
以
上
2
0
万
人
未

満
の
市

(

区

)

人
口
1
0
万
人
未
満
の
市

(

区

)

町
村

3,778 25.8 21.7 19.9 22.3 10.3

20-99床 692 17.9 15.9 19.7 23.7 22.8

100-199床 1,099 25.5 19.3 18.9 25.0 11.3
200-399床 1,195 24.4 24.0 19.7 24.9 6.9
400床以上 792 35.4 26.8 21.6 13.3 3.0
20代 746 29.1 26.4 20.4 16.5 7.6
30代 1,151 26.3 22.6 20.9 20.9 9.3
40代 1,162 25.6 19.1 18.3 25.2 11.7
50代以上 719 21.8 19.7 20.3 25.7 12.4
女性 3,264 25.7 22.1 19.7 22.4 10.2
男性 514 26.7 19.6 21.0 21.8 10.9
５年未満 600 27.3 23.3 20.3 19.2 9.8
10年未満 766 29.6 24.4 19.8 17.5 8.6
20年未満 1,302 25.5 21.4 20.0 23.5 9.6
20年以上 1,110 22.7 19.5 19.5 25.9 12.5
3交代制(変則含む) 1,254 25.4 24.2 16.5 22.6 11.2
2交代制(変則含む) 2,135 25.9 20.7 21.1 22.0 10.2
夜勤専従 26 38.5 11.5 26.9 19.2 3.8
満足 381 23.4 22.8 19.4 23.4 11.0
どちらかというと満足 1,788 26.0 21.0 21.4 22.3 9.3
どちらかというと不満 1,293 25.2 22.5 18.5 22.2 11.6
不満 316 30.1 21.5 17.7 21.2 9.5

凡例

全体+10%

全体-10%

問６　性別

 全  体

問４　許可病床数

問20　勤務環境の満
足度

問５　年齢

問７　看護師として
のキャリア

問17‐1　勤務形態
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開設主体は「国・公的 2」がほぼ半々で、平成 27年度（非管理職のみ）と比較して「医

療法人」の比率が高い。人口規模でみると町村、許可病床数別でみると 400床以上の規

模で「国・公的」の比率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

国
・
公
的

国
・
公
的
以
外

3,778 44.8 55.2

50万人以上の市 975 36.4 63.6

50万人未満の市(区) 821 44.2 55.8
20万人未満の市(区) 751 41.9 58.1
10万人未満の市(区) 842 50.8 49.2
町村 389 59.9 40.1
20-99床 692 31.2 68.8
100-199床 1,099 30.5 69.5
200-399床 1,195 47.8 52.2
400床以上 792 72.2 27.8
20代 746 53.5 46.5
30代 1,151 43.8 56.2
40代 1,162 45.2 54.8
50代以上 719 37.0 63.0
女性 3,264 46.4 53.6
男性 514 34.8 65.2
５年未満 600 50.3 49.7
10年未満 766 43.3 56.7
20年未満 1,302 43.1 56.9
20年以上 1,110 45.0 55.0
3交代制(変則含む) 1,254 60.4 39.6
2交代制(変則含む) 2,135 37.2 62.8
夜勤専従 26 23.1 76.9
満足 381 42.8 57.2
どちらかというと満足 1,788 43.0 57.0
どちらかというと不満 1,293 47.7 52.3
不満 316 45.9 54.1

問17‐1　勤務形態

問２　人口規模

問６　性別

 全  体

問４　許可病床数

問20　勤務環境の満
足度

問７　看護師として
のキャリア

問５　年齢

2 「国・公的」は国等（厚生労働省､独立行政法人国立病院機構、国立大学法人､独立行政法人労働者健康安全機構､国立高
度専門医療研究センター､独立行政法人地域医療機能推進機構、その他(国の機関)）、地方公共団体等（都道府県、市町村、

地方独立行政法人）、公的医療機関（日赤、済会、北海道社会事業協会、厚生連、国民結構保険団体連合会）。「国・公的以
外」は、社会保険関係団体（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合）、医療法人、個
人、その他（公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人） 
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許可病床数は「100-199床」の比率が高く、平成 27年度と大きな差はみられない。「400

床以上」については、人口規模でみると町村、年齢でみると 50代以上の比率が低い。 

 
  

調査数

2
0
-

9
9
床

1
0
0
-

1
9
9
床

2
0
0
-

3
9
9
床

4
0
0
床

以
上

3,778 18.3 29.1 31.6 21.0

50万人以上の市 975 12.7 28.7 29.8 28.7

50万人未満の市(区) 821 13.4 25.8 35.0 25.8
20万人未満の市(区) 751 18.1 27.7 31.4 22.8
10万人未満の市(区) 842 19.5 32.7 35.4 12.5
町村 389 40.6 31.9 21.3 6.2
20代 746 7.2 21.0 38.2 33.5
30代 1,151 18.2 28.0 31.8 22.1
40代 1,162 20.9 31.9 28.7 18.5
50代以上 719 25.9 34.6 29.3 10.2

女性 3,264 19.3 28.7 30.7 21.3
男性 514 12.1 31.5 37.5 18.9
５年未満 600 8.7 25.7 37.7 28.0
10年未満 766 14.0 26.4 33.3 26.4
20年未満 1,302 20.0 30.1 30.2 19.7
20年以上 1,110 24.6 31.6 28.9 14.9
3交代制(変則含む) 1,254 12.8 26.1 36.2 24.9
2交代制(変則含む) 2,135 20.3 31.0 28.9 19.8
夜勤専従 26 30.8 34.6 23.1 11.5
満足 381 24.7 25.7 31.8 17.8
どちらかというと満足 1,788 18.8 27.9 33.4 19.9
どちらかというと不満 1,293 15.4 31.2 30.1 23.4
不満 316 19.6 31.6 27.5 21.2

問６　性別

問20　勤務環境の満
足度

問７　看護師として
のキャリア

 全  体

問５　年齢

問２　人口規模

問17‐1　勤務形態

凡例
全体+10%

全体-10%
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回答者の年齢は「30代」「40代」の比率が高い。昨年度調査（非管理職のみ）と比べ「20代」

の比率が低下しており、国の統計と比べても「20代」の比率が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査数

2
0
代

3
0
代

4
0
代

5
0
代
以
上

3,778 19.7 30.5 30.8 19.0

50万人以上の市 975 22.3 31.1 30.6 16.1

50万人未満の市(区) 821 24.0 31.7 27.0 17.3
20万人未満の市(区) 751 20.2 32.0 28.4 19.4
10万人未満の市(区) 842 14.6 28.6 34.8 22.0
町村 389 14.7 27.5 35.0 22.9
20-99床 692 7.8 30.2 35.1 26.9
100-199床 1,099 14.3 29.3 33.8 22.7
200-399床 1,195 23.8 30.6 27.9 17.7
400床以上 792 31.6 32.1 27.1 9.2
女性 3,264 19.8 28.2 31.6 20.4
男性 514 19.3 44.9 25.5 10.3
５年未満 600 73.0 17.2 8.0 1.8
10年未満 766 39.7 44.5 12.1 3.7
20年未満 1,302 0.3 53.5 38.9 7.2
20年以上 1,110 0.0 0.9 46.3 52.8
3交代制(変則含む) 1,254 23.1 29.4 29.8 17.6
2交代制(変則含む) 2,135 19.3 32.0 31.0 17.7
夜勤専従 26 3.8 34.6 46.2 15.4
満足 381 18.6 30.7 29.9 20.7
どちらかというと満足 1,788 20.8 29.6 29.5 20.0
どちらかというと不満 1,293 18.8 30.9 32.6 17.8
不満 316 19.0 33.2 31.3 16.5

全体+10%

全体-10%

問２　人口規模

凡例

問７　看護師として
のキャリア

問20　勤務環境の満
足度

問17‐1　勤務形態

問６　性別

 全  体

問４　許可病床数
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回答者の性別は、「女性」86.4％、「男性」13.6％で、昨年度調査と大きな差はみられな

いが、国の統計に比べると「男性」の比率が高い。 
 

 

  

調査数
女
性

男
性

3,778 86.4 13.6

50万人以上の市 975 85.9 14.1

50万人未満の市(区) 821 87.7 12.3
20万人未満の市(区) 751 85.6 14.4
10万人未満の市(区) 842 86.7 13.3
町村 389 85.6 14.4
20-99床 692 91.0 9.0
100-199床 1,099 85.3 14.7
200-399床 1,195 83.8 16.2
400床以上 792 87.8 12.2
20代 746 86.7 13.3
30代 1,151 79.9 20.1
40代 1,162 88.7 11.3
50代以上 719 92.6 7.4
５年未満 600 85.0 15.0
10年未満 766 78.6 21.4
20年未満 1,302 85.9 14.1
20年以上 1,110 93.2 6.8
3交代制(変則含む) 1,254 85.2 14.8
2交代制(変則含む) 2,135 87.0 13.0
夜勤専従 26 76.9 23.1
満足 381 83.2 16.8
どちらかというと満足 1,788 85.6 14.4
どちらかというと不満 1,293 89.0 11.0
不満 316 84.2 15.8

問２　人口規模

凡例

全体+10%

全体-10%

問20　勤務環境の満
足度

問17‐1　勤務形態

問７　看護師として
のキャリア

問５　年齢

 全  体

問４　許可病床数
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看護師としてのキャリアは「10年以上 20年未満」の比率 34.5％、次いで「20年以上」

が 29.4％で「10年以上」が 6割を占める。昨年度調査（非管理職のみ）と比較すると、

「20年以上」の比率が高い。 
 

 

 

  

調査数

５
年
未
満

1
0
年
未
満

2
0
年
未
満

2
0
年
以
上

3,778 15.9 20.3 34.5 29.4

50万人以上の市 975 16.8 23.3 34.1 25.8

50万人未満の市(区) 821 17.1 22.8 33.9 26.3
20万人未満の市(区) 751 16.2 20.2 34.8 28.8
10万人未満の市(区) 842 13.7 15.9 36.3 34.1
町村 389 15.2 17.0 32.1 35.7
20-99床 692 7.5 15.5 37.6 39.5
100-199床 1,099 14.0 18.4 35.7 31.9
200-399床 1,195 18.9 21.3 32.9 26.9
400床以上 792 21.2 25.5 32.4 20.8
20代 746 58.7 40.8 0.5 0.0
30代 1,151 8.9 29.6 60.6 0.9
40代 1,162 4.1 8.0 43.6 44.2
50代以上 719 1.5 3.9 13.1 81.5
女性 3,264 15.6 18.4 34.3 31.7
男性 514 17.5 31.9 35.8 14.8
3交代制(変則含む) 1,254 17.8 19.9 32.5 29.9
2交代制(変則含む) 2,135 15.8 21.6 36.1 26.5
夜勤専従 26 0.0 23.1 46.2 30.8
満足 381 18.4 20.5 29.1 32.0
どちらかというと満足 1,788 16.4 20.8 34.4 28.4
どちらかというと不満 1,293 15.0 18.8 36.4 29.8
不満 316 13.3 23.1 33.2 30.4

凡例

全体+10%

全体-10%

問２　人口規模

問20　勤務環境の満
足度

問17‐1　勤務形態

問６　性別

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢
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２．働き方・休み方について 

（１）労働時間 

①週所定労働時間 

週所定労働時間数を「知っていた」と回答した看護師は 43.0％である。前年度調査と比

較し、認知度はやや低下している。但し、前年度調査（非管理職のみ）と比較すると認

知度に大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所定労働時間は平均 39.4時間で、「36時間超～40時間以下」が約 8割を占めるが、前年

度調査と比較すると「40時間超」の回答比率が高い。 
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労働時間の管理方法は、「出勤簿・管理簿」との回答が過半数を占めている。 

許可病床数別でみると、規模が大きいほど「出勤簿・管理簿」を使用し、規模が小さい

ほど「タイムレコーダー・タイムカード」を使用する傾向がある。 

なお、「労働時間を管理していない」との回答も 1.1%みられる。 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

出
勤
簿
・
管
理
簿

タ
イ
ム
レ
コ
ー

ダ
ー

・

タ
イ
ム
カ
ー

ド

I
C
カ
ー

ド

そ
の
他

労
働
時
間
を
管
理
し
て

い
な
い

3,778 54.7 28.1 13.0 3.0 1.1

満足 381 50.7 33.9 12.9 1.8 0.8
どちらかというと満足 1,788 55.3 28.8 12.1 2.9 1.0
どちらかというと不満 1,293 55.5 26.0 13.9 3.0 1.5
不満 316 53.2 25.9 14.6 5.4 0.9

 全  体

問20　勤務環境の満
足度
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②時間外労働時間 

平成 28年 6月の時間外労働時間について、「おおよその時間がわかる」と回答した看護

師は約 8割であった。 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

わ

か
ら

な
い

お

お
よ

そ
の

時

間
が

わ
か

る

3,778 20.9 79.1

20-99床 692 21.8 78.2
100-199床 1,099 21.5 78.5

200-399床 1,195 20.4 79.6
400床以上 792 20.2 79.8

20代 746 28.6 71.4

30代 1,151 20.3 79.7
40代 1,162 20.1 79.9

50代以上 719 15.4 84.6
満足 381 16.5 83.5

どちらかというと満足 1,788 20.4 79.6
どちらかというと不満 1,293 22.4 77.6

不満 316 23.7 76.3

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢

問20　勤務環境の満
足度
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平成 28年 6月の時間外労働時間数は平均 11.4 時間で、前年度調査と比較し 2時間以上

増加している。時間外労働時間数が「10時間超」の看護師については、許可病床数別で

みると規模が大きいほど比率が高くなる。年齢別でみると 20代、勤務形態別でみると 3

交代制の比率が高い。勤務環境の満足度別にみると、不満と回答した看護師の比率が高

く、満足と回答した看護師の比率は低い。 

一方、時間外労働時間数が「0時間」の看護師についてみると、400床以上の規模の病院

の比率が低い。勤務環境の満足度別にみると、満足と回答した看護師の比率は 31.4％で、

不満と回答した看護師の 5.0％より 26.5ポイント高い。 

 

 

  

調査数

０

時
間

０

時
間
超
～

５

時
間
以

下

５

時
間
超
～

1

0
時
間

以
下

1

0
時
間

超
～

2

0
時
間

以
下

2

0
時
間

超
～

5

0
時
間

以
下

5

0
時
間

超

1

0
時
間

超

(

再
掲

)

平

 
 
均

最

 
 
小

最

 
 
大

2,986 17.5 37.0 19.5 15.7 7.6 2.7 26.1 11.4 0.0 252.0

20-99床 541 24.4 43.4 16.8 8.9 3.9 2.6 15.3 9.2 0.0 170.5
100-199床 863 20.9 40.1 18.1 13.9 4.5 2.5 21.0 10.0 0.0 178.0

200-399床 950 19.3 35.2 19.2 14.7 9.1 2.6 26.4 11.7 0.0 252.0
400床以上 632 4.3 29.9 24.2 25.5 13.0 3.2 41.6 15.0 0.0 200.0
20代 532 10.9 32.9 23.9 20.5 9.0 2.8 32.3 13.3 0.0 174.0

30代 917 13.8 39.4 20.7 15.6 7.5 2.9 26.1 12.0 0.0 252.0
40代 929 18.4 36.8 18.5 15.2 8.6 2.5 26.3 11.2 0.0 179.0
50代以上 608 27.3 37.2 15.3 12.5 5.1 2.6 20.2 9.5 0.0 190.0

3交代制(変則含む) 997 13.9 34.8 21.2 18.1 9.4 2.6 30.1 12.4 0.0 179.0
2交代制(変則含む) 1,672 18.0 39.7 18.6 14.4 6.6 2.7 23.7 10.9 0.0 252.0
夜勤専従 15 26.7 33.3 13.3 20.0 0.0 6.7 26.7 14.6 0.0 137.1

満足 318 31.4 46.5 11.3 7.2 1.9 1.6 10.7 5.8 0.0 170.5
どちらかというと満足 1,424 23.0 38.8 18.8 11.9 4.6 2.9 19.5 10.3 0.0 190.0
どちらかというと不満 1,004 8.2 33.9 23.0 21.4 10.8 2.8 35.0 13.8 0.0 252.0

不満 240 5.0 26.7 20.0 25.4 20.4 2.5 48.3 15.6 0.0 168.5

問20　勤務環境の満
足度

問５　年齢

問17‐1　勤務形態

 全  体

問４　許可病床数

凡例
全体+10%

全体-10%
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時間外労働の主な理由（MA）は、「記録・報告書作成や書類の整理」が 76.0%と最も高く、

次いで「緊急対応」48.6％、「会議・勉強会・研修会等への参加」40.1％の比率が高い。 

「記録・報告書作成や書類の整理」は規模が大きくなるほど、年齢は若くなるほど比率

が高くなる。「緊急対応」は、100床以上の規模で比率が高く、年齢は若くなるほど比率

が高くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

回答者数 調査数

記
録
･

報
告
書
作

成
や
書
類
の

整
理

緊
急
対

応

会
議
・

勉
強
会
・

研
修
会
等
へ

の
参
加

勤
務
開

始
前
の
準

備

手
術
や

外
来
対
応

等
の
延
長

他
職
種

・
他
機
関

と
の
連
絡
調

整

そ
の
他

2,467 5,696 76.0 48.6 40.1 25.5 13.9 10.9 15.9

20-99床 409 798 65.0 37.4 34.5 18.8 18.6 8.1 12.7
100-199床 683 1,548 75.0 47.4 38.8 25.8 12.6 11.3 15.8
200-399床 770 1,833 76.9 53.0 39.4 28.2 11.9 11.9 16.8

400床以上 605 1,517 83.6 51.7 46.3 26.4 14.5 11.1 17.0
20代 475 1,201 82.3 58.9 41.5 29.7 18.1 9.7 12.6
30代 790 1,849 78.5 48.4 40.5 24.8 13.8 11.1 17.0
40代 759 1,714 73.3 48.5 39.1 23.8 12.4 11.5 17.3
50代以上 443 932 69.8 37.9 39.5 25.3 12.0 10.8 15.1

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢
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時間外労働時間の申告状況をみると、時間外労働時間通りに「申告している」のは

53.1％であり、前年度調査（非管理職のみ）と比較して 6.4ポイント改善した。 

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

申
告
し
て

い
る

申
告
し
て

い
な
い

3,778 53.1 46.9

満足 381 80.6 19.4

どちらかというと満足 1,788 57.6 42.4
どちらかというと不満 1,293 42.3 57.7
不満 316 38.9 61.1

 全  体

問20　勤務環境の満
足度
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時間外労働時間を時間通り申告しない理由としては（MA）、「職場に残業を申告しづらい

雰囲気があるから」の比率が 55.3％、次いで「自分の都合や、自分のこだわりのため

に残業したから」の比率が 35.0％で高い。前年度調査と比較して「職場に残業を申告

しづらい雰囲気があるから」の比率が増加している。 

時間外労働時間を時間通り申告しない理由について、「その他」（20.9％）の自由記述を

分類すると、「残業時間が短時間（ほぼない～１時間程度）のため」「勤務開始前、準備

であるため」「上司からのプレッシャー、上司の許可が必要なため」といった理由がみ

られる。 

 

 

残業時間が短時間（ほぼない～１時間程度）のため 4.5
勤務開始前、準備であるため 2.9
上司からのプレッシャー、上司の許可が必要なため 2.5
看護業務以外（委員会や研修など）のため 2.3
認められない業務、限度があるため 1.5
申告しづらいため 1.4
申請が面倒であるため 1.4
時間内に終了しない業務があるため 1.0
申告を忘れてしまうため 1.0
管理職のため 0.7
給与に手当が含まれるため 0.5
時間外が当たり前になっているため 0.5
残業＝能力不足と思われそうなため 0.3
基準が曖昧であるため 0.3
経営に影響するからため 0.2
その他 0.5
※１人の回答者につき複数の理由が記載されている場合及び自由回答が無記

入の場合があるため、合計しても20.9%にならない

％「その他」の分類
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一方、申告している人については、時間外労働時間に対する手当の支払いが「申告時間

どおりに支払われている（制限なし）」の比率が高い一方で、「支払われていない」が 1.9%

みられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

申

告
時
間

ど
お

り
に
支

払
わ

れ
て
い

る

(

制
限
な

し

)

上

司
が
時

間
外

労
働
を

認
め

た
と
き

以
外

は

支
払
わ

れ
て

い
な
い

タ

イ
ム
レ

コ
ー

ダ
ー

・

タ
イ

ム
カ
ー

ド
・

I

C
カ
ー

ド
の

と
お
り

に
支

払
わ
れ

て
い

る

(

制
限

な
し

)

上

限
時
間

が
決

め
ら
れ

て
お

り
、

そ

れ
を

上

回
る
時

間
に

つ
い
て

は
支

払
わ
れ

て
い

な

い

年

俸
制
で

あ
り

時
間
外

労
働

手
当
は

年
俸

に

含
ま
れ

て
い

る

そ

の
他

時

間
外
労

働
時

間
に
つ

い
て

は
支
払

わ
れ

て

い
な
い

わ

か
ら
な

い

3,778 50.9 25.0 7.6 3.9 1.0 3.4 1.9 6.3

満足 381 62.2 16.0 11.3 1.8 1.8 3.1 0.3 3.4
どちらかというと満足 1,788 52.8 23.5 8.4 4.0 1.1 3.5 1.7 4.9
どちらかというと不満 1,293 47.5 28.2 5.6 4.2 0.6 3.5 2.2 8.3

不満 316 40.2 31.3 7.3 4.4 0.3 2.8 3.8 9.8

 全  体

問20　勤務環境の満
足度
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（２）休日・休暇 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

平成 28年 6月の休日日数については、所定休日日数平均 8.6日に対し、実際に業務を

休んだ日数は平均 8.9日で、「9～10日」が半数を占める。一方、前年度調査と比較し

て、1日も休んでいない看護師の比率が高い。実際に業務を休んだ日数が「0～3日」の

看護師についてみると、時間外労働時間数が 50時間超の看護師の比率が高い。 
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凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

０
～

３
日

４
～

７
日

８
日
以
上

平
 
 
均

最
 
 
小

最
 
 
大

3,751 4.2 5.1 90.7 8.9 0.0 30.0

20-99床 688 3.3 6.5 90.1 8.9 0.0 22.0

100-199床 1,092 4.8 6.4 88.8 8.6 0.0 22.0

200-399床 1,184 4.3 3.5 92.1 9.0 0.0 30.0

400床以上 787 4.1 4.2 91.7 9.0 0.0 20.0

20代 740 5.4 5.0 89.6 8.8 0.0 30.0

30代 1,142 3.7 5.2 91.2 8.9 0.0 22.0

40代 1,153 3.5 4.3 92.2 8.9 0.0 22.0

50代以上 716 5.0 6.1 88.8 8.8 0.0 30.0

０時間 519 4.4 4.6 90.9 9.0 0.0 30.0

０時間超～５時間以下 1,094 4.2 3.4 92.4 9.0 0.0 22.0

５時間超～10時間以下 578 3.5 4.2 92.4 8.8 0.0 14.0

10時間超～20時間以下 465 4.5 6.5 89.0 8.8 0.0 17.0

20時間超～50時間以下 227 4.0 8.4 87.7 8.7 0.0 23.0

50時間超 81 9.9 7.4 82.7 8.4 0.0 13.0

10時間超(再掲) 773 4.9 7.1 88.0 8.7 0.0 23.0

満足 376 4.3 3.5 92.3 9.1 0.0 30.0

どちらかというと満足 1,778 4.0 3.8 92.2 8.9 0.0 30.0

どちらかというと不満 1,287 4.7 6.1 89.1 8.7 0.0 22.0

不満 310 3.2 10.0 86.8 8.6 0.0 14.0

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢

問11　時間外労働時
間数

問20　勤務環境の満
足度
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年次有給休暇については、平成 27年度の年次有給付与日数（前年度の繰り越し分は含め

ない）は平均 18.1日に対し、取得日数は平均 9.1日であった。取得日数の分布をみると、

「1～4日」の比率が減少し、取得日数はわずかながら改善がみられる。取得日数が「0

日」が 7.5％みられるが、年齢は 20代、勤務環境に不満をもつ看護師の比率が高い。 

凡例
全体+10%

全体-10%

調査数

０

日

１
～

４

日

５
～

８

日

９
～

1

2
日

1

3
～

2
0

日

2

1
日

以
上

1

3
日

以
上

(

再
掲

)

平

 
 

均

最

 
 

小

最

 
 

大

3,769 7.5 18.0 25.8 24.3 21.7 2.8 24.5 9.1 0.0 40.0

20-99床 691 6.9 14.8 26.5 24.5 24.2 3.2 27.4 9.6 0.0 40.0
100-199床 1,098 8.5 20.3 24.2 25.1 19.5 2.4 21.9 8.6 0.0 40.0

200-399床 1,188 7.5 17.0 24.0 24.6 24.1 2.9 26.9 9.5 0.0 40.0
400床以上 792 6.7 18.9 30.1 22.5 19.1 2.8 21.8 8.8 0.0 40.0

20代 741 10.5 20.9 26.0 23.9 16.6 2.0 18.6 8.0 0.0 40.0
30代 1,151 7.3 19.3 26.2 22.8 21.6 2.8 24.4 9.0 0.0 40.0

40代 1,158 6.6 14.9 26.6 26.2 23.1 2.7 25.7 9.5 0.0 40.0
50代以上 719 6.1 17.8 23.5 24.1 24.9 3.6 28.5 9.8 0.0 40.0

満足 379 6.3 14.8 23.2 23.7 29.3 2.6 31.9 9.9 0.0 40.0
どちらかというと満足 1,785 5.7 17.0 24.7 26.4 23.1 3.1 26.2 9.5 0.0 40.0

どちらかというと不満 1,290 9.1 19.5 27.8 22.2 19.1 2.4 21.5 8.6 0.0 40.0
不満 315 12.4 21.3 27.0 21.6 15.2 2.5 17.8 7.8 0.0 40.0

問20　勤務環境の満

足度

問４　許可病床数

問５　年齢

 全  体
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（３）夜勤 

 

交代制勤務の種類は、「2交代制（変則含む）」が 6割、「3交代制（変則含む）」が 4割弱

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総夜勤時間については、3交代制で平均 59.8時間、2交代制で平均 61.4 時間となって

いる。 

3交代制よりも 2交代制の方が「96時間超」の比率が高く、平均時間が長い。 



75 

 

平成 28年 6月の勤務形態別に夜勤の回数をみると、3交代制は平均 8.1回、2交代制は

平均 4.8回であり、前年度調査と比較して大きな差はみられない。 

夜勤専従の看護師の夜勤の回数は平均 10.7回であり、「4回以下」と回答した看護師は

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

平成 28 年 6 月にオンコールを 1 回以上受けた看護師についてみると、「3～4 回」の比

率が最も高く、前年度調査と比較しても高い。また、前年度調査と比較して「1 回」

が減少、「9 回以上」が増加し、平均回数が多くなっている。 
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平成 28年 6月夜勤 1回あたりの時間（休憩含む）については、3交代制も 2交代制も前

年度調査に比べて勤務割上の夜勤時間数が多くなっているが、実働時間は大きな差はみ

られない。 

夜勤 1回あたりの時間（休憩除く）については、3交代制では勤務割上は平均 7.6時間

に対し、実働時間は平均 8.2時間、2交代制では勤務割上は平均 13.7時間に対し、実働

時間は平均 14.3時間と、勤務形態にかかわらず勤務割上の時間より実働時間が長い。 
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平成 28 年 6 月の最長連続勤務時間について、前年度4と比較して、3 交代も 2 交代も「36

時間超」の比率が低く、平均時間も 3 交代が 10.6 時間と 1.4 時間改善し、2 交代が 16.6

時間と 0.7 時間改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
4 平成 28 年度結果の集計作業の過程において、昨年度のデータを確認したところ、集計時に同様の処理を

すべきだったことが判明したため、平成 27 年度結果についても同様の処理を行い、再集計した。 

8.3

20.5

12.2

0.5

2.4

4.1

84.9

75.2

75.7

10.4

25.5

16.3

5.9

5.7

4.1

4.6

31.9

47.5

27.1

5.9

0.9

2.3

56.7

24.4

45.2

88.2

0.1

0.1

1.7

2.4

0.1

0.1

3.5

0.5

0.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年

（n=1,083)

平成28年（休憩除く）

（n=1,049)

平成27年

（n=345）

平成28年

（n=568）

平成28年（休憩除く）

（n=545）

平成27年

（n=509）

平成28年

（n=17）

最長連続勤務時間

８時間以下 ８時間超～13時間以下
13時間超～16時間以下 16時間超～24時間以下
24時間超～36時間以下 36時間超

3交代

2交代

夜勤

平成27年、平成28年とも6月の1か月間についてお答えいただいた。また、「夜勤専従」の選択肢は平成28年から追加

夜勤1回あたりの勤務割上の夜勤時間数≦夜勤1回あたりの実際の夜勤時間数≦最長連続勤務時間 の看護師に限定し集計

平成28年 平均：17.4時間（最小値：10.5時間／最大値：20.5時間）

平成28年 平均：10.6時間（最小値：7.5時間／最大値：48時間）

平成27年平均：12.0時間（最小値：4時間／最大値：60時間）

平成28年平均：16.6時間（最小値：7.8時間／最大値：48.0時間）

平成27年平均：17.3時間（最小値：4.0時間／最大値：57.8時間）

平成28年 （休憩除く）平均：9.8時間（最小値：6.5時間／最大値：47.3時間）

平成28年 （休憩除く）平均14.6時間（最小値：6.3時間／最大値：45.0時間）
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勤務終了から次の勤務開始までの最も短い時間間隔をみると、3交代制は平均 9時間で、

「4 時間超～8時間以下」の比率が 45.3%と最も高い。2交代制は平均 11.7時間で、「11

時間超～16時間以下」の比率が 50.0%と最も高く、全体として２交代制よりも３交代制

の看護師の最短間隔が短い。昨年度に比べて 3交代制は大きな差はみられないが、2交

代制は 11時間以下の比率が高い。 
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３．勤務環境 

（１）勤務環境に対する満足度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

勤務環境に対する満足度をみると、満足度（「満足」及び「どちらかというと満足」）は

57.4%で、医師の満足度を下回った。前年度調査と比較すると、満足度の比率が低い。 

健康であると回答した看護師の「満足」の比率が高く、健康でないと回答した看護師の

「不満」及び「どちらかというと満足」の比率が高くなっており、健康状態と勤務環境

の満足度に関連がみられる。 

同様に、睡眠の状況と勤務環境の満足度にも関連がみられる。 

月労働時間数別にみると、182時間超の場合、182時間以下に比べ、「満足」の比率が低

く、「どちらかというと不満」及び「不満」の比率が高い。 
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調査数

満
足

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満

不
満

不
満
+
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
不
満

3,778 10.1 47.3 34.2 8.4 42.6

20-99床 692 13.6 48.7 28.8 9.0 37.7
100-199床 1,099 8.9 45.3 36.7 9.1 45.8
200-399床 1,195 10.1 50.0 32.6 7.3 39.8
400床以上 792 8.6 44.8 38.1 8.5 46.6
20代 746 9.5 49.9 32.6 8.0 40.6
30代 1,151 10.2 46.0 34.7 9.1 43.8
40代 1,162 9.8 45.4 36.2 8.5 44.8
50代以上 719 11.0 49.8 32.0 7.2 39.2
女性 3,264 9.7 46.9 35.3 8.1 43.4
男性 514 12.5 50.2 27.6 9.7 37.4
５年未満 600 11.7 49.0 32.3 7.0 39.3
10年未満 766 10.2 48.6 31.7 9.5 41.3
20年未満 1,302 8.5 47.2 36.2 8.1 44.2
20年以上 1,110 11.0 45.7 34.7 8.6 43.3
3交代制(変則含む) 1,254 8.5 43.1 38.5 9.9 48.4
2交代制(変則含む) 2,135 10.2 48.9 33.0 7.9 40.9
夜勤専従 26 15.4 34.6 34.6 15.4 50.0
１～２回 178 12.4 53.9 27.0 6.7 33.7

３～４回 998 12.0 47.5 33.4 7.1 40.5

５～６回 920 8.7 50.3 32.2 8.8 41.0

７～８回 795 8.6 44.2 38.0 9.3 47.3

９回以上 548 7.1 40.0 42.3 10.6 52.9

健康である 1,249 20.6 55.6 20.2 3.7 23.9
どちらかというと健康である 2,010 5.2 49.0 38.1 7.7 45.8
どちらかというと健康ではない＋
健康でない

519 3.7 21.2 53.0 22.2 75.1

睡眠は十分にとれていた 605 29.9 54.5 13.4 2.1 15.5
睡眠は比較的とれていた 2,182 8.2 54.5 31.9 5.4 37.3
睡眠はあまりとれていなかった＋
睡眠は不足していた

991 2.0 27.1 52.2 18.7 70.8

160時間以下 137 16.8 53.3 26.3 3.6 29.9

160時間超～172時間以下 380 17.6 56.6 22.9 2.9 25.8

172時間超～182時間以下 1,224 13.6 50.9 30.1 5.5 35.5

182時間超～192時間以下 540 5.9 46.3 38.7 9.1 47.8

192時間超 533 2.8 36.0 46.2 15.0 61.2

問６　性別

問17‐1　勤務形態

問７　看護師として
のキャリア

問５　年齢

問23　平成28年６月
の睡眠の状況

問22　現在の健康状
態

問16　夜勤回数　①
夜勤・夜勤専従以外
（夜勤専従及び兼務
除く）

 全  体

問４　許可病床数

月労働時間数

 

凡例

全体+10%

全体-10%
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（２）勤務環境に対する自由意見分類 

 

 

 

 

①肯定的な意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回収 3,825票中、自由記述記入数 3751票、自由記述記入率は 98.1%である。 

自由記述を分類したところ 5823件（重複カウント。ただし、その他除く）、肯定的意

見 2438件（41.9%）、否定的意見 3385件（58.1%）に分類された。昨年度は肯定・否

定がほぼ半々であったが、今年度は否定的な意見が多くなっている。 

数 ％ 数 ％ 数 ％

1
休日がある、公休が休める、
休日が確保されている

休みの希望が通る、取りやすい、休みが確保できている、休みがしっかり休める、
公休が多い　など

281 11.5%

2 有給休暇、休暇がとれる
有給休暇、年次休暇が取得できる、取りやすい、消化率が良い、希望にそった休

暇が取りやすい、病欠が取りやすい　など
182 7.5%

3
時間外労働（残業）が少な

い、ない

残業が少ない、残業が殆どない、定時に終了する、長い時間外が少ない、超過

勤務が少ない　など
523 21.5%

4
時間外手当がつく、申告しや
すい

申告した通りに認めて貰える、残業代は出る、サービス残業がない、申告しやす
い　など

90 3.7%

5 夜勤体制が整備されている
夜勤が少ない、夜勤が短い、夜勤回数が管理されている、夜勤後の休日が確保
されている、夜勤スタッフ数が確保されている　など

68 2.8%

6 交代制勤務について
３交代と２交代どちらか選択できる、２交代制が合っている、２交代制の方が楽、３

交代制は時間が短いので良い　など
55 2.3%

業務量 7 休息、仮眠がとれる 充分な休息時間が確保されている、深夜前に休む時間がある　など 5 0.6% 32 1.3% 32 1.3%

家庭との両
立

14
家庭に配慮、育児に配慮さ
れている

家庭の事情に配慮した勤務形態、子育てに合わせて交代制を選択できる、育児

休暇がとれる、とりやすい、子育てに柔軟に対応できる勤務、両立しやすい環境、
母性保護環境が良い、家庭の都合に合わせた勤務時間　など

31 3.8% 99 4.1% 99 4.1%

16 人間関係が良い
人間関係が良好、上司とのコミュニケーションが取りやすい、スタッフの関係性が
良い、雰囲気が良い、強力体制がある、風通しが良い、チームワークが良い、上

司に恵まれている　など

363 14.9%

17 職場環境が良い
働きやすい環境、自分に合った環境、職場環境が良い、落ち着いて仕事が出来

る環境　など
143 5.9%

18 慣れているから 長年勤めて慣れている、環境に慣れている　など 40 1.6%

19
負担が少ない、疲れない、ス
トレスが少ない

精神的に安定する、身体的・精神的な負担が少ない、体力的に問題がない、無
理な勤務負担がない　など

58 2.4%

9
勤務体制、勤務形態が整備
されている、満足している

ＷＬＢの取組がある、勤務時間が守られている、勤務時間の短縮が図られてい
る、シフト管理がしっかりしている、勤務形態が良好、勤務間隔、編成がしっかりし

ている　など

128 5.3%

10 人事、経営方針が良い
就業契約通りの就業、勤務希望を聞いてくれる、通りやすい、人員配置を考慮し

ている、業務改善に取組んでいる、労働条件が良い　など
94 3.9%

人材確保 8 人員、人材が充足している
マンパワーが確保されている、看護補助者の数が充分、看護師人数が確保され

ている　など
3 0.4% 21 0.9% 21 0.9%

12
仕事に遣り甲斐を感じる、充
実している

遣り甲斐がある、仕事が充実している、達成感がある　など 71 2.9%

13 業務内容に満足している
仕事内容、質が合っている、慢性期病院が合っている、希望する仕事内容である
学べる、スキルアップできる、自分のスタイルに合う、仕事量が多くない　など

72 3.0%

人材育成 15 研修等の教育の充実 研修への参加、研修制度がしっかりしている、職員教育が充実している　など 7 0.9% 26 1.1% 26 1.1%

20 給与が良い、満足している
給与に満足している、給料が良い、給料が安定している、業務に見合った給与で
ある　など

41 1.7%

21 福利厚生が良い 福利厚生が良い、しっかりしている、充実している　など 24 1.0%

22 手当が出る（夜勤、休日） 夜勤手当が出る、高い、休日手当、特別手当が出る　など 8 0.3%

立地 23 通勤距離、立地が良い 通勤時間が短い、職場が近い、通勤が便利　など 7 0.9% 19 0.8% 19 0.8%

809 100.0% 2438 100.0% 2438 100.0%

マネジメント

やりがい

組織風土・

職場環境（メ
ンタルヘル

ス）

報酬・福利

厚生

2016年

大分類 大分類 小分類

夜勤・交代

制

休暇・休日

時間外

大分類 NO 小分類 主な内容

2015年

200 24.7% 463 19.0%

183 22.6% 613 25.1%

58 7.2% 123 5.0%

81 10.0% 222 9.1%

23 2.8% 73 3.0%

47 5.8% 143 5.9%

164 20.3% 604 24.8%
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②否定的な意見 

 

 

 

 

  

数 ％ 数 ％ 数 ％

1
有給休暇が取れない、取りに
くい

有給が消化できない、年次休暇が取りずらい、休暇が取れない、有給休暇が希
望通り取れない、長期休暇が取れない、自由にならない　など

230 6.8%

2
休日が休めない、少ない、休
日出勤がある、希望が出しに
くい

希望の休みが取れない、希望が出しにくい、休日にも出勤することがある、休日が
少ない、休日にも電話等が入る　など

172 5.1%

3 連休日がない、取れない
連休した休日が取れない、単発の休みが続く、週休２日ではない、月に１回だけ
である　など

33 1.0%

4 時間外労働が多い（残業）
業務が時間内に終わらない、残業が増えた、時間外勤務が多い、時間外が前提
のスケジュールになっている、超過勤務が多い、時間外が解消されない、絶対、
定時には終わらない　など

410 12.1%

5
時間外手当がつかない、申

請しづらい

時間外手当が少ない、残業申請がしずらい、サービス残業がある、始業前は申告
できない、時間外が認められない時がある、時間外分の手当を貰えない、超過勤

務が殆どつかない、仕事効率が悪いからと貰えない、後輩の指導等は超過に当
てはまらない　など

230 6.8%

6
会議、研修会、委員会が多
い、会議等は時間外である

時間外の会議や研修会が多い、勉強会の資料作成など残務が多い、会議が多く

業務が遅れる、委員会等は超過勤務扱いにしてほしい、会議や研修会は時間外
申告は出来ない　委員会の仕事などをお持ち帰る、　委員会等の仕事が多い、
会議が多い　など

191 5.6%

7
夜勤体制、夜勤時間等不満
がある

夜勤回数が多い、年齢的に夜勤が辛い、夜勤明けの日勤が辛い、夜勤明けの休
みが少ない、夜勤の業務が多い、夜勤時のスタッフが足りない、夜勤体制が悪い・
不満、夜勤の拘束時間が長い　など当直医が不在

255 7.5%

8
休憩時間や休憩場所がな
い、仮眠ができない

休憩時間が取れない、休憩時間が充分ではない、夜勤の仮眠ができない、夜勤
の休憩がとれない、休憩室が不充分である、日勤から夜勤までの時間が短く休息
がない　など

140 4.1%

9
交代制、交代制の時間等に
不満がある

３交代制の半日休みは休んだ気がしない、２交代制は時間が長い、３交代制の日
勤勤務から深夜勤務がつらい　など　日勤時間の長さに不満

88 2.6%

10
当直明けの勤務、当直時間

に不満がある

当直時間が長い、当直翌日を休日にしてほしい、当直明けの勤務、残務に不満、

当直の業務が多い、当直ではなく夜勤にしてほしい　など
20 0.6%

11
夜勤のオンコール、ナース

コールの負担
夜勤のオンコールで休めない　など 17 0.5%

12

忙しすぎる、多忙である、疲

れる、仕事量が多い、負担が
大きい

精神的にも肉体的にも疲弊している、一人の仕事量が多い、多忙すぎる、疲れ

る、眠たい、疲れがとれない、体がもたない　多重業務、仕事内容が多岐に渡り大
変、看護師の仕事範囲が増えている　など

350 10.3%

13
看護以外の仕事が多い、専

念したい

看護に専念したい、看護以外の仕事に追われる、看護以外の雑務が多すぎる、

看護本来の業務が出来ていない　など
51 1.5%

家庭との
両立

20
家庭との両立が難しい、育休
スタッフの負担が掛かる

家族との時間を持てない、産休・育休の補充がない、育休がとれない、子育て中
の夜勤が辛い　育休が多く他のスタッフの負担が大きいい　など

15 1.7% 58 1.7% 58 1.7%

21 人間関係、仕事環境
パワハラがある、医師との連携がうまく図れない、コミュニケーションが少ない、人
間関係が良くない、上司が理解してくれない、上司のフォローがない　など

183 5.4%

22 ストレスが大きい 精神的ストレスが大きい、種々のストレスがある、不安や緊張が大きい　など 40 1.2%

15 勤務条件、勤務管理の問題

勤務形態全般、勤務が不規則、部署に差がありすぎる、時間管理が出来ていな
い、勤務調整が成されていない、要望等が聞き入れられていない、システムが整
備されていない　業務に差や偏りがある、業務分担が不平等である、変則的な勤

務が多い　など。

189 5.6%

16
業務が煩雑、業務が整備さ

れていない
仕事が煩雑、業務が煩雑、業務が煩雑でミスが多くなる　など 25 0.7%

17 人事管理、経営面の問題

業務改善されない、離職率が増加している、職員配置が適切ではない、昇給が

ない、評価が不明確、病院側の対応に不満がある、患者以外の業務が増えてい
る　新人が多く教育・フォローが負担になる、新人教育体制が整備されていない、
定年後の労働条件が悪い、定年後の勤務などの待遇面が悪い　など

135 4.0%

人材確保 14 人員不足、人材不足

常勤看護師が不足、人手足で負担が大きい、人員不足、看護師不足、スタッフが
減少した、仕事量に対する人員不足、非常勤スタッフや派遣が多く負担が増え
る、看護師不足でギリギリの状態　若手が不足、経験者が少ない　新人が多く負

担が大きい　など

109 12.4% 367 10.8% 367 10.8%

やりがい 19
遣り甲斐がない、仕事がつま

らない
仕事がつまらない、遣り甲斐が持てない現状がある、楽しみを見いだせない　など 5 0.6% 16 0.5% 16 0.5%

23 給与が安い 給与が安い、労働内容と給与が割が合わない、給与面の改善　など 129 3.8%

24
手当がない、少ない(休日、

夜勤、扶養等）

休日出勤の手当がない、休日出勤手当が欲しい、夜勤手当に不満がある、手当

が少ない　など
47 1.4%

25
待遇、福利厚生面がない、悪

い
報酬福利厚生がない、扶養や手当保障がない 9 0.3%

882 100.0% 3385 100.0% 3385 100.0%

業務量

マネジメント

組織風土・
職場環境（メ

ンタルへル
ス）

報酬・福利

厚生

2016年

大分類 大分類 小分類

当直・夜勤・
オンコール

等

休暇・休日

時間外

大分類 NO 小分類 主な内容

2015年

140 15.9% 435 12.9%

202 22.9% 831 24.5%

156 17.7% 520 15.4%

90 10.2% 401 11.8%

46 5.2% 185 5.5%

78 8.8% 349 10.3%

41 4.6% 223 6.6%
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（３）健康・睡眠 

 

 

 

 

 

 

 

    

現在の健康状態をみると、健康（「健康

である」及び「どちらかというと健康で

ある」）との回答が 86.3%と高い。 

「健康である」の比率は、年齢が若いほ

ど、また、キャリアが短いほど高い。 

また、睡眠がとれているほど「健康であ

る」の比率が高くなっており、睡眠の状

況と健康状態に関連がみられる。 

 

 

凡例

全体+10%

全体-10%

調査数

健

康

で

あ

る

ど

ち

ら

か

と

い

う

と

健

康

で

あ

る

ど

ち

ら

か

と

い

う

と

健

康

で

は

な

い

＋

健

康

で

な

い

3,778 33.1 53.2 13.7

20-99床 692 35.3 51.6 13.2

100-199床 1,099 30.3 52.7 17.0

200-399床 1,195 32.6 55.1 12.3

400床以上 792 35.6 52.5 11.9

20代 746 41.6 49.9 8.6

30代 1,151 36.2 51.1 12.7

40代 1,162 28.4 55.7 15.9

50代以上 719 26.7 56.1 17.2

女性 3,264 33.5 53.2 13.2

男性 514 30.2 52.9 16.9

５年未満 600 41.8 48.3 9.8

10年未満 766 36.8 50.8 12.4

20年未満 1,302 33.3 52.5 14.3

20年以上 1,110 25.5 58.4 16.1

3交代制(変則含む) 1,254 29.5 55.8 14.7

2交代制(変則含む) 2,135 34.2 52.2 13.6

夜勤専従 26 23.1 61.5 15.4

満足 381 67.5 27.6 5.0

どちらかというと満足 1,788 38.8 55.0 6.2

どちらかというと不満 1,293 19.5 59.2 21.3

不満 316 14.6 49.1 36.4

睡眠は十分にとれていた 605 76.4 21.2 2.5

睡眠は比較的とれていた 2,182 31.9 60.4 7.7

睡眠はあまりとれていなかった＋

睡眠は不足していた
991 9.2 56.8 34.0

１～２回 178 34.3 52.2 13.5

３～４回 998 37.2 50.5 12.3

５～６回 920 31.1 55.8 13.2

７～８回 795 30.2 55.0 14.8

９回以上 548 28.1 54.2 17.7

160時間以下 137 38.0 50.4 11.7

160時間超～172時間以下 380 35.5 54.2 10.3

172時間超～182時間以下 1,224 36.6 51.8 11.6

182時間超～192時間以下 540 31.9 54.8 13.3
192時間超 533 24.4 57.4 18.2

月労働時間数

問16　夜勤回数　①

夜勤・夜勤専従以外

（夜勤専従及び兼務

除く）

問17‐1　勤務形態

問７　看護師として

のキャリア

問23　平成28年６月

の睡眠の状況

 全  体

問４　許可病床数

問５　年齢

問６　性別

問20　勤務環境の満

足度
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調査数

睡

眠

は

十

分

に

と

れ

て

い

た

睡

眠

は

比

較

的

と

れ

て

い

た

睡

眠

は

あ

ま

り

と

れ

て

い

な

か
っ

た

＋

睡

眠

は

不

足

し

て

い

た

3,778 16.0 57.8 26.2

20-99床 692 17.9 57.9 24.1

100-199床 1,099 14.4 56.1 29.5

200-399床 1,195 16.2 59.5 24.3

400床以上 792 16.3 57.2 26.5

20代 746 15.4 64.5 20.1

30代 1,151 18.3 56.3 25.4

40代 1,162 13.8 56.2 30.0

50代以上 719 16.6 55.6 27.8

女性 3,264 15.7 58.1 26.2

男性 514 17.7 55.6 26.7

５年未満 600 19.5 60.5 20.0

10年未満 766 15.8 59.4 24.8

20年未満 1,302 15.5 58.8 25.7

20年以上 1,110 14.9 54.0 31.2

3交代制(変則含む) 1,254 11.1 57.8 31.1

2交代制(変則含む) 2,135 17.4 58.3 24.3

夜勤専従 26 15.4 53.8 30.8

満足 381 47.5 47.2 5.2

どちらかというと満足 1,788 18.5 66.5 15.0

どちらかというと不満 1,293 6.3 53.8 40.0

不満 316 4.1 37.3 58.5

健康である 1,249 37.0 55.7 7.3

どちらかというと健康である 2,010 6.4 65.6 28.0

どちらかというと健康ではない＋

健康でない
519 2.9 32.2 64.9

１～２回 12 8.3 75.0 16.7

３～４回 74 16.2 59.5 24.3

５～６回 102 13.7 60.8 25.5

７～８回 620 11.5 58.5 30.0

９回以上 446 9.2 55.4 35.4

１～２回 149 19.5 54.4 26.2

３～４回 905 18.2 57.9 23.9

５～６回 812 17.1 58.9 24.0

７～８回 171 13.5 57.9 28.7

９回以上 97 15.5 63.9 20.6

160時間以下 137 21.2 59.1 19.7

160時間超～172時間以下 380 23.2 59.7 17.1

172時間超～182時間以下 1,224 20.4 57.7 21.9

182時間超～192時間以下 540 11.7 60.0 28.3

192時間超 533 9.9 53.5 36.6

月労働時間数

問16　夜勤回数　①

夜勤・夜勤専従以外

（夜勤専従及び兼務

除く）※ 3交代制

(変則含む)

問６　性別

問５　年齢

問22　現在の健康状

態

問20　勤務環境の満

足度

問17‐1　勤務形態

問４　許可病床数

 全  体

問16　夜勤回数　①

夜勤・夜勤専従以外

（夜勤専従及び兼務

除く）※ 2交代制

(変則含む)

問７　看護師として

のキャリア

平成 28年 6月の睡眠の状況をみると、睡

眠はとれていた（「睡眠は十分にとれてい

た」及び「睡眠は比較的とれていた」）は

73.8%と高い。 

「睡眠はあまりとれていなかった」及び

「睡眠は不足していた」との回答をみる

と、３交代制で夜勤回数が「９回以上」、

月労働時間数が「192 時間超」の看護師の

比率が高い。 
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（４）勤務環境改善に関する取組 

 

医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、勤務している病院で取り組んでおり、勤

務環境改善の効果があると感じているものについて、各区分で最も比率が高いのは以下の

取組である。 

（Ⅰ.働き方・休み方改善） 

8.補助職(医師事務作業補助者、看護補助者等)を配置している（52.9%） 

（Ⅱ.職員の健康支援） 

18.職員に健康診断を受診するよう働きかけている（74.3%） 

（Ⅲ.働きやすさ確保のための環境整備） 

28.院内保育所等を整備している（38.3%） 

（Ⅳ.働きがいの向上） 

47.研修・学会への参加を支援している（63.3%） 

 

一方、自分の職場で取り組んでほしいと思うものについて、各区分で最も比率が高いのは

以下の取組である。 

（Ⅰ.働き方・休み方改善） 

3.年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している（40.2%） 

（Ⅱ.職員の健康支援） 

23.作業環境対策(腰痛対策や眼精疲労対策等)に取り組んでいる（27.8%） 

（Ⅲ.働きやすさ確保のための環境整備） 

43.職員向け院内アメニティを整備・拡充している(仮眠室、休憩室の確保等)（35.6%） 

（Ⅳ.働きがいの向上） 

49.法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されて

いる（20.4%） 
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効果が高い

と評価できる
取組

取り組んで

ほしいもの

(n=3,775） (n=3,765）

1．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 39.2 24.4

2．１回当たりの最長勤務時間の削減に取り組んでいる 17.5 20.2

3．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 36.0 40.2

4．夜勤負担の軽減(夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数の制
限、仮眠時間の確保等)を行っている

24.6 35.2

5．夜勤専従者への配慮(夜勤の時間・回数の制限等)を行っている 21.1 13.1

6．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 33.4 16.5

7．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 13.2 22.0

8．補助職(医師事務作業補助者、看護補助者等)を配置している 52.9 16.2

9．正職員について多様な勤務形態(短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタイム制
など)を活用している

33.0 22.8

10．当直(宿直・日直)明けの勤務者に対する配慮を行っている(連続当直を行わない、当直明け
に日勤を入れない等)

40.3 15.6

11．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善している 17.3 29.9

12．チーム医療や多職種連携(業務分担・連携の強化等)により負担軽減を図っている 26.1 22.7

13．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 18.0 18.7

14．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 34.6 21.8

15．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 17.1 15.0

16．募集・採用を強化するための取組を実施している 20.9 25.2

17．地域の医療機関との連携(オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外来機能の分担
等)を推進している

24.2 12.9

18．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 74.3 2.9

19．職員の健康教育や身体的健康対策(生活習慣病対策等)に取り組んでいる 35.6 9.5

20．感染症予防対策(B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等)に取り組んでいる 66.4 4.1

21．職員のメンタルヘルス対策(相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改善等)に
取り組んでいる

32.0 19.5

22．過重労働者に対する面談を実施している 9.2 21.6

23．作業環境対策(腰痛対策や眼精疲労対策等)に取り組んでいる 10.6 27.8

24．有害化学物質(抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの取扱い等)の暴
露予防に取り組んでいる

22.9 11.3

25．職業感染症(血液・体液や空気感染)の予防対策に取り組んでいる 53.6 6.1

26．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 43.1 6.9

Ⅰ
．
働
き
方
・
休
み
方
改
善

１)労働時間管理

２)勤務負担軽減

Ⅱ．職員の健康支援

0 10 20 30 40 50 60 70 80

％

効果が高いと評価できる取組
取り組んでほしいもの
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27．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 8.2 22.9

28．院内保育所等を整備している 38.3 20.1

29．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 18.9 27.6

30．保育・介護サービス利用料の補助制度(男性職員・女性職員ともに対象)を実施している 13.8 22.4

31．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除(男性職員・女性職員と
もに対象)を実施している

21.9 18.7

32．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度(男性職員・女性職員ともに対象)を導入して
いる

22.6 17.9

33．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度(男性職員・女性職員ともに対象)を導入している 17.6 19.3

34．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組(男性職員・女性職員ともに対象)を実施し
ている

13.5 21.1

35．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口の設置や
専門スタッフの配置を行っている

8.1 25.7

36．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度(短時間正職員制度、フレックスタイム制
度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象)を整備している

19.5 21.9

37．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設けている 19.0 16.6

38．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推進施策(男性
職員・女性職員ともに対象)を実施している

5.2 10.8

39．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している(警備員の配置、相談窓口
の整備等)

29.5 21.9

40．職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している(相談窓口の整備等) 20.5 23.5

41．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関する研修や、当
該研修への職員参加の支援を行っている

19.7 20.4

42．職員の働く満足度の調査を行っている 29.7 22.7

43．職員向け院内アメニティを整備・拡充している(仮眠室、休憩室の確保等) 24.2 35.6

44．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している(職員旅行、イベント等) 33.4 19.0

45．職員の地域活動への支援(ボランティア活動支援等)を実施している 17.4 14.7

４)人材の定着化
46．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重した配
置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

30.0 24.7

47．研修・学会への参加を支援している 63.3 9.7

48．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援(研修等に関する情報提供や研修等への職員参加

の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の設置や情報提供等)が実施されている 22.5 16.2

49．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されている 13.2 20.4

50．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援(業務経験や研修等の機会の付与、産休・育休経
験者による相談対応等)を行っている

19.3 16.5

51．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されている 26.8 14.1

52．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援(e‐learning、実技実習、託児所を併設した勉強
会等)を行っている

15.8 19.5

53．患者満足度の調査を行っている 47.3 9.2

54．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な業務分担や
処遇となっている

17.4 24.1

55．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 36.3 11.7

56．その他 1.0 2.0

57．該当するものがない 5.5 12.3

Ⅳ
．
働
き
が
い
の
向
上

１)キャリア形成支
援

２)休業後のキャリ
ア形成支援

Ⅴ．その他

Ⅲ
．
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備

１)仕事と子育て・
介護等の両立支
援

２)職員のいじめ・
ハラスメント等対
策

３)風土・環境整備
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（参考）医師・看護師比較 

①勤務している病院で取り組んでおり、勤務環境改善の効果があると感じているもの 

医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、自分の職場で取り組んでほしいと思う

ものについて、医師・看護師間で比較すると、大きな傾向は同じだが、全体的に看護師

の比率の方が高い。特に「6.夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している」（医

師 15.9%、看護師 33.4%）、「46.定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、

可能な限りこれらを尊重した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている」（医師

12.9%、看護師 30.0%）では差が大きくなっている。 

 

  

医師 看護師

(n=1,411） (n=3,775）

1．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 25.1 39.2

2．１回当たりの最長勤務時間の削減に取り組んでいる 12.5 17.5

3．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 28.4 36.0

4．夜勤負担の軽減(夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜
勤回数の制限、仮眠時間の確保等)を行っている

17.4 24.6

5．夜勤専従者への配慮(夜勤の時間・回数の制限等)を行っている 15.3 21.1

6．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 15.9 33.4

7．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 7.9 13.2

8．補助職(医師事務作業補助者、看護補助者等)を配置している 49.7 52.9

9．正職員について多様な勤務形態(短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレッ
クスタイム制など)を活用している

16.9 33.0

10．当直(宿直・日直)明けの勤務者に対する配慮を行っている(連続当直を行わな
い、当直明けに日勤を入れない等)

20.6 40.3

11．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・
改善している

20.6 17.3

12．チーム医療や多職種連携(業務分担・連携の強化等)により負担軽減を図って
いる

26.4 26.1

13．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 15.8 18.0

14．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 33.9 34.6

15．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 7.2 17.1

16．募集・採用を強化するための取組を実施している 13.6 20.9

17．地域の医療機関との連携(オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外
来機能の分担等)を推進している

17.9 24.2

18．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 67.7 74.3

19．職員の健康教育や身体的健康対策(生活習慣病対策等)に取り組んでいる 28.5 35.6

20．感染症予防対策(B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等)に取り組んでいる 51.9 66.4

21．職員のメンタルヘルス対策(相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職
場改善等)に取り組んでいる

28.7 32.0

22．過重労働者に対する面談を実施している 12.0 9.2

23．作業環境対策(腰痛対策や眼精疲労対策等)に取り組んでいる 9.1 10.6

24．有害化学物質(抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの取
扱い等)の暴露予防に取り組んでいる

15.7 22.9

25．職業感染症(血液・体液や空気感染)の予防対策に取り組んでいる 37.6 53.6

26．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 32.0 43.1
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27．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 5.8 8.2

28．院内保育所等を整備している 36.0 38.3

29．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 13.1 18.9

30．保育・介護サービス利用料の補助制度(男性職員・女性職員ともに対象)を実
施している

8.9 13.8

31．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除(男性職
員・女性職員ともに対象)を実施している

10.5 21.9

32．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度(男性職員・女性職員ともに対
象)を導入している

9.0 22.6

33．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度(男性職員・女性職員ともに対象)を
導入している

6.5 17.6

34．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組(男性職員・女性職員ともに
対象)を実施している

6.8 13.5

35．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談
窓口の設置や専門スタッフの配置を行っている

5.5 8.1

36．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度(短時間正職員制度、フレック
スタイム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象)を整備している

10.5 19.5

37．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設け
ている

10.3 19.0

38．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推
進施策(男性職員・女性職員ともに対象)を実施している

4.0 5.2

39．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している(警備員の配
置、相談窓口の整備等)

28.0 29.5

40．職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している(相談窓口の整
備等)

19.6 20.5

41．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関す
る研修や、当該研修への職員参加の支援を行っている

16.4 19.7

42．職員の働く満足度の調査を行っている 18.1 29.7

43．職員向け院内アメニティを整備・拡充している(仮眠室、休憩室の確保等) 19.6 24.2

44．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している(職員旅行、イ
ベント等)

24.5 33.4

45．職員の地域活動への支援(ボランティア活動支援等)を実施している 10.4 17.4

４)人材の定着化
46．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれら
を尊重した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

12.9 30.0

47．研修・学会への参加を支援している 58.5 63.3

48．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援(研修等に関する情報提供や研修

等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の設置や情

報提供等)が実施されている
12.5 22.5

49．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施
されている

7.2 13.2

50．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援(業務経験や研修等の機会の付与、
産休・育休経験者による相談対応等)を行っている

12.3 19.3

51．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されてい
る

14.5 26.8

52．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援(e‐learning、実技実習、託児所を
併設した勉強会等)を行っている

9.1 15.8

53．患者満足度の調査を行っている 34.4 47.3

54．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な
業務分担や処遇となっている

10.7 17.4

55．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 21.9 36.3

56．その他 1.1 1.0

57．該当するものがない 7.0 5.5
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②自分の職場で取り組んでほしいと思うもの 

医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、勤務している病院で取り組んでおり、

勤務環境改善の効果があると感じているものについて、医師・看護師間で比較すると、

大きな傾向は同じだが、全体的に看護師の比率の方が高い。一方「10．当直(宿直・日

直)明けの勤務者に対する配慮を行っている(連続当直を行わない、当直明けに日勤を入

れない等)」（医師 35.0%、看護師 15.6%）では医師が看護師を大きく上回っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医師 看護師

(n=1,406） (n=3,765）

1．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 20.2 24.4

2．１回当たりの最長勤務時間の削減に取り組んでいる 18.7 20.2

3．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 32.9 40.2

4．夜勤負担の軽減(夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜
勤回数の制限、仮眠時間の確保等)を行っている

25.5 35.2

5．夜勤専従者への配慮(夜勤の時間・回数の制限等)を行っている 14.2 13.1

6．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 14.4 16.5

7．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 16.1 22.0

8．補助職(医師事務作業補助者、看護補助者等)を配置している 16.5 16.2

9．正職員について多様な勤務形態(短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フ
レックスタイム制など)を活用している

20.6 22.8

10．当直(宿直・日直)明けの勤務者に対する配慮を行っている(連続当直を行わ
ない、当直明けに日勤を入れない等)

35.0 15.6

11．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・
改善している

33.0 29.9

12．チーム医療や多職種連携(業務分担・連携の強化等)により負担軽減を図っ
ている

14.5 22.7

13．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 16.1 18.7

14．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 16.6 21.8

15．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 11.3 15.0

16．募集・採用を強化するための取組を実施している 22.5 25.2

17．地域の医療機関との連携(オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外
来機能の分担等)を推進している

13.7 12.9

18．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 2.4 2.9

19．職員の健康教育や身体的健康対策(生活習慣病対策等)に取り組んでいる 9.0 9.5

20．感染症予防対策(B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等)に取り組んでいる 3.8 4.1

21．職員のメンタルヘルス対策(相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、
職場改善等)に取り組んでいる

11.8 19.5

22．過重労働者に対する面談を実施している 14.6 21.6

23．作業環境対策(腰痛対策や眼精疲労対策等)に取り組んでいる 15.0 27.8

24．有害化学物質(抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの
取扱い等)の暴露予防に取り組んでいる

6.9 11.3

25．職業感染症(血液・体液や空気感染)の予防対策に取り組んでいる 5.1 6.1

26．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 5.8 6.9
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  27．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 24.0 22.9

28．院内保育所等を整備している 14.7 20.1

29．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 19.8 27.6

30．保育・介護サービス利用料の補助制度(男性職員・女性職員ともに対象)を実
施している

15.7 22.4

31．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除(男性職
員・女性職員ともに対象)を実施している

13.5 18.7

32．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度(男性職員・女性職員ともに
対象)を導入している

13.5 17.9

33．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度(男性職員・女性職員ともに対象)
を導入している

14.7 19.3

34．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組(男性職員・女性職員とも
に対象)を実施している

14.2 21.1

35．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談
窓口の設置や専門スタッフの配置を行っている

15.6 25.7

36．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度(短時間正職員制度、フレッ
クスタイム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象)を整備している

16.1 21.9

37．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設
けている

11.8 16.6

38．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの
推進施策(男性職員・女性職員ともに対象)を実施している

11.2 10.8

39．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している(警備員の配
置、相談窓口の整備等)

15.4 21.9

40．職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している(相談窓口の
整備等)

15.6 23.5

41．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関
する研修や、当該研修への職員参加の支援を行っている

12.9 20.4

42．職員の働く満足度の調査を行っている 18.8 22.7

43．職員向け院内アメニティを整備・拡充している(仮眠室、休憩室の確保等) 28.2 35.6

44．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している(職員旅行、
イベント等)

13.8 19.0

45．職員の地域活動への支援(ボランティア活動支援等)を実施している 11.4 14.7

４)人材の定着化
46．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれら
を尊重した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

20.9 24.7

47．研修・学会への参加を支援している 14.5 9.7

48．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援(研修等に関する情報提供や研修

等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の設置や情

報提供等)が実施されている
14.2 16.2

49．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施
されている

13.4 20.4

50．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援(業務経験や研修等の機会の付
与、産休・育休経験者による相談対応等)を行っている

11.0 16.5

51．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されて
いる

9.5 14.1

52．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援(e‐learning、実技実習、託児所を
併設した勉強会等)を行っている

12.5 19.5

53．患者満足度の調査を行っている 7.7 9.2

54．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切
な業務分担や処遇となっている

14.0 24.1

55．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 10.3 11.7

56．その他 3.4 2.0

57．該当するものがない 12.6 12.3
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Ⅲ－３ 病院調査結果 
１．回答者属性 

 

施設票は全国から回答が得られた。 

なお、発送数に対し、宮城、広島の回答率が高く、東京、大阪の回答率が低い。また、

平成 27年度調査に比べ、宮城、千葉、山梨、広島の回答率が高く、東京、愛知、大阪

の回答率が低い。 
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市町村規模は「町村」が全体の 1割程度を占め、「人口 50万人以上の市」「人口 20万人

以上 50万人未満の市」「人口 10万人以上 20万人未満の市」「人口 10万人未満の市」が

それぞれ 2割程度を占めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設主体は「医療法人」の比率が高く半数弱を占める。平成 27年度に比べ「医療法人」

の比率が高く、「国等」の比率が低くなっている。 

医師票、看護師票に比べ「医療法人」の比率が高く、「国等」の比率が低い。 
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許可病床数は「20-99床」「100-199床」がそれぞれ 3割弱と中小病院が 6割弱を占める。 

平成 27年度に比べ、「20-99床」の比率が高く、「300-399床」「500床以上」の比率がや

や低い。 

医師票、看護師票に比べ、中小病院の比率が高くなっている。 
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最も多い病床は「一般病床」で 7割弱を占める。 

平成 27年度に比べ、一般病床の比率がやや低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般病床と療養病床の医療機能を見ると、一般病床は「急性期」が 7割で、「高度急性

期」と合わせると 8割が急性期病院である。療養病床は 8割以上が「慢性期」が占める。 
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病床利用率及び平均在院日数は以下の通りである。 

国の統計と比較すると、病床利用率は大きな差は見られないが、平均在院日数は全体的

に長い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病床利用率

平成28年度
6月

平成27年度 参考
厚生労働省

全体 81.1 81.8 80.3

一般病床 77.5 78.3 74.8

高度急性期 86.2 85.2
急性期 75.7 76.9
回復期 78.8 79.2
慢性期 80.0 80.3

精神病床 88.2 88.4 87.3

療養病床 89.4 90.4 89.4

平均在院日数

平成28年度
6月

平成27年度 参考
厚生労働省

全体 104.4 108.2 29.9

一般病床 24.7 24.9 16.8

高度急性期 12.6 13.2
急性期 15.8 16.3
回復期 37.8 37.8
慢性期 75.9 74.0

精神病床 350.4 374.9 281.2

療養病床 243.7 248.2 164.6

（出所）平成26 年（2014）医療施設(静態・動態)調査･病院報告の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/14/dl/gaikyo.pdf
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標榜している診療科は、「内科」「整形外科・リハビリテーション科」「外科」の比率が

高くなっており、許可病床数で差がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数は以下の通りで、昨年度に比べ中小規模病院の回答比率が高くなったことから、

平均人数は平成 27年度に比べ低下している。 

  
平均値・人、（）平成27年度数字

①職員数

②　①のうち、フル
タイム勤務の正規
職員数

③　②のうち、フル
タイム勤務の女性
正規職員数

全体 386.4（469.7） 300.3（364.7） 211.2（255.6）

　うち、医師数 56.0（74.0） 33.7（45.8） 6.5（8.6）

　うち、看護師数 181.5（217.6） 159.1（195.5） 141.2（176.7）
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２．勤務環境改善の取組 

（１）現状認識 

 
勤務環境改善に対する課題認識を尋ねたところ、57.7%が「重要な課題」としており、「や

や重要な課題」と合わせると、9割の医療機関が課題と認識している。 

平成 27年度と比較すると、「重要な課題」が 5.9ポイント低下し、「やや重要な課題」

が 4.3ポイント上昇した。 

開設主体別にみると（n=965）、「国・公的」では「重要な課題」の比率が高い。許可病

床別では、「500床」以上の「重要な課題」の比率は高いが、「20-99床」の比率は低く、

最も多い病床別では「精神病床」「療養病床」の比率が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

全体+10％

全体-10%

調査数
重要な課題で

ある

やや重要な課

題である

あまり重要な

課題ではない

重要な課題で

はない

965 57.7 32.8 8.5 0.9

国・公的 361 70.6 24.7 4.4 0.3

国・公的以外 604 50.0 37.7 10.9 1.3

20-99床 273 47.3 36.3 15.4 1.1
100-199床 288 55.6 35.4 8.0 1.0

200-299床 142 54.9 38.0 5.6 1.4

300-499床 160 66.9 28.1 5.0 0.0
500床以上 102 81.4 16.7 1.0 1.0

一般病床 653 62.9 29.6 6.6 0.9

精神病床 112 47.3 42.0 8.9 1.8

療養病床 200 46.5 38.5 14.5 0.5
高度急性期 60 88.3 11.7 0.0 0.0

急性期 453 62.3 31.1 6.2 0.4

回復期 87 49.4 35.6 12.6 2.3
慢性期 253 49.8 36.0 13.0 1.2

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病

床の医療機能
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（２）取組状況 

 
勤務環境改善の取組状況については、「全く取り組んでいない」は 0.4％で、ほとんどの

病院が何らかの取組を行っている。 

積極的に取り組んでいる病院が多い中で、「あまり取り組んでいない」病院は、「20-99

床」の小規模病院や、「療養病床」で多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査数
職種を問わず
取り組んでい

る

一部の職種で
取り組んでい

る

あまり取り組
んでいない

全く取り組ん
でいない

無回答

966 58.0 22.9 18.7 0.4 0.0

国・公的 361 61.8 25.5 12.2 0.6 0.0

国・公的以外 605 55.7 21.3 22.6 0.3 0.0
20-99床 273 48.0 23.8 27.8 0.4 0.0

100-199床 288 55.9 24.0 19.8 0.3 0.0
200-299床 142 62.0 21.1 16.9 0.0 0.0
300-499床 160 65.6 21.9 11.3 1.3 0.0

500床以上 103 72.8 21.4 5.8 0.0 0.0
一般病床 654 59.8 24.5 15.3 0.5 0.0
精神病床 112 58.9 20.5 19.6 0.9 0.0

療養病床 200 51.5 19.0 29.5 0.0 0.0
高度急性期 61 70.5 26.2 3.3 0.0 0.0
急性期 453 58.5 24.9 15.9 0.7 0.0

回復期 87 58.6 18.4 23.0 0.0 0.0
慢性期 253 53.4 20.9 25.7 0.0 0.0
重要 557 65.9 22.6 11.1 0.4 0.0

やや重要 317 49.2 25.9 24.6 0.3 0.0
あまり重要ではない 82 39.0 14.6 45.1 1.2 0.0
重要ではない 9 55.6 0.0 44.4 0.0 0.0

問３　開設主体

問４　許可病床数

問5-2　最も多い病

床の医療機能

問５　最も多い病床

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す

る現状認識

 全  体

凡例

全体+10％

全体-10%
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（３）マネジメントシステム取組状況 

 
勤務環境改善の取組状況で「職種を問わず取り組んでいる」「一部の職種で取り組んで

いる」回答した施設（n=781）に、マネジメントシステム導入の 7つのステップ別に取

組の有無を尋ねたところ、8割が「勤務環境の現状の把握・分析」を行っている。また

「プロジェクトチーム・委員会」を設けて取り組んでおり、「経営トップの主体的に関

与」するとともに、「明文化しての周知」も半数以上が行っているが、「具体的な指標を

設定」して取り組んでいる病院は 1/3にとどまっており、「行動計画（アクションプラ

ン）の策定」を行っている割合も 4割と少ない。 

また、支援センターの活用については、どのステップにおいても 1%以下と少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

調査数 １
．
勤
務
環
境
改
善
の
取
組
方
針
を
表
明

し
て
職
員
に
周
知
し
て
い
る

２
．
経
営
ト
ッ

プ
が
主
体
的
に
関
与
し
て

組
織
的
に
取
り
組
ん
で
い
る

３
．
勤
務
環
境
改
善
の
た
め
の
推
進
体
制

（

委
員
会
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー

ム
、

専

門
部
署
・
専
任
担
当
者
等
）

を
設
置
し
て

い
る

４
．
勤
務
環
境
の
現
状
の
把
握
・
分
析
を

行
っ

て
い
る

５
．
勤
務
環
境
改
善
に
向
け
た
達
成
目
標

を
設
定
し
て
い
る

６
．
勤
務
環
境
改
善
に
向
け
た
対
策
と
行

動
計
画
（

ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
）

を
策
定

し
て
い
る

７
．
取
組
の
達
成
状
況
や
成
果
を
確
認
・

評
価
し
、

目
標
や
計
画
の
見
直
し
、

取
組

方
法
の
改
善
等
に
つ
な
げ
て
い
る

８
．
そ
の
他

781 60.1 69.5 57.7 79.5 33.8 40.3 47.6 3.6

国・公的 315 57.1 69.5 65.7 80.6 29.2 39.4 46.3 2.2
国・公的以外 466 62.0 69.5 52.4 78.8 36.9 41.0 48.5 4.5
20-99床 196 54.6 65.8 40.3 73.5 25.0 32.1 38.8 6.1
100-199床 230 59.6 65.2 62.2 81.7 37.4 42.6 49.6 2.6
200-299床 118 66.1 70.3 58.5 81.4 44.9 52.5 59.3 5.1
300-499床 140 65.7 77.9 67.1 80.7 35.7 40.0 49.3 1.4
500床以上 97 56.7 74.2 68.0 82.5 26.8 37.1 44.3 2.1
一般病床 551 58.6 69.0 60.8 79.3 33.0 40.8 47.9 3.1
精神病床 89 68.5 78.7 60.7 84.3 36.0 37.1 53.9 6.7
療養病床 141 60.3 66.0 44.0 77.3 35.5 40.4 42.6 3.5
高度急性期 59 50.8 71.2 69.5 86.4 30.5 33.9 49.2 0.0
急性期 378 62.4 72.0 63.2 82.3 36.8 44.7 52.4 2.9
回復期 67 61.2 67.2 50.7 70.1 26.9 37.3 34.3 3.0
慢性期 188 53.7 60.6 44.1 72.9 30.3 36.2 39.4 4.8
重要 493 61.3 70.8 60.4 79.9 33.7 40.4 47.9 3.2
やや重要 238 59.2 66.8 52.9 80.3 35.3 41.2 47.9 4.2
あまり重要ではない 44 52.3 65.9 54.5 70.5 27.3 36.4 43.2 4.5
重要ではない 5 60.0 100.0 40.0 100.0 40.0 40.0 40.0 0.0

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

凡例

全体+10％

全体-10%
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（４）75 項目の取組内容 

 
「その他」を含む 75項目の取組について（n=966）、「該当するものがない」と回答した

病院は 1件のみで、ほぼすべての病院が何らかの取組を行っている。平均取組個数は 38.8

項目で、昨年に比べ 3.7項目増加している（最小 1個、最大 74個）。これは取組項目が

68項目から 75項目に増えたためで、昨年度と同様の取組項目で比較すると 35.5項目と

大きな変化は見られない。 

 

勤務環境改善の効果が高いと評価できる取組については（無回答除く、n=963）、「該当

するものがない 3」と回答した病院は 37病院（3.8%）で、取り組んでいる病院の大半が

何らかの効果を感じており、平均 10.8の取組（最小 1個、最大 70個）について効果が

高いと感じている。 

 

（9割以上が取り組んでいる取組）（n=963） 

Ⅱ-21．職員に健康診断を受診するよう働きかけている（96.8） 

Ⅱ-20．職員の健康診断の受診率を把握している（96.2%） 

Ⅲ-57．退職者数（定年退職者を除く）を把握している（92.6%） 

Ⅰ-１．医療従事者の時間外労働時間数を把握している（92.2%） 

Ⅱ-23．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる（90.6%） 
 

（2割以下の取組）（n=963） 

Ⅲ-46．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推進施策  

（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している（6.9%） 

Ⅲ-43．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相

談窓口の設置や専門スタッフの配置を行っている（15.2%） 

Ⅲ-38．保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を

実施している（18.4%） 
 

（取組実施率の変化） 

 取組実施率が上昇した項目 

Ⅰ-７. 夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている（+14.9）  

Ⅰ-３. １回当たりの最長勤務時間を削減している（+9.0）  

Ⅲ-48．職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関する対策への

職員の評価を把握している（+7.5）  

Ⅰ-12．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行

わない、当直明けに日勤を入れない等）（+6.4）  

Ⅰ-６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜

勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている（+5.8） 

Ⅰ-８．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している（+5.5） 
 

取組実施率が低下した項目 

Ⅲ-36．院内保育所等を整備している (-7.9) 

Ⅲ-56．職員の地域活動への支援（ボランティア活動支援等）を実施している (-5.4) 

Ⅴ-72．患者満足度の調査を行っている (-5.1) 

Ⅲ-34．育児休業取得後の復職者数を把握している (-5.0)   

3 平成 27 年度調査において、取り組み効果は効果が高い取り組み上位 5 つまで選択させており、今年度調査の「該当するも
のがない」という選択肢はない。選択していない場合は「無回答」として処理している。 
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＜取組実施率と取組効果の評価＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

取り組んでい

るもの

効果が高い

と評価できる

取組

(n=963） (n=963）

１．医療従事者の時間外労働時間数を把握している 92.2 30.2

２．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 40.9

３．１回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 7.4

４．医療従事者の年次有給休暇の取得率を把握している 85.5 25.2

５．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.3 37.5

６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜
勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている

64.9 29.2

７．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 49.1 17.8

８．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 72.0 24.7

９．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 34.0 8.2

10．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 88.2 49.0

11．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フ
レックスタイム制など）を活用している

57.0 23.7

12．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わ
ない、当直明けに日勤を入れない等）

76.5 28.9

13．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・
改善している

63.8 20.1

14．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）により
負担軽減を図っている

62.3 21.5

15．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 41.7 10.9

16．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.4 15.7

17．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 39.9 9.2

18．募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 14.7

19．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外
来機能の分担等）を推進している

42.5 7.2

20．職員の健康診断の受診率を把握している 96.2 24.7

21．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 96.8 28.3

22．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 52.6 11.0

23．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 90.6 25.8

24．過労・メンタル等により出勤していない者の人数を把握している 74.6 11.6

25．過重労働による面談者数を把握している 35.4 5.4

26．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、
職場改善等）に取り組んでいる

69.5 19.1

27．過重労働者に対する面談を実施している 33.7 6.0

28．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 32.2 6.7

29．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの
取扱い等）の暴露予防に取り組んでいる

45.9 6.7

30．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 80.9 17.2

31．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 84.3 17.4

１）労働時間管理

２）勤務負担軽減

Ⅱ．職員の健康支援

Ⅰ
．
働
き
方
・
休
み
方
改
善

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

％取り組んでいるもの 効果が高いと評価できる取組

取り組んでい

るもの

効果が高い

と評価できる

取組

(n=964） (n=964）

１．医療従事者の時間外労働時間数を把握している 92.1 30.2

２．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 40.9

３．１回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 7.4

４．医療従事者の年次有給休暇の取得率を把握している 85.4 25.2

５．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.2 37.4

６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の
見直し、夜勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている

64.8 29.1

７．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 49.1 17.7

８．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 71.9 24.7

９．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 33.9 8.2

10．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 88.1 49.0

11．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制
勤務、フレックスタイム制など）を活用している

57.0 23.7

12．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当
直を行わない、当直明けに日勤を入れない等）

76.5 28.8

13．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇
を充実・改善している

63.7 20.1

14．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用
等）により負担軽減を図っている

62.2 21.5

15．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 41.7 10.9

16．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.3 15.7

17．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでい
る

39.8 9.2

18．募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 14.7

19．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカル
パス、外来機能の分担等）を推進している

42.4 7.2

20．職員の健康診断の受診率を把握している 96.1 24.7

21．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 96.7 28.3

22．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組
んでいる

52.6 11.0

23．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組ん
でいる

90.5 25.7

24．過労・メンタル等により出勤していない者の人数を把握している 74.5 11.6

25．過重労働による面談者数を把握している 35.4 5.4

26．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラム
の策定、職場改善等）に取り組んでいる

69.4 19.1

27．過重労働者に対する面談を実施している 33.7 6.0

28．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 32.2 6.7

29．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアル
デヒドの取扱い等）の暴露予防に取り組んでいる

45.9 6.7

30．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 80.8 17.2

31．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 84.2 17.4

１）労働時間管理

２）勤務負担軽減
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(n=964） (n=964）

１．医療従事者の時間外労働時間数を把握している 92.1 30.2

２．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 40.9

３．１回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 7.4

４．医療従事者の年次有給休暇の取得率を把握している 85.4 25.2

５．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.2 37.4

６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の
見直し、夜勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている

64.8 29.1

７．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 49.1 17.7

８．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 71.9 24.7

９．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 33.9 8.2

10．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 88.1 49.0

11．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制
勤務、フレックスタイム制など）を活用している

57.0 23.7

12．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当
直を行わない、当直明けに日勤を入れない等）

76.5 28.8

13．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇
を充実・改善している

63.7 20.1

14．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用
等）により負担軽減を図っている

62.2 21.5

15．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 41.7 10.9

16．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.3 15.7

17．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでい
る

39.8 9.2

18．募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 14.7

19．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカル
パス、外来機能の分担等）を推進している

42.4 7.2

20．職員の健康診断の受診率を把握している 96.1 24.7

21．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 96.7 28.3

22．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組
んでいる

52.6 11.0

23．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組ん
でいる

90.5 25.7

24．過労・メンタル等により出勤していない者の人数を把握している 74.5 11.6

25．過重労働による面談者数を把握している 35.4 5.4

26．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラム
の策定、職場改善等）に取り組んでいる

69.4 19.1

27．過重労働者に対する面談を実施している 33.7 6.0

28．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 32.2 6.7

29．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアル
デヒドの取扱い等）の暴露予防に取り組んでいる

45.9 6.7

30．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 80.8 17.2

31．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 84.2 17.4

１）労働時間管理

２）勤務負担軽減

Ⅱ．職員の健康支援
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取組

(n=963） (n=963）

１．医療従事者の時間外労働時間数を把握している 92.2 30.2

２．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 40.9

３．１回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 7.4

４．医療従事者の年次有給休暇の取得率を把握している 85.5 25.2

５．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.3 37.5

６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜
勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている

64.9 29.2

７．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 49.1 17.8

８．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 72.0 24.7

９．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 34.0 8.2

10．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 88.2 49.0

11．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フ
レックスタイム制など）を活用している

57.0 23.7

12．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わ
ない、当直明けに日勤を入れない等）

76.5 28.9

13．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・
改善している

63.8 20.1

14．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）により
負担軽減を図っている

62.3 21.5

15．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 41.7 10.9

16．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.4 15.7

17．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 39.9 9.2

18．募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 14.7

19．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外
来機能の分担等）を推進している

42.5 7.2

20．職員の健康診断の受診率を把握している 96.2 24.7

21．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 96.8 28.3

22．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 52.6 11.0

23．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 90.6 25.8

24．過労・メンタル等により出勤していない者の人数を把握している 74.6 11.6

25．過重労働による面談者数を把握している 35.4 5.4

26．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、
職場改善等）に取り組んでいる

69.5 19.1

27．過重労働者に対する面談を実施している 33.7 6.0

28．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 32.2 6.7

29．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの
取扱い等）の暴露予防に取り組んでいる

45.9 6.7

30．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 80.9 17.2

31．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 84.3 17.4

１）労働時間管理

２）勤務負担軽減

Ⅱ．職員の健康支援

Ⅰ
．
働
き
方
・
休
み
方
改
善

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

％取り組んでいるもの 効果が高いと評価できる取組



103 

 

 

 

  

取り組んでい
るもの

効果が高い
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取組

(n=963） (n=963）

32．男性職員の育児休業取得者数や育児休業取得率を把握している 60.1 7.3

33．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 20.1 3.9

34．育児休業取得後の復職者数を把握している 86.5 14.2

35．介護休業取得者数を把握している 73.6 10.1

36．院内保育所等を整備している 45.7 25.9

37．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 31.0 10.6

38．保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実
施している

18.4 5.2

39．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除（男性職
員・女性職員ともに対象）を実施している

33.6 10.1

40．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度（男性職員・女性職員ともに
対象）を導入している

33.7 12.7

41．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）
を導入している

25.8 6.6

42．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組（男性職員・女性職員とも
に対象）を実施している

23.2 5.6

43．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談
窓口の設置や専門スタッフの配置を行っている

15.2 2.9

44．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレック
スタイム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している

36.6 11.9

45．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設け
ている

24.4 5.5

46．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推
進施策（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している

6.9 2.6

47．職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関するトラブルの件
数を把握している

55.2 10.0

48．職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関する対策への職
員の評価を把握している

26.0 5.4

49．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配
置、相談窓口の整備等）

61.8 13.8

50．職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の
整備等）

65.0 14.3

51．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関
する研修や、当該研修への職員参加の支援を行っている

46.4 9.1

52．職員の働く満足度の調査を行っている 36.8 10.7

53．職員による職場環境・風土に関する評価を把握している 24.1 5.5

54．職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 62.4 14.5

55．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イ
ベント等）

69.4 21.0

56．職員の地域活動への支援（ボランティア活動支援等）を実施している 26.6 3.3

57．退職者数（定年退職者を除く）を把握している 92.6 13.4

58．新卒採用後３年間の退職率を把握している 46.7 6.5

59．新卒採用後10年間の退職率を把握している 31.6 4.6

60．妊娠・出産を契機とした女性職員の退職者数を把握している 57.8 7.4

61．退職者の平均勤続年数（退職時）を把握している 48.0 6.7

62．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれら
を尊重した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

57.0 17.8

63．研修・学会への参加職員数を把握している 77.1 12.4

64．研修・学会への参加を支援している 89.0 31.6

65．職員による学会への発表数を把握している 54.5 8.0

66．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援（研修等に関する情報提供や研修

等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の設置や情

報提供等）が実施されている
34.4 7.4

67．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施
されている

26.9 3.6

68．休業から復帰後の職員のキャリア形成（復帰職員の業務遂行能力の回復・
向上、実施可能業務の拡大等）の状況を把握している

32.4 6.3

69．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援（業務経験や研修等の機会の付
与、産休・育休経験者による相談対応等）を行っている

35.5 8.1

70．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されて
いる

49.7 14.4

71．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援（e-learning、実技実習、託児所を
併設した勉強会等）を行っている

21.8 4.2

72．患者満足度の調査を行っている 61.8 11.3

73．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切
な業務分担や処遇となっている

36.8 7.6

74．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 78.5 23.5

75．その他 0.5 0.2

76．該当するものはない 0.0 3.8

１）仕事と子育て・
介護等の両立支
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４）人材の定着化
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項
目
」
25

項
目
と
な
っ
た
。
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高
い
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目
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価
率
は
低
い
項
目

 

取
組
実
施
率
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い
が
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取
組
評
価
率
が
高
い
項
目

 

取
組
実
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率
、
取
組
評
価
率

が
低
い
項
目
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＜勤務環境改善項目別の取組実施率と取組評価率（n=963）＞ 

分類 領域 マーク 番号 取組内容
取組実施率 取組評価率

（効果／実施）

（％） （％）

Ⅰ ■ 1 医療従事者の時間外労働時間数を把握している 92.2 32.8

Ⅰ ■ 2 時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 53.2

Ⅰ ■ 4 医療従事者の年次有給休暇の取得率を把握している 85.5 29.5

Ⅰ ■ 5 年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.3 51.1

Ⅰ ■ 6 夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている 64.9 45.0

Ⅰ ■ 8 夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 72.0 34.3

Ⅰ ■ 10 補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 88.2 55.6

Ⅰ ■ 11 正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタイム制など）を活用している 57.0 41.5

Ⅰ ■ 12 当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、当直明けに日勤を入れない等） 76.5 37.7

Ⅰ ■ 13 夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善している 63.8 31.6

Ⅰ ■ 14 チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）により負担軽減を図っている 62.3 34.5

Ⅰ ■ 18 募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 27.0

Ⅱ □ 21 職員に健康診断を受診するよう働きかけている 96.8 29.3

Ⅱ □ 23 感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 90.6 28.4

Ⅱ □ 26 職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改善等）に取り組んでいる 69.5 27.5

Ⅲ ◆ 55 院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イベント等） 69.4 30.2

Ⅲ ◆ 62 定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている 57.0 31.1

Ⅳ ◇ 64 研修・学会への参加を支援している 89.0 35.5

Ⅴ ● 74 定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 78.5 29.9

Ⅰ ■ 3 回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 32.4

Ⅰ ■ 7 夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 49.1 36.2

Ⅰ ■ 15 情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 41.7 26.1

Ⅰ ■ 16 電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.4 30.5

Ⅲ ◆ 36 院内保育所等を整備している 45.7 56.6

Ⅲ ◆ 37 学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 31.0 34.1

Ⅲ ◆ 38 保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 18.4 28.2

Ⅲ ◆ 39 法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 33.6 29.9

Ⅲ ◆ 40 法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を導入している 33.7 37.5

Ⅲ ◆ 44 職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレックスタイム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している 36.6 32.7

Ⅲ ◆ 46 その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推進施策（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 6.9 37.9

Ⅲ ◆ 52 職員の働く満足度の調査を行っている 36.8 29.1

Ⅳ ◇ 70 復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されている 49.7 29.0

Ⅱ □ 20 職員の健康診断の受診率を把握している 96.2 25.7

Ⅱ □ 22 職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 52.6 20.9

Ⅱ □ 24 過労・メンタル等により出勤していない者の人数を把握している 74.6 15.6

Ⅱ □ 30 職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 80.9 21.3

Ⅱ □ 31 安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 84.3 20.7

Ⅲ ◆ 32 男性職員の育児休業取得者数や育児休業取得率を把握している 60.1 12.1

Ⅲ ◆ 34 育児休業取得後の復職者数を把握している 86.5 16.4

Ⅲ ◆ 35 介護休業取得者数を把握している 73.6 13.7

Ⅲ ◆ 47 職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関するトラブルの件数を把握している 55.2 18.0

Ⅲ ◆ 49 患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓口の整備等） 61.8 22.4

Ⅲ ◆ 50 職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の整備等） 65.0 22.0

Ⅲ ◆ 54 職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 62.4 23.3

Ⅲ ◆ 57 退職者数（定年退職者を除く）を把握している 92.6 14.5

Ⅲ ◆ 60 妊娠・出産を契機とした女性職員の退職者数を把握している 57.8 12.7

Ⅳ ◇ 63 研修・学会への参加職員数を把握している 77.1 16.0

Ⅳ ◇ 65 職員による学会への発表数を把握している 54.5 14.7

Ⅴ ● 72 患者満足度の調査を行っている 61.8 18.3

Ⅰ ■ 9 労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 34.0 24.2

Ⅰ ■ 17 勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 39.9 23.2

Ⅰ ■ 19 地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外来機能の分担等）を推進している 42.5 16.9

Ⅱ □ 25 過重労働による面談者数を把握している 35.4 15.2

Ⅱ □ 27 過重労働者に対する面談を実施している 33.7 17.8

Ⅱ □ 28 作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 32.2 21.0

Ⅱ □ 29 有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの取扱い等）の暴露予防に取り組んでいる 45.9 14.7

Ⅲ ◆ 33 男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 20.1 19.6

Ⅲ ◆ 41 法定以上の介護休業制度、介護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を導入している 25.8 25.8

Ⅲ ◆ 42 その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 23.2 24.2

Ⅲ ◆ 43 子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口の設置や専門スタッフの配置を行っている 15.2 19.2

Ⅲ ◆ 45 子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設けている 24.4 22.6

Ⅲ ◆ 48 職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関する対策への職員の評価を把握している 26.0 20.8

Ⅲ ◆ 51 職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関する研修や、当該研修への職員参加の支援を行っている 46.4 19.7

Ⅲ ◆ 53 職員による職場環境・風土に関する評価を把握している 24.1 22.8

Ⅲ ◆ 56 職員の地域活動への支援（ボランティア活動支援等）を実施している 26.6 12.5

Ⅲ ◆ 58 新卒採用後年間の退職率を把握している 46.7 14.0

Ⅲ ◆ 59 新卒採用後年間の退職率を把握している 31.6 14.5

Ⅲ ◆ 61 退職者の平均勤続年数（退職時）を把握している 48.0 14.1

Ⅳ ◇ 66
正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援（研修等に関する情報提供や研修等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の
設置や情報提供等）が実施されている 34.4 21.5

Ⅳ ◇ 67 法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されている 26.9 13.5

Ⅳ ◇ 68 休業から復帰後の職員のキャリア形成（復帰職員の業務遂行能力の回復・向上、実施可能業務の拡大等）の状況を把握している 32.4 19.6

Ⅳ ◇ 69 産休・育休復帰後のキャリア形成の支援（業務経験や研修等の機会の付与、産休・育休経験者による相談対応等）を行っている 35.5 22.8

Ⅳ ◇ 71 産休・育休中の職員の円滑な復職の支援（e-learning、実技実習、託児所を併設した勉強会等）を行っている 21.8 19.0

Ⅴ ● 73 子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な業務分担や処遇となっている 36.8 20.6

52.5 25.9

取
組
実
施
率
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低
い
が

、
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組
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い
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施
率
は
高
い
が

、
取
組
評
価
率
が
低
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組
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施
率
・
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率
が
低
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平均
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（取組評価率が 4割以上の項目）（n=963） 

Ⅲ-36．院内保育所等を整備している（56.6） 

Ⅰ-10．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している（55.6） 

Ⅰ-２．時間外労働時間の削減に取り組んでいる（53.2） 

Ⅰ-５．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している（51.1） 

Ⅰ-６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜

勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている（45.0） 

Ⅰ-11．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレ

ックスタイム制など）を活用している（41.5） 
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（５）医師・看護師と施設の取組評価の比較 

 

医師・看護師ともに健康・安全管理、研修・学会への参加支援、補助職の配置を評価。 

施設の評価と乖離している取組も見られる。 
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①医師 

施設、医師が評価している取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設は評価していないが、医師は評価している取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

看護
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
医師

(n=1,406）

共通 21 職員に健康診断を受診するよう働きかけている 29.3 67.7

共通 64 研修・学会への参加を支援している 35.5 58.5

共通 10 補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している/（配置数を把握している） 55.6 49.7

共通 36 院内保育所等を整備している 56.6 36.0

共通 16 電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 30.5 33.9

共通 5 年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 51.1 28.4

共通 14
チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）により負担軽減を
図っている

34.5 26.4

共通 2 時間外労働時間の削減に取り組んでいる 53.2 25.1

共通 55 院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イベント等） 30.2 24.5

共通 74 定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 29.9 21.9

共通 12
当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、当直

明けに日勤を入れない等）
37.7 20.6

13
夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善してい
る

31.6 20.6

看護
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
医師

(n=1,406）

共通 23 感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 28.4 51.9

共通 30 職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 21.3 37.6

共通 72 患者満足度の調査を行っている 18.3 34.4

共通 31 安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 20.7 32.0

共通 26
職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改善等）

に取り組んでいる
27.5 28.7

共通 22 職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 20.9 28.5

共通 49
患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓

口の整備等）
22.4 28.0
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②看護師 

施設、看護師が評価している取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設は評価していないが、看護師は評価している取組 

 

 

 

  

医師
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
看護師
(n=3,765）

共通 21 職員に健康診断を受診するよう働きかけている 29.3 74.3

共通 64 研修・学会への参加を支援している 35.5 63.3

共通 10 補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している/（配置数を把握している） 55.6 52.9

共通 12
当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、当直
明けに日勤を入れない等）

37.7 40.3

共通 2 時間外労働時間の削減に取り組んでいる 53.2 39.2

共通 36 院内保育所等を整備している 56.6 38.3

共通 74 定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 29.9 36.3

共通 5 年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 51.1 36.0

共通 16 電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 30.5 34.6

8 夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 34.3 33.4

共通 55 院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イベント等） 30.2 33.4

11
正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタイム
制など）を活用している

41.5 33.0

62
定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重した
配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

31.1 30.0

52 職員の働く満足度の調査を行っている 29.1 29.7

医師
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
看護師
(n=3,765）

共通 23 感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 28.4 66.4

共通 30 職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 21.3 53.6

共通 72 患者満足度の調査を行っている 18.3 47.3

共通 31 安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 20.7 43.1

共通 22 職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 20.9 35.6

共通 26
職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改善等）

に取り組んでいる
27.5 32.0

共通 49
患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓

口の整備等）
22.4 29.5
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(６）医師・看護師の取組期待 

 
施設に対し、医師・看護師がともに期待する取組は 8項目。 

学童期までを含む男性職員も含めた子育て支援や WLBの推進、多様な働き方の導入や最

長勤務時間を削減、労使の話し合いの場の設定や職員満足度調査の実施などをあげている。 
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①医師 

施設の取組比率が高く、医師の取組期待も高い取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の取組比率は低いが、医師の取組期待が高い取組 

  

看護
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
医師

(n=1,406）

12
当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、当直
明けに日勤を入れない等）

76.5 35.0

共通 13
夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善してい
る

63.8 33.0

共通 5 年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.3 32.9

共通 54 職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 62.4 28.2

共通 6
夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数の制
限、仮眠時間の確保等）を行っている

64.9 25.5

共通 18 募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 22.5

共通 62
定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重した
配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

57.0 20.9

共通 11
正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタイム
制など）を活用している

57.0 20.6

共通 2 時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 20.2

共通 16 電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.4 16.6

10 補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している/（配置数を把握している） 88.2 16.5

共通 50 職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の整備等） 65.0 15.6

共通 49
患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓
口の整備等）

61.8 15.4

看護

共通
番号 取組内容

施設

(n=963)

医師

(n=１,406)

共通 33 男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 20.1 24.0

共通 37 学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 31.0 19.8

共通 52 職員の働く満足度の調査を行っている 36.8 18.8

共通 3 １回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 18.7

15 情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 41.7 16.1

共通 44
職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレックスタイム制

度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している
36.6 16.1

共通 9 労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 34.0 16.1

共通 38 保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 18.4 15.7

共通 43
子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口の設置

や専門スタッフの配置を行っている
15.2 15.6
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②看護師 

施設の取組比率が高く、看護師の取組期待も高い取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

施設の取組比率は低いが、看護師の取組期待が高い取組 

 

 

 

 

 

 

 

  

医師
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
看護師
(n=3,765）

共通 5 年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 73.3 40.2

共通 54 職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 62.4 35.6

共通 6
夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数の制
限、仮眠時間の確保等）を行っている

64.9 35.2

共通 13
夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善してい
る

63.8 29.9

共通 18 募集・採用を強化するための取組を実施している 54.5 25.2

共通 62
定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重した
配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている

57.0 24.7

共通 2 時間外労働時間の削減に取り組んでいる 76.8 24.4

共通 50 職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の整備等） 65.0 23.5

共通 11
正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタイム
制など）を活用している

57.0 22.8

14
チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）により負担軽減を
図っている

62.3 22.7

共通 49
患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓
口の整備等）

61.8 21.9

共通 16 電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 51.4 21.8

26
職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改善等）
に取り組んでいる

69.5 19.5

医師
共通

番号 取組内容
施設

(n=963)
看護師

(n=3,765)

28 作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 32.2 27.8

共通 37 学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 31.0 27.6

共通 43
子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口の設置
や専門スタッフの配置を行っている

15.2 25.7

73
子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な業務分担や
処遇となっている

36.8 24.1

共通 33 男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 20.1 22.9

共通 52 職員の働く満足度の調査を行っている 36.8 22.7

共通 38 保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 18.4 22.4

共通 9 労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 34.0 22.0

共通 44
職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレックスタイム制
度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している

36.6 21.9

27 過重労働者に対する面談を実施している 33.7 21.6

42
その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組（男性職員・女性職員ともに対象）を実
施している

23.2 21.1

67 法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されている 26.9 20.4

51
職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関する研修や、
当該研修への職員参加の支援を行っている

46.4 20.4

共通 3 １回当たりの最長勤務時間を削減している 22.7 20.2

36 院内保育所等を整備している 45.7 20.1

71
産休・育休中の職員の円滑な復職の支援（e-learning、実技実習、託児所を併設した勉
強会等）を行っている

21.8 19.5

41
法定以上の介護休業制度、介護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を導入して
いる

25.8 19.3
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(７）経営上のメリット 

 

勤務環境改善に取り組む経営上のメリット（n=964）は、「離職率の低下」が 4割と高い。

次いで「職員の時間外労働時間の削減」「人材が確保しやすくなった」「職員が増えた」

の比率が高く、人材の維持確保に効果があると評価している。 

「経営上のメリットは感じていない」という回答も 14.7%見られたが、経営上のメリッ

トを感じていないと回答した病院においても平均 30.7項目に取り組み、勤務環境改善

の効果も平均 7.6項目と評価しており、勤務環境改善に効果は感じていた。なお、取り

組んでいながら、勤務環境改善の効果を感じておらず、また経営上のメリットを感じて

いない病院はほとんど見られなかった。（10病院、1.0%） 
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凡例

全体+10％

全体-10%

回答者数

離
職
率
が
低
下
し
た

職
員
の
時
間
外
労
働
が
減
少
し
た

人
材
が
確
保
し
や
す
く
な
っ

た

職
員
が
増
え
た

職
員
の
満
足
度
が
向
上
し
た

診
療
報
酬
の
加
算
の
算
定
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ

た

患
者
の
満
足
度
が
向
上
し
た
/
患
者
の

ク
レ
ー

ム
が
減
少
し
た

病
床
の
稼
働
率
が
向
上
し
た

イ
ン
シ
デ
ン
ト
や
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
減

少
し
た
/
医
療
安
全
が
改
善
・
向
上
し

た 患
者
の
受
入
れ
人
数
が
増
加
し
た

手
術
件
数
が
増
加
し
た

経
営
指
標
が
改
善
し
た

治
療
結
果
が
向
上
し
た
/
死
亡
率
や
再

入
院
率
が
減
少
し
た

そ
の
他

経
営
上
の
メ
リ
ッ

ト
は
感
じ
て
い
な
い

964 40.5 35.8 26.6 26.5 20.9 14.9 12.9 12.8 12.6 10.3 4.3 1.3 0.9 2.3 14.7

国・公的 361 35.2 28.0 23.5 23.8 20.2 18.6 13.3 12.2 12.2 10.0 4.7 1.4 0.6 2.5 18.3

国・公的以外 603 43.6 40.5 28.4 28.0 21.2 12.8 12.6 13.1 12.8 10.4 4.0 1.3 1.2 2.2 12.6
20-99床 272 40.8 36.8 20.2 26.1 19.9 8.1 11.4 12.5 14.0 10.7 5.1 1.8 0.4 2.2 18.8
100-199床 288 38.5 38.5 28.8 26.4 19.4 14.2 13.2 14.2 11.5 11.5 1.7 1.0 1.0 1.7 14.2
200-299床 142 46.5 31.7 29.6 22.5 17.6 16.9 15.5 13.4 14.8 9.9 2.1 2.1 2.8 2.8 13.4
300-499床 160 40.0 34.4 30.6 31.3 26.9 16.3 7.5 12.5 9.4 6.9 3.1 0.6 0.0 1.9 12.5
500床以上 102 37.3 33.3 26.5 25.5 22.5 30.4 20.6 8.8 13.7 11.8 13.7 1.0 1.0 3.9 10.8
一般病床 653 39.1 37.7 26.3 26.8 20.1 17.3 13.3 12.4 11.9 10.3 6.0 1.2 0.8 2.0 14.9
精神病床 112 45.5 36.6 29.5 27.7 25.0 11.6 10.7 11.6 14.3 8.9 0.0 0.9 1.8 1.8 12.5
療養病床 199 42.2 29.1 25.6 24.6 21.1 9.0 12.6 14.6 13.6 11.1 1.0 2.0 1.0 3.5 15.6
高度急性期 60 33.3 21.7 35.0 23.3 21.7 38.3 11.7 10.0 10.0 13.3 18.3 1.7 1.7 8.3 8.3
急性期 453 40.8 38.9 27.2 27.8 21.4 17.2 14.1 11.7 13.7 9.5 4.9 1.3 0.7 0.7 14.6
回復期 87 36.8 29.9 27.6 34.5 20.7 9.2 14.9 14.9 8.0 9.2 5.7 1.1 0.0 2.3 19.5
慢性期 252 40.5 35.3 21.8 21.4 17.9 8.7 11.1 15.1 11.9 11.9 1.2 1.6 1.2 4.0 15.9
重要 557 40.6 34.5 27.3 26.6 23.9 18.0 13.1 14.2 13.6 11.8 5.9 1.8 0.9 3.6 12.4
やや重要 316 38.9 38.6 27.8 25.3 17.1 12.0 11.7 11.7 11.4 8.5 2.2 0.9 1.3 0.3 17.7
あまり重要ではない 82 46.3 32.9 18.3 30.5 15.9 7.3 15.9 7.3 8.5 6.1 1.2 0.0 0.0 1.2 18.3
重要ではない 9 33.3 44.4 11.1 22.2 11.1 0.0 11.1 11.1 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数
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３．労働条件の明示等 
 

雇用契約書又は労働条件通知書を職員に「渡している」との回答が 88.0％であった。 

平成 27年度に比べ 4.4ポイント増加した。 

就業規則の周知については、「周知している」との回答が 91.3％であった。 

平成 27年度に比べ 3.2ポイント減少している。 

労使協定については、56.4%が「特別条項を定めた 36 協定を届け出ている」と回答し、

38.4%が「特別条項なしの 36協定を届け出ている」と回答した。なお、病院の 5.2%が「36

協定を締結していない」と回答している。 

昨年度同様、規模の大きな病院ほど「特別条項を定めた 36協定を届け出ている」の比

率が高く、規模の小さな病院ほど「特別条項なしの 36協定を届け出ている」の比率が

高い。平成 27年度に比べ、中小規模病院の回答比率が高くなっており、平成 28年度に

おいては「特別条項を定めた 36協定を届け出ている」が 8.2ポイント減少し、「特別条

項なしの 36協定を届け出ている」が 8.7ポイント増加した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査数
渡して

いる

渡して

いない
無回答

966 88.0 12.0 0.0

国・公的 361 83.1 16.9 0.0

国・公的以外 605 90.9 9.1 0.0
20-99床 273 82.8 17.2 0.0
100-199床 288 88.9 11.1 0.0

200-299床 142 92.3 7.7 0.0
300-499床 160 90.6 9.4 0.0

500床以上 103 89.3 10.7 0.0
一般病床 654 87.2 12.8 0.0
精神病床 112 89.3 10.7 0.0

療養病床 200 90.0 10.0 0.0
高度急性期 61 91.8 8.2 0.0
急性期 453 88.5 11.5 0.0

回復期 87 82.8 17.2 0.0
慢性期 253 87.4 12.6 0.0

重要 557 87.6 12.4 0.0
やや重要 317 89.3 10.7 0.0
あまり重要ではない 82 86.6 13.4 0.0

重要ではない 9 77.8 22.2 0.0

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病

床の医療機能

問８　医療従事者の

勤務環境改善に関す
る現状認識

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

凡例

全体+10％

全体-10%
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調査数
周知し
ている

特に周
知して

いない

無回答

966 91.3 8.7 0.0

国・公的 361 89.5 10.5 0.0

国・公的以外 605 92.4 7.6 0.0

20-99床 273 85.0 15.0 0.0
100-199床 288 92.4 7.6 0.0
200-299床 142 93.7 6.3 0.0

300-499床 160 94.4 5.6 0.0
500床以上 103 97.1 2.9 0.0
一般病床 654 91.3 8.7 0.0

精神病床 112 91.1 8.9 0.0
療養病床 200 91.5 8.5 0.0
高度急性期 61 95.1 4.9 0.0
急性期 453 93.2 6.8 0.0

回復期 87 86.2 13.8 0.0
慢性期 253 88.9 11.1 0.0
重要 557 92.5 7.5 0.0

やや重要 317 90.2 9.8 0.0
あまり重要ではない 82 87.8 12.2 0.0
重要ではない 9 88.9 11.1 0.0

問４　許可病床数

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病

床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す

る現状認識

 全  体

問３　開設主体

凡例

全体+10％

全体-10%
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調査数

特別条
項なし
の36協

定を届
け出て
いる

特別条
項を定
めた36

協定を
届け出
ている

36協定
を締結

してい
ない

無回答

966 38.4 56.4 5.2 0.0

国・公的 361 24.7 69.5 5.8 0.0

国・公的以外 605 46.6 48.6 4.8 0.0
20-99床 273 48.4 41.8 9.9 0.0
100-199床 288 44.4 51.7 3.8 0.0

200-299床 142 34.5 61.3 4.2 0.0
300-499床 160 29.4 66.9 3.8 0.0
500床以上 103 14.6 85.4 0.0 0.0
一般病床 654 34.6 60.6 4.9 0.0
精神病床 112 41.1 50.9 8.0 0.0

療養病床 200 49.5 46.0 4.5 0.0
高度急性期 61 6.6 93.4 0.0 0.0
急性期 453 35.8 60.3 4.0 0.0
回復期 87 43.7 49.4 6.9 0.0
慢性期 253 47.8 45.5 6.7 0.0
重要 557 36.1 58.9 5.0 0.0

やや重要 317 39.4 56.2 4.4 0.0
あまり重要ではない 82 48.8 43.9 7.3 0.0
重要ではない 9 44.4 33.3 22.2 0.0

問３　開設主体

問４　許可病床数

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

 全  体

凡例

全体+10％

全体-10%
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医師の短時間勤務者の当直勤務状況をみると（n=965）、短時間勤務医がいる病院は 4割

程度で、当直については「当直は行っていない」の比率が 19.6％と高いものの、次いで

「当直を行っている」の比率も 15.4%見られた。 

許可病床数別でみると、300床以上の病院では「当直は行っていない」比率が 3割以上

と高い。 

 

 

 

 

 

  

凡例

全体+10％

全体-10%

調査数

当
直
（

宿
直
・
日
直
）

を

行
っ

て
い
る

宿
直
は
行
っ

て
い
な
い
が
、

日
直
は
行
っ

て
い
る

日
直
は
行
っ

て
い
な
い
が
、

宿
直
は
行
っ

て
い
る

当
直
（

宿
直
・
日
直
）

は

行
っ

て
い
な
い

正
規
職
員
で
あ
る
短
時
間
勤

務
の
医
師
は
い
な
い

965 15.4 2.2 0.8 19.6 62.0

国・公的 361 10.0 3.0 0.8 23.3 62.9

国・公的以外 604 18.7 1.7 0.8 17.4 61.4
20-99床 273 18.3 1.5 1.8 13.6 64.8
100-199床 288 15.3 1.7 0.3 14.9 67.7
200-299床 142 14.1 1.4 1.4 16.9 66.2
300-499床 160 13.8 1.9 0.0 31.3 53.1
500床以上 102 12.7 6.9 0.0 34.3 46.1
一般病床 653 13.5 3.1 0.8 22.8 59.8
精神病床 112 19.6 0.9 0.9 10.7 67.9
療養病床 200 19.5 0.0 1.0 14.0 65.5
高度急性期 60 6.7 6.7 0.0 40.0 46.7
急性期 453 12.6 2.4 0.9 23.2 60.9
回復期 87 21.8 1.1 1.1 11.5 64.4
慢性期 253 18.6 1.6 0.8 15.0 64.0
重要 557 14.2 2.2 0.5 21.4 61.8
やや重要 317 17.4 2.5 0.9 17.7 61.5
あまり重要ではない 82 15.9 0.0 2.4 15.9 65.9
重要ではない 9 22.2 11.1 0.0 11.1 55.6

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

問５　最も多い病床
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看護師の短時間勤務や外来看護師の夜勤勤務状況を見ると、3割の病院で短時間勤務や

外来看護師も夜勤を行っている。 

外来看護師が夜勤を行っている比率は 18.4%、短時間勤務の病棟配置の看護師が夜勤を

行っている割合は 13.5%で、500床以上の病院では 29.1%と比率が高い。 

 

  

凡例

全体+10％

全体-10%

調査数

短
時
間
勤
務
の
病
棟
配
置
の

看
護
師
も
夜
勤
を
行
っ

て
い

る 短
時
間
勤
務
の
外
来
担
当
の

看
護
師
も
夜
勤
を
行
っ

て
い

る 短
時
間
勤
務
で
な
い
外
来
担

当
の
看
護
師
も
夜
勤
を
行
っ

て
い
る

い
ず
れ
も
あ
て
は
ま
ら
な
い

無回答

966 13.5 2.6 18.4 71.2 0.0

国・公的 361 19.7 3.9 27.1 60.4 0.0

国・公的以外 605 9.8 1.8 13.2 77.7 0.0
20-99床 273 8.1 1.1 11.0 80.6 0.0
100-199床 288 9.4 1.7 20.1 72.6 0.0
200-299床 142 14.8 1.4 21.1 70.4 0.0
300-499床 160 18.8 6.3 26.3 60.6 0.0
500床以上 103 29.1 4.9 17.5 60.2 0.0
一般病床 654 16.7 3.7 23.5 64.2 0.0
精神病床 112 5.4 0.9 4.5 91.1 0.0
療養病床 200 7.5 0.0 9.5 83.0 0.0
高度急性期 61 31.1 4.9 16.4 59.0 0.0
急性期 453 15.2 4.4 28.3 62.0 0.0
回復期 87 12.6 0.0 5.7 81.6 0.0
慢性期 253 9.9 0.4 11.9 78.3 0.0
重要 557 17.6 3.1 21.2 65.7 0.0
やや重要 317 9.5 2.2 16.1 76.0 0.0
あまり重要ではない 82 2.4 0.0 8.5 89.0 0.0
重要ではない 9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数
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４．「いきいき働く医療機関サポート Web」 
 

「いきいき働く医療機関サポート Web」（いきサポ）の認知度を尋ねたところ、「知って

いる」は 4割弱と、平成 27 年度に比べ 18ポイント増加した。 

医療機関の属性別にみると、500床以上あるいは高度急性期病院の認知度は高く、閲覧

経験も高い。回復期病院は認知度が低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

調査数

知
っ

て
お
り
、

閲
覧
し
た
こ
と
が
あ
る

知
っ

て
い
る
が
、

閲
覧
し
た
こ
と
は
な
い

こ
の
調
査
票
で
知
っ

た

（

今
ま
で
知
ら
な
か
っ

た
）

無
回
答

966 13.5 23.2 63.4 0.0

国・公的 361 14.7 21.3 64.0 0.0

国・公的以外 605 12.7 24.3 63.0 0.0
20-99床 273 12.5 21.6 65.9 0.0
100-199床 288 11.8 22.2 66.0 0.0
200-299床 142 10.6 28.9 60.6 0.0
300-499床 160 15.0 22.5 62.5 0.0
500床以上 103 22.3 23.3 54.4 0.0
一般病床 654 13.3 22.5 64.2 0.0
精神病床 112 17.0 26.8 56.3 0.0
療養病床 200 12.0 23.5 64.5 0.0
高度急性期 61 23.0 26.2 50.8 0.0
急性期 453 14.3 23.2 62.5 0.0
回復期 87 6.9 18.4 74.7 0.0
慢性期 253 10.3 22.5 67.2 0.0
重要 557 17.4 23.2 59.4 0.0
やや重要 317 9.1 23.0 67.8 0.0
あまり重要ではない 82 3.7 26.8 69.5 0.0
重要ではない 9 11.1 0.0 88.9 0.0

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

問５　最も多い病床

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

問5-2　最も多い病
床の医療機能

凡例

全体+10％

全体-10%
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「いきサポ」の認知者（n=354）に認知ルートを尋ねたところ、「支援センターの紹介」

や「厚生労働省のホームページ」の比率が高い。平成 27年度に比べ、「厚生労働省のホ

ームページ」「都道府県労働局からの紹介」の比率が低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 調査数

都
道
府
県
庁
又
は
医
療
勤
務
環
境
改
善

支
援
セ
ン
タ
ー

の
紹
介

都
道
府
県
労
働
局
か
ら
の
紹
介

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
を
見
て

医
療
関
係
の
新
聞
・
雑
誌
、

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト
、

メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
な
ど
を
見
て

同
僚
・
知
人
な
ど
か
ら
の
口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

354 428 38.4 18.9 29.1 18.9 4.0 11.6 0.0

国・公的 130 148 41.5 12.3 26.2 13.8 2.3 17.7 0.0

国・公的以外 224 280 36.6 22.8 30.8 21.9 4.9 8.0 0.0
20-99床 93 116 36.6 17.2 33.3 23.7 6.5 7.5 0.0
100-199床 98 117 36.7 25.5 21.4 21.4 4.1 10.2 0.0
200-299床 56 72 41.1 23.2 37.5 14.3 3.6 8.9 0.0
300-499床 60 68 48.3 10.0 21.7 21.7 1.7 10.0 0.0
500床以上 47 55 29.8 14.9 36.2 6.4 2.1 27.7 0.0
一般病床 234 279 39.3 16.7 26.5 17.5 4.7 14.5 0.0
精神病床 49 61 49.0 22.4 32.7 14.3 4.1 2.0 0.0
療養病床 71 88 28.2 23.9 35.2 26.8 1.4 8.5 0.0
高度急性期 30 37 36.7 10.0 36.7 10.0 3.3 26.7 0.0
急性期 170 202 42.4 17.1 25.9 16.5 3.5 13.5 0.0
回復期 22 29 31.8 45.5 18.2 13.6 22.7 0.0 0.0
慢性期 83 99 26.5 16.9 33.7 31.3 0.0 10.8 0.0
重要 226 274 40.3 17.3 28.3 17.3 4.4 13.7 0.0
やや重要 102 122 37.3 19.6 28.4 23.5 3.9 6.9 0.0
あまり重要ではない 25 30 24.0 32.0 36.0 16.0 0.0 12.0 0.0
重要ではない 1 2 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問４　許可病床数

 全  体

問３　開設主体

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問５　最も多い病床

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

凡例

全体+10％

全体-10%
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「いきいき働く医療機関サポート Web」（いきサポ）を閲覧したことがある人に（n=130）、

感想を尋ねたところ、「参考になる」の回答が 83.1%と高く、「非常に参考になる」と合

わせると 9割以上が参考になると評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考になると回答した人に（n=120）、参考にしている情報を尋ねたところ、「取組事例・

提案の紹介」の比率が 65.0%と高い。次いで、「『参考にされた』取組事例・提案」「資料

のダウンロード」の順で、勤務環境改善の事例収集先として利用されており、「取組事

例・提案」の一層の充実が求められる。 

 

  

65.0 

38.3 

29.2 

20.8 

19.2 

18.3 

16.7 

10.0 

8.3 

5.8 

5.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70

「取組事例・提案の紹介」

「『参考にされた』取組事例・提案」

「資料のダウンロード」

「役に立つ情報」の「各都道府県における取組」

「役に立つ情報」の「国の政策情報」

「検索ワードランキング」

「FAQ～よくある問合せ～」

「役に立つ情報」の「各都道府県の医療勤務環境改善支援センター」

「役に立つ情報」の「各種通知・審議会等」

「役に立つ情報」の「関係団体による取組」

「役に立つ情報」の「イベント開催案内および開催報告について」

その他

「いきサポ」で参考にしている情報[n=120] ％
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５．「医療勤務環境改善支援センター」 
 

支援センターの調査当時未設置の 4件を除いた認知状況は（n=891）、「知らない」とい

う回答が最も多く半数弱を占める。次いで「利用したことはなく、活動内容も知らない

が、名前は聞いたことがある」27.5%で、認知度は低い。 

 

支援センターの利用意向については（n=965）、「今のところ利用は考えていない」が 65.1%

と高く、昨年度に比べ 16.3ポイント増加している。一方、「利用したい」という積極的

な利用意向は 3.6%ととどまり、支援センターの認知度の向上と利用促進が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※平成 27年度は、支援センターが設置されていると回答した人をベースに利用意向を把握した。 
また平成 27年度の選択肢は「ぜひ利用したい」「どちらかというと利用をしたい」（「今のと
ころの利用は考えていない」は同様）と異なっている点に留意 
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調査数

利
用
し
た
い

利
用
す
る
こ

と
を

検
討
し
た
い

今
の
と
こ
ろ

利
用

は
考
え
て
い

な
い

965 3.6 31.3 65.1

国・公的 361 5.3 28.0 66.8

国・公的以外 604 2.6 33.3 64.1
20-99床 273 4.0 29.7 66.3
100-199床 288 1.7 33.0 65.3
200-299床 142 4.9 33.1 62.0
300-499床 160 5.0 26.9 68.1
500床以上 102 3.9 35.3 60.8
一般病床 653 3.8 32.2 64.0
精神病床 112 4.5 34.8 60.7

療養病床 200 2.5 26.5 71.0
高度急性期 60 5.0 31.7 63.3
急性期 453 4.2 32.7 63.1
回復期 87 0.0 29.9 70.1
慢性期 253 3.2 27.7 69.2
重要 557 4.5 32.9 62.7
やや重要 317 2.5 32.2 65.3
あまり重要ではない 82 1.2 19.5 79.3

重要ではない 9 11.1 11.1 77.8

問５　最も多い病床

問5-2　最も多い病
床の医療機能

問８　医療従事者の
勤務環境改善に関す
る現状認識

 全  体

問３　開設主体

問４　許可病床数

凡例

全体+10％

全体-10%
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Ⅳ モデル事業の実施 
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１. モデル事業の実施内容 

支援センターを訪問し、これまでの活動実績、医療機関によるマネジメントシステム

の導入・活用に向けた取組の進捗状況や今後の取組内容等を把握するため、当該支援セ

ンターの担当者等からヒアリングを実施した。 

また、支援センターが実際に支援する医療機関の中から、マネジメントシステムの導

入・活用に関して支援を行う病院に対して、当該病院に対するマネジメントシステムの

導入・活用に関する支援状況の把握等を行った。 

 

２. ヒアリング内容 

（１） 医療勤務環境改善支援センターを訪問した際 

１．支援センターの基

本情報 

①設置年月日、運営主体、役職員の構成・人数、医業経営アドバイ

ザー及び医療労務管理アドバイザーの人数・勤務状況（交代制、

常駐、連絡体制） 

②運営協議会の構成団体、開催状況、協議内容、支援センターの

活動方針など協議会決定事項 

③支援センターの目標（28 年度、中長期）、目標達成に向けた基本

的な活動方針 

２．支援センターにお

けるこれまでの活

動状況（運営上工

夫している点を含

む） 

(1)業務ポイントＰ２～「基本的な活動内容」関係 

①マネジメントシステム等の周知・啓発 

②医療機関の実態やニーズの把握 

③マネジメントシステムの導入・定着支援  

④相談等対応（労務管理・医業経営別の内容等） 

⑤その他（都道府県独自の取組や支援ツール、アドバイザーの

育成など） 

（２）業務ポイントＰ６～「医療機関の支援に当たっての留意点」関係 

①医療機関の実情や自主性を尊重した専門的・総合的な支援 

②好事例の把握・活用（都道府県収集分を含む） 

③アドバイザー間の緊密な連携による医療機関の支援、アドバイ

ザーの役割・立場の認識 

④都道府県及び労働局との連携（医療・労務管理政策の動向把

握、実務面での定期的な情報交換） 

⑤関係団体との連携・協力（関係団体の動向把握、地域医療支

援センターやナースセンター等との連携、「ワンストップ性」と

「ハブ機能」に関する認識及び実施事例） 

３．支援センターの活

動を通じた県内の

医療勤務環境改善

の成果・効果 

①医療勤務環境改善の成果・効果 

②成果・効果の要因・背景 

４．支援センターにお

ける課題・今後の

方向性 
 

①支援センター運営上の課題・今後の方向性（専門性、人員体制

等を含む） 

②（上記）基本的な活動内容に関する課題・今後の方向性 

③運営協議会の課題・今後の方向性 

④その他 
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５．医療勤務環境改

善マネジメントシス

テム全般（支援セン

ターの役割と活動

内容を含む）に関す

る意見・提言・要望

等 

同左 

 

（２） 医療機関を訪問した際 

１．参加医療機関の

基本情報 
 

①参加医療機関の理念（ミッション、ビジョン） 

※勤務環境改善に関する理念を含む 

②病床数（病床機能別）、職員数（職種別）、入院基本料（看護配置

別）、地域における機能面での役割など 

③医療従事者の確保（定着、離職、採用（近隣医療機関との競

合）、職員満足度等）の状況 

２．モデル事業（医療

勤務環境改善の

取組）に対する医

療機関の考え方 

①医療勤務環境改善の必要性（勤務環境に関しての課題・問題

点） 

②モデル事業実施以前の勤務環境改善の取組内容 

③モデル事業実施の狙い（支援センターへの期待を含む） 

３．モデル事業（医療

勤務環境改善の

取組）の取組内

容 
 

①モデル事業の推進体制（支援センターとの役割分担） 

②モデル事業の院内推進体制 

③モデル事業の全体スケジュール 

④モデル事業の実施内容（活用ツールを含む） 

⑤モデル事業実施にあたっての組織における工夫 

４．モデル事業（医療

勤務環境改善の

取組）による変

化・効果・成果 

①医療勤務環境改善による変化・効果・成果 

②変化・効果・成果の要因・背景 

 

５．今後の勤務環境

改善の方向性・

内容 

同左 

６．モデル事業（医療

勤務環境改善の

取組）実施の総

括（評価、感想

等） 

①モデル事業における支援センターの対応についての感想 

②医療勤務環境改善マネジメントシステム全般に関する意見・提

言・要望等 
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３. モデル事業参加都道府県 

都道府県 対 象 訪問日 特記事項 

岩手県 
支援センター 直営 2月 3日  

医療機関 岩手医科大学附属病院 2月 3日  

山形県 

支援センター 直営 2月 13日  

医療機関 最上町立最上病院 2月 14日 

日本看護協会

ワーク・ライ

フバランスモ

デル事業参加

病院 

岐阜県 

支援センター 直営 11月 22日  

医療機関 
医療法人社団志朋会加納

渡辺病院 
11月 22日  

医療機関 
社会医療法人緑峰会養南

病院 
12月 14日  

福岡県 

支援センター 直営 2月 9日  

医療機関 
医療法人社団敬信会大法

山病院 
2月 10日  

医療機関 医療法人昌和会見立病院 2月 10日  
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４. モデル事業のまとめ 

４県（岩手県、山形県、岐阜県、福岡県）の医療勤務環境支援センターと病院へのヒ

アリング調査を通じて、医療勤務環境改善の取組について、以下の特徴的な状況および

課題が把握できた。 

 

（１）医療勤務環境改善支援センターについて 

①取組状況 

（導入定着支援業務） 

・ 医療機関側からの自主的な相談が少ない中、取組実績を増やすように、支援す

る医療機関を毎年設定（モデル事業等）し、アドバイザーの派遣等を通じ能動

的・実践的な支援を行っている支援センターもある。 

 

（好事例の把握・活用） 

・ 支援センターは支援を行った医療機関に対して、成果発表を期待することが多

いため、支援を通じて事例の蓄積も進みやすい。事例の蓄積・紹介が、他医療

機関の取組の呼び水にもなるといった好循環もみられる。 

 

②課題 

【支援センターの体制の充実】 

・ 一部支援センターでは、「相談員」「推進員」などと呼ばれる支援センター業務

に専念する職員がいる。しかし、こうした職員の存在は必ずしも一般的ではな

く、支援センター職員が他業務と兼務しているケースが多い。より積極的な支

援医療機関の掘り起こしや支援活動を行うためにも、支援センターに専門性の

高い人材のより手厚い人員配置も求められる。 

 

【支援センターの支援ノウハウ不足の改善】 

・ 支援センターの利用可能なツールも「医療分野の『雇用の質』向上のための勤

務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（改訂版）」「医療勤務環境改善

支援センターの業務のポイント」「いきサポ」などに限られており、支援ノウハ

ウを高めるツールや方法論が限られている。他団体との連携の強化はもとより、

例えば、他の都道府県の支援センターの取組事例の紹介や支援センターの支援

のあり方を指導してもらえるような学習機会が望まれている。 

 

【勤務環境改善（マネジメントシステム）取組のための動機付け】 

・ 支援センター側の周知・啓発等の取組にもかかわらず、「勤務環境改善（マネジメ

ントシステム）」のモデル事業等への参加に消極的な医療機関も少なくない。その

ような医療機関が取組を進めるためには、支援センターによる働きかけのあり方

の工夫等も必要と考えられる。 

  



131 

 

（２）医療機関について 

①取組状況 

（方針表明） 

・ 医療機関の中には、「勤務環境改善」や「ワーク・ライフ・バランス」というと、

何か華々しい取組を行うイメージを持つところもあるが、「経費をかけずに、で

きることから始める」「お金をかけずに意識を変えよう」といった方針を掲げ、

手軽な取組として、改善や組織の活性化につなげているところもある。 

 

（体制整備） 

・ 委員会の構成にも工夫を凝らし、多職種に加え、性別、独身・既婚、育児中、育

児を終えた段階の職員など様々な生活環境のメンバーを交えて、より多様な現場

意見の吸い上げに努めて、現場と経営側の意識ギャップの改善を図るところもあ

る。 

・ 委員会メンバーの任期を 1 年に限定して委員の交代を多頻度で行うことで、より

多くの職員に対して勤務環境改善への巻き込みを図るところもある。 

 

（現状分析） 

・ 「現状分析シート」のように、医療機関の現状を比較的手軽に把握するツールも

あるが、必要に応じて全職員を対象にした職員アンケートなどを実施し、現場の

声の吸い上げに努めているところもある。 

 

（取組の実施） 

・ 勤務環境改善に関して院内広報誌の発行を行い、職員全体に取組の周知徹底を行

い、参加意識の醸成等を図るところもある。 

・ 院内で全体学習会などを行うなどして、全職員に対して参加意識・当事者意識の

醸成を図り、取組をより活発化するところもある。 

 

②課題 

【支援センターによる継続的な支援への期待】 

・ 勤務環境改善は数年程度の取組となりがちであるが、支援センターのアドバイ

ザー等の派遣は基本１年間となっているケースが多い。アドバイザー等の支援

が効果的であった医療機関では、支援の形態や頻度を変えても継続的な支援を

期待する声がある。 
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Ⅳ―１．岩手県 

１． 支援センター 

１．支援センターの基本情報 

① 設置年月日 平成 27年 3月 25 日 

運営主体 岩手県直営 

役職員の構成・人数 医療政策室長、医務課長、特命課長、主査、相談員・5人 

（なお相談員 1名は医療勤務環境改善センター専任） 

医業経営 

アドバイザー 

人数 0名 

勤務状況 医療機関からの依頼を受け支援センターがアドバイザーを

選定・派遣する形態を取っている。 

医療労務管理 

アドバイザー 

人数 12名 

勤務状況 岩手県社会保険労務士会に常駐（交代制で常時 1名が対応） 

② 運営協議会  

構成団体 岩手県医師会、岩手県看護協会、岩手県私立病院協会、日本

医業経営コンサルタント協会岩手県支部、岩手県社会保険労

務士会、岩手労働局、医療政策室 

開催状況 年 2回開催 

協議内容 １.今年度事業実施状況 

 ①普及啓発事業の実施状況 

②個別医療機関への支援について 

 ③医療勤務環境改善支援事業補助の状況について 

 ④医療勤務環境改善計画の策定状況について 

２.次年度医療勤務環境改善支援事業計画について 

協議会の決定事項 ・医療勤務環境改善年次活動計画の了承 

③ 支援センターの目標 

（平成 28年度、中長期） 

・勤務環境改善計画の策定を累計で 30医療機関。 

・勤務環境改善支援事業による支援補助制度を利用する医療

機関を 4機関 

目標達成に向けた基本的

な活動方針 

・関係者との協議（運営協議会等） 

・普及啓発事業 

・個別医療機関への支援 

・医療勤務環境改善支援事業補助金 

 

２．支援センターの活動状況 

(1)医療勤務環境改善支援センター業務ポイント P2～「基本的な活動内容」関係（これまでの

活動状況） 

① マネジメントシステム等

の周知・啓発 

・センター主催の（県内医療機関・関係機関対象）研修会を 1

回開催し、およそ 60医療機関、150名程度の参加があった。

補助金を活用して勤務環境改善に取組んだ医療機関につい

ては、研修会において事例の発表を行っている。 

・（地域の看護師長会、事務局長会等）関係機関研修会へ講師

派遣 4回実施。 

・職場研修会へ講師派遣 2回実施。 

・職場研修会へ専門アドバイザー派遣 4回（2月・3月予定） 
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② 医療機関の実態やニーズ

の把握 

・医療機関へアンケートにより計画策定状況調査や取組支援

希望調査を実施（年２回：８月・１月）している。なお、

改善計画書を作成した場合には、その提出を求めている。 

③ マネジメントシステムの

導入・定着支援 

・センター主催の研修会、関係機関研修会へ講師派遣、職場

研修会へ講師派遣、職場研修会へ専門アドバイザー派遣等

により制度の周知を図っている。 

・その他、医療機関からの依頼に基づき個別相談への対応を

行っている。 

④ 相談等対応（労務管理・偉

業経営別の内容等） 

・センター及び社会保険労務士会が設置している専用電話へ

直接電話で相談ができる体制をとっている。 

・問い合わせは年間 30件程度あり、勤務環境改善の取組に関

する相談の他に、改善計画書記載方法などの問い合わせも

多い。 

⑤ その他（都道府県独自の取

組や支援ツール、アドバイ

ザーの育成等） 

・相談員 1名は、医療勤務環境改善センターの業務に専任で

対応をしている。 

 

 (2) 「医療勤務環境改善支援センターの業務ポイント」Ｐ６～「医療機関の支援に当たって

の留意点」関係 

① 医療機関の実情や自主性

を尊重した専門的・総合的

な支援 

・医療機関の職場研修会へアドバイザー派遣を行っている。 

・策定支援の際に専門アドバイザー（医療労務管理アドバイ

ザー）を同行し支援を行っている。その他、医療機関側か

らの問い合わせに応じて、医業経営アドバイザーを派遣で

きる体制をとっている。 

② 好事例の把握・活用（都道

府県収集分を含む） 

・必要に応じて、他医療機関が策定した勤務環境改善計画書

や取組事例などを示して参考にしてもらうようにしてい

る。 

③ アドバイザー間の緊密な

連携による医療機関の支

援、アドバイザーの役割・

立場の認識 

・センター職員と専門アドバイザーが協力して支援を行って

いる。特に医療機関に訪問する時には、医療労務アドバイ

ザーを同行するようにしている。 

④ 都道府県及び労働局との

連携（医療・労務管理政策

の動向把握、実務面での定

期的な情報交換） 

・運営協議会で事業の実施状況を説明し情報交換を行ってい

る。 

⑤ 関係団体との連携・協力

（関係団体の動向把握、地

域医療支援センターやナ

ースセンター等との連携、

「ワンストップ性」と「ハ

ブ機能」に関する認識及び

実施事例） 

・日本看護協会の「看護職のワーク・ライフ・バランス推進

ワークショップ」へセンター職員が参加して、協力関係を

保つようにしている。 
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３．支援センターの活動を通じた県内の医療勤務環境改善の成果・効果 

① 医療勤務環境改善の成

果・効果 

・医療勤務環境改善計画の策定医療機関が支援センター開設

以来累計で（県内 93病院の内）34医療機関に達している。 

・医療機関へマネジメントシステムにより策定した改善計画

書の提出を求めているが、今後は取組成果の把握をしてい

くこととしている。 

・一方、医療勤務環境改善支援補助金を 3 年で 12医療機関

へ交付してきた。補助金を交付した医療機関については、

支援センター主催で年１回開催している研修会において、

成果発表を行ってもうらようにしている。 

② 成果・効果の背景・要因 ・医療勤務環境改善支援補助金の交付、研修会の開催により

センターが目標としている勤務環境改善計画策定の医療

機関が増えてきている。 

・支援センターに専任の相談員を配置していることも、取組

を加速させる要因の一つとも考えられる。 

 

４．支援センターにおける課題・今後の方向性 

① 支援センター運営上の課

題・今後の方向性（専門性、

人員体制等を含む） 

・現在は、医療機関からの相談に対して対応できる医業経営

アドバイザーが常駐しておらず、必要に応じて対応しても

らう体制となっているが、医業経営アドバイザーが常駐し

ていれば支援体制に厚みが増すと思う。 

・支援センターの相談員自身が「いきサポ」等に掲載されて

いる事例などを参考にスキルを高めることで、より効果的

な支援ができると考えている。 

② （上記）「2.基本的な活動

内容」に関する課題・今後

の方向性 

・県内すべての医療機関に勤務環境改善計画を策定してもら

うことを目指して取組でいく。 

③ 運営協議会の課題・今後の

方向性 
・県が主体となって事業実施を行っているが、さらに関係団

体と連携を図りながら取組む必要がある 

④ その他 ― 

 

５．医療勤務環境改善マネジメントシステム全般に関する意見・提言・要望等 

・医療勤務環境改善の取組は、医療機関に対する「努力義務」だけではなく、他の政策と組み

合わせて取組んでいくことが必要と考える。 

・支援を行うにあたっては、支援センターの職員の資質向上が欠かせないが、現状はその機会

が十分にあるわけではない。例えば、支援センターのための勉強会のような機会や支援セン

ターが支援を行う際に参考となるような事例の紹介を期待したい。 
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２． 医療機関（岩手医科大学附属病院） 

１．医療機関の基本情報 

① 

医療機関の理念（ミッシ

ョン、ビジョン）※勤務

環境改善に関する理念

を含む 

誠の精神に基づく、誠の医療の実践 

１．患者様本位の安全な医療の実践 

２．高度で良質な医療の実践 

３．人間性豊かな優れた医療人の育成 

４．高度先進医療の開発と推進 

５．地域医療機関との連携 

６．地域医療への貢献 

② 

 

病床数（病床機能別） 1,166床（一般：1,088床、精神：78床） 

職員数（職種別） 

合計 2,544名 

医師 446名、歯科医師 158名、薬剤師 71名、看護師 1,262名、

看護補助者 111名、管理栄養士 17名、診療放射線技師 58名、

理学療法士 11名、臨床検査技師 82名、臨床工学技士 26名 

病院事務部事務員 151名 その他 151名    

入院基本料（看護配置

別） 

特定機能病院入院基本料 一般病棟７対１入院基本料 

特定機能病院入院基本料 精神病棟 10対１入院基本料 

地域における機能面で

の役割など 

・特定機能病院 

・都道府県がん診療連携拠点病院など、各種拠点病院 

・高度救命救急センター 

③医療従事者の確保状況 

定着、離職 ・医師を除くと、全国他大学と比較して職員の平均年齢の高い

傾向がみられる。このことからも、職員の定着率は比較的良

好でないかと考えている。 

・岩手県内では他都道府県への医療従事者の流出傾向が顕著な

ため、県全体で医療従事者が不足気味である。 

・近年は、病院数の多い県立病院等が医療従事者の雇用に積極

的で、岩手県内の医療機関へ転職するケースも多くなってい

る。 

採用（近隣医療機関との競

合） 
・岩手県内医療機関の積極的に採用活動の影響で、採用にも難

しさがみられる。 

・首都圏の病院の求人活動が岩手県において活発で、雇用条件

の良さなどから首都圏に人材が流出してしまっている。 

職員満足度 ・職員満足度調査を行っていないため正確なところはわからな

い。 

・ただし、現状では長時間労働などもみられるため、職員満足

度の状態は必ずしも良くないかもしれない。いずれにしても

職員満足度の把握は今後の重要な課題である。 
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２．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）に対する医療機関の考え方 

① 医療勤務環境改善の必

要性（勤務環境に関して

の課題・問題点） 

・医療従事者全体で不足感がある。特に医師の新臨床研修制度

が導入されて以降、医師不足が深刻化してきている。 

・また県土が広いため、応援派遣等で他病院へ行く医師の移動

労力の負担が大きく、医師の長時間労働一つの要因と考えら

れる。 

・勤務医の負担軽減は早急に取組むべき事項であると考えた。 

② モデル事業実施以前の

勤務環境改善の取組内

容 

・看護師・薬剤師等の増員、あるいは医師に対する手当の充実

を中心とした処遇改善を行ってきた。そうした施策の効果は

明確ではないが、病院では医師等の医療従事者に対しては、

できる限りの対応をしたいと考え、取組を進めてきた。 

③ モデル事業実施の狙い

（支援センターへの期

待を含む） 

・医師の長時間労働を是正する観点から、平成 25年度から医師

事務作業補助者の導入を図った。翌 26年度に支援センターの

支援補助制度を利用し、医師事務作業補助者の充実を進めた。 

 

３．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）の取組内容 

① モデル事業の推進体制

（支援センターとの役

割分担） 

・支援センターからは、勤務環境改善計画の策定およびその進

め方等について指導を受けた。 

② モデル事業の院内推進

体制 

 

・病院事務部長を中心に、取組の進捗と課題の抽出、今後の方

針を協議しながら進めた。また事務局の検討会を毎週開催し

ている。 

③ モデル事業の全体スケ

ジュール 

・医師事務作業補助者に対する教育体制の整備を進めながら段

階的に進めている。平成 25年度に医師事務作業補助者１名か

ら取組みを始め、翌 26年度に支援センターの支援補助制度も

活用し１名増員し、４年程度で４名体制を構築することにし

た。 

・4名体制が整備できた後は、総数 11名まで順次拡大する予定

である。 

④ モデル事業の実施内容

（活用ツールを含む） 

・医師事務作業補助者の導入・配置を通じて医師の負担軽減を

目指した。特に、整形外科や消化器外科、消化器内科など、

診断書の作成枚数の多い診療科では、診断書の作成業務が医

師の大きな負担になっていた。そのため、補助者の業務も診

断書作成の補助業務に絞り込む形で、医師の負担軽減を目指

すことにした。 
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⑤ モデル事業実施にあた

っての組織における工

夫 

〇実施に当たっては、幾つかの工夫を試みた。 

① 大学病院としての教育機能を阻害しない業務でかつ、医師

にとって負担が大きく、他の職員にも代替できる業務を対

象とし、初めに診断書作成から取組んだ。（例えば、カルテ

記載代行業務は、大学病院の医師に対する教育機能として

の側面もあることを考慮した）。 

② 既存の診断書作成の業務フローを大きく変えることなく医

師の作業負担を減らすようにし、違和感なく現場の理解を

得やすくした。 

③ 医師事務作業補助者が、特定の医師の秘書業務などに巻き

込まれることなく診断書作成補助業務集に集中できるよう

に外来とは離れた場所に特別に部屋を確保した。 

④ 補助者が業務内容を確実に習得できるように、教育を受け

て業務を習得し、その後、習得した者をその後指導役に回

すようにするなど、人材育成を意識しながら段階的に普及

を図った。 

⑤ 医療事務作業補助者が孤立したりしないように事務部門内

でのコミュニケーションや管理を徹底した。 

⑥ 補助者の処理速度などをデータとして蓄積し、作業のあり

方の検証を進めながら進めている、などがある。 

 

４．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）による変化・効果・成果 

① 医療勤務環境改善によ

る変化・効果・成果 

・特に反発もなく、医師の満足度が向上したことと、診断書作

成から患者への送付までの期間が短縮した。 

② 変化・効果・成果の要

因・背景 

・確実な成果に結びつくように、他病院の事例などの収集・分

析を行って、事前に上述したような様々な工夫を行ったこと

が大きいと考えている。 

 

５．今後の勤務環境改善の方向性・内容 

・現在４人体制まで拡充してきた医師事務作業補助者であるが、今後 11 人までの拡充を図る

予定である。 

 

６．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）実施の総括（評価、感想等） 

① モデル事業における支

援センターの対応につ

いての感想 

・勤務環境改善に関わる補助金の支援がなければ、医師事務作

業補助者による医師の業務負担軽減の成果に結びつかなかっ

たといっても過言ではない。その意味でスムーズに補助金の

対応をしてもらったことには非常に感謝している。 

② 医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム全般

に関する意見・提言・要

望等 

・新しい取組みを行う場合には、事例の収集・分析が欠かせな

い。そうした情報にアクセスし易い環境の充実を一層進めて

もらいたい。 
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Ⅳ―２．山形県 

１． 支援センター 

２．１．支援センターの基本情報 

① 設置年月日 平成 27年 4月 1 日 

運営主体 山形県 

役職員の構成・人数 3名 

医業経営 

アドバイザー 

人数 1～2名 

勤務状況 医業経営コンサルタント協会山形県支部委託 

医療労務管理 

アドバイザー 

人数 5名 

勤務状況 山形労働局（山形県社会保険労務士会委託） 

② 運営協議会  

構成団体 ・学識経験者、病院関係者、各看護学校養成所関係者、県看

護協会関係者、労働局関係者、その他知事が必要と認める

者。 

※「看護師等確保推進会議」のメンバーと兼務 

開催状況 ・2回～3回/年 

協議内容 ・医療勤務環境改善支援センターの利用状況の報告と意見聴

取し運営の方向性を協議。 

協議会の決定事項 ・支援センターの運営に関する方向性について。 

③ 支援センターの目標 

（平成 28年度、中長期） 

・「医療労務管理分野」、「医業分野」の２つの領域に関する専

門アドバイザーによる相談回数の増加。 

目標達成に向けた基本的

な活動方針 

・関係機関と連携した「医療労務管理分野」、「医業分野」の

２つの領域に関する専門アドバイザーを派遣し相談医療機

関の相談に応じた助言、アドバイスを行う。 

 

２．支援センターの活動状況 

(1)医療勤務環境改善支援センター業務ポイント P2～「基本的な活動内容」関係（これまでの

活動状況） 

① マネジメントシステム等

の周知・啓発 

・県地域医療対策課が主催する「県内病院看護部長・総看護

師長会議」において、医療勤務環境改善マネジメントシス

テム等の周知・啓発。 

・看護職（医療職）ワーク・ライフ・バランス推進ワークシ

ョップ（山形県看護協会への委託事業）の場を活用した医

療勤務環境改善マネジメントシステムの周知・啓発。 

・その他、病院を個別訪問するなど様々なな機会を使った、

支援センターの紹介等。 

② 医療機関の実態やニーズ

の把握 

・県地域医療対策課において県内病院（68施設）実態調査を

実施し、離職状況等の把握を行った。今後、医療勤務環境

改善についての取組状況を把握する方向で調整を進めてい

る。 
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③ マネジメントシステムの

導入・定着支援 

・病院からの要望に応じ、支援センターが医療勤務環境マネ

ジメントシステムについて説明を行い、必要に応じて労務

管理、医業経営のアドバイザー派遣を行っている。 

・平成 28年度は、は上記支援センターを通じ計３病院に対し

ての取組を支援、。（医業経営および医療労務管理の両アド

バイザーを延べ 20回派遣。） 

・県看護協会は主にインデックス調査を活用したＷＬＢの推

進・定着化に力点を置いた支援を行っている。一方、支援

センターでは、医療労務管理や医業経営アドバイザーがい

るため、ＷＬＢだけにととまらず、勤務環境改善について、

俯瞰的かつ専門的な視点も交えて支援を進めるようにして

おり、県看護協会の取組を補完するような形で連携させな

がら進めている。 

④ 相談等対応（労務管理・医

業経営別の内容等） 

・労務管理（労働改善、健康支援、働きやすさ、いきがい形

成支援）と医業経営（制度、組織経営管理、関連補助制度）

の双方の相談に対応できるようにしている。 

⑤ その他（都道府県独自の取

組や支援ツール、アドバイ

ザーの育成等） 

・県看護協会と連携し、インデックス調査を活用した医療勤

務環境改善への支援。 

 

(2) 「医療勤務環境改善支援センターの業務ポイント」Ｐ６～「医療機関の支援に当たっての

留意点」関係 

① 医療機関の実情や自主性

を尊重した専門的・総合的

な支援 

・医療機関が自ら医療勤務環境改善計画を策定及び推進する

に当たり、経営面や労務管理面での助言、または、医師や

看護職員等の職種別の働きやすさの向上に関する助言な

ど、当該医療機関の要請に応じて、アドバイザーを派遣し、

その取組を支援するようにしている。 

② 好事例の把握・活用（都道

府県収集分を含む） 

・好事例の把握・共有化を図ることは、各医療機関による勤

務環境改善の取組を促進するうえで重要であることから、

看護協会等関係団体からの協力を得て各種会議等で取組事

例の周知を行っている。 

・また、県看護協会のＷＬＢL推進の一環で、ワークショップ

が開催されている。モデル事業としてＷＬＢにと取組む病

院以外にも傍聴参加している病院があり、事例に触れる機

会にもなっている。 

・県内病院においてＷＬＢの取組はある程度行われているも

のの、取組の評価が定性的なものが多いため、定量的なデ

ータや、経年的変化をもとに評価された好事例を紹介して

いくことが課題である。 

③ アドバイザー間の緊密な

連携による医療機関の支

援、アドバイザーの役割・

立場の認識 

・アドバイザーによる医療機関の取組への支援を行った場合

には、支援センターを通し、他のアドバイザーとの情報共

有を図っている。 
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④ 都道府県及び労働局との

連携（医療・労務管理政策

の動向把握、実務面での定

期的な情報交換） 

・運営協議会の開催等を通して、情報交換等を実施。 

⑤ 関係団体との連携・協力

（関係団体の動向把握、地

域医療支援センターやナ

ースセンター等との連携、

「ワンストップ性」と「ハ

ブ機能」に関する認識及び

実施事例） 

上記と同じ 

 

３．支援センターの活動を通じた県内の医療勤務環境改善の成果・効果 

① 医療勤務環境改善の成

果・効果 

・山形県看護協会との連携により、県内３公立病院のＷＬＢ

推進の取組が進められていることや、こうした取組につい

てマスコミなどから取り上げられることにより、病院・診

療所のみならず福祉施設などを含めて地域での関心が高ま

っていることなどから一定の成果につながっていると考え

ている。 

② 成果・効果の背景・要因 ・医療機関が独自に勤務環境改善に取組むだけでなく、県看

護協会等の関係団体と連携した支援やアドバイスを受ける

ことにより、スムーズにマネジメントシステムの導入が図

られている。 

・アドバイザー以外にも支援センターの職員が、支援対象と

する病院を訪問するなど、県看護協会との連携や病院に対

する支援を手厚くしたことも、ＷＬＢ推進の活発化に一定

の効果があったものと考えている。 

 

４．支援センターにおける課題・今後の方向性 

① 支援センター運営上の課

題・今後の方向性（専門性、

人員体制等を含む） 

・支援センター設立から日が浅いこともあり、県内医療機関

に対し、支援センターの事業や、各医療機関が、医療勤務

環境改善の必要性など周知していく必要がある。 

② （上記）「2.基本的な活動

内容」に関する課題・今後

の方向性 

・好事例を紹介すると、病院から関心を持たれることが多い。

そのため、取組事例が掲載されている「いきサポ」の紹介

し、好事例の蓄積を図っていくことが必要。 

・県内病院を対象にしたアンケート調査などによって、勤務

環境改善の取組状況やその定量的な効果の実態把握等が必

要。 

③ 運営協議会の課題・今後の

方向性 
・関係団体と連携を強化し、勤務環境改善を医療職全体で取

組むことが必要。 

④ その他 ― 

 

５．医療勤務環境改善マネジメントシステム全般に関する意見・提言・要望等 

― 

  



141 

 

２． 医療機関（最上町立最上病院） 

１．医療機関の基本情報 

① 

医療機関の理念（ミッ

ション、ビジョン）※

勤務環境改善に関する

理念を含む 

・病院のミッション（※）：ウェルネスタウンもがみを支える自

治体病院として住民に信頼される「あ（たたかなケア）し（ん

しな態度）た（ゆまぬ努力）」の医療を目指します！！ 

※ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）推進に向けたミッシ

ョンと同一 

 

・（ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）推進に向けた）ビジョ

ン：思いやりとやりがいをもって働き続けられる職場を目指

そう！！ 

② 

 

病床数（病床機能別） 70床（一般病棟 50 床、療養病棟 20床） 

職員数（職種別） 
常勤医 4名、看護師 39名、看護助手 11名、 

医療技術員 10名、事務 4名他 

入院基本料（看護配置

別） 
15:1 

地域における機能面で

の役割など 

・最上町では、最上病院の他、特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、グループホーム、高齢者総合福祉センターなど医

療・保健・福祉の各領域を一体化させた複合施設「ウェルネ

スプラザ」を整備している。 

・最上病院は、ウェルネスプラザ内において、入院・外来とい

った医療一般に加え、退院後のリハビリ、訪問看護等の支援

も行う地域医療の中心的な役割を担っている医療機関であ

る。 

③医療従事者の確保状況 

定着、離職 ・離職率の問題よりも、看護師の高齢化が進み、3年以内に定年

になる者が全体の約 4分の 1を占める 10名と多いことが喫緊

の課題である。過疎地のため人材確保が容易ではない。 

採用（近隣医療機関との競

合） 

・人口の高齢化や減少が進む過疎地において医療専門職を確保

することが年々難しくなってきている。 

職員満足度 ・ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）モデル事業の一環とし

て、平成 28年度に行った日本看護協会のインデックス調査以

前は、特に職員満足度の把握は行ってはいない。 

・インデックス調査の結果によると、全体の半数を超える職員

が「長く勤めたい」と回答している。だが一方で、「職員を大

切にする組織であると思うか」については「思わない」との

回答が全体の 6割超と多くなっている。また、全体の 8割の

職員が職場の将来に不安を感じていることなどが示されてい

る。 
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２．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）に対する医療機関の考え方 

① 医療勤務環境改善の必

要性（勤務環境に関して

の課題・問題点） 

・今後３年間で 10人の看護師の定年退職が見込まれているが、

過疎地域の小さな病院において医療スタッフを確保するのは

年々難しくなってきている。人材確保のためには、病院の理

念の再構築などを含めて職場環境の良さをアピールしていく

必要があると考えている。そのためにはワーク・ライフ・バ

ランス（ＷＬＢ）は非常に有効であると院長を含めて病院の

幹部が認識を持った。 

・病院の財務状況に目を向けると、内部留保も不足するなど厳

しさが増していた。加えて、新病院改革プランの策定も総務

省から求められていた。さらに町の医療福祉保健政策の基盤

ともいえる「ウェルネスタウン構想」の今後の展開が検討課

題として持ち上がっており、町における病院の位置づけをど

のようにするかが大きな検討テーマになっていた。 

・町における今後の病院のありようといった大きな枠組みの中

で、ＷＬＢの取組を通じた医療専門職の確保の重要性を位置

づけ、職員の意識改革を含めて職場環境改善の取組を行う良

いタイミングであるとの判断からスタートさせた。 

② モデル事業実施以前の

勤務環境改善の取組内

容 

・具体的な取組は特に行っていなかった。 

③ モデル事業実施の狙い

（支援機関：看護協会/

支援センター等への期

待） 

・山形県看護協会からの働きかけもあり、日本看護協会のＷＬ

Ｂ推進モデル事業に参加した。なお特徴としては、山形県看

護協会と山形県の医療勤務環境改善支援センターが連携して

行うことがあげられる。 

・ＷＬＢに小規模な病院が自院だけで取組むと、取組の適切さ

になかなか自信を持てないことがある。しかし、ＷＬＢ推進

事業に参加することで、他病院の看護部長などがアドバイザ

ーとして派遣され、他病院での経験を踏まえた事例を学ぶこ

とができ、自院の現状や改善の進め方を相対化させながら進

めることのできる点が魅力的に映った。 

 

３．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）の取組内容 

① モデル事業の推進体制

（支援機関（看護協会/

支援センター等）との役

割分担） 

・主に県看護協会主導で進められている。アドバイザー派遣の

依頼などは、支援センターを通じて行うことになっている。 

・支援センターのアドバイザーの他にも県看護協会を通じて、

県内他病院の看護部長などがアドバイザーとして派遣される

形態となっている。 

② モデル事業の院内推進

体制 

 

・ＷＬＢの院内推進体制は、病院新改革プラン策定作業部会と

連携させながら進めた。 

・その後、「勤務体制改善プロジェクト」「広報プロジェクト」「お

互い様意識向上推進プロジェクト」の３つのプロジェクトチ

ームを設置して人員の強化を図った。 
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③ モデル事業の全体スケ

ジュール 

・取組は平成 28年度 7月の「医療職版ＷＬＢインデックス調査」

の実施から実質的にスタートした。 

8月：推進体制の検討 

9月：アドバイザーによる指導で、モデル事業の進め方等を検

討。またインデックス調査の結果を踏まえた（県内でＷ

ＬＢ推進モデル事業に取組む他の２病院との）2日間に

渡る合同ワークショップの開催を通じて、ミッション、

ビジョン、課題の抽出と行動目標・計画の策定を行った。

検討に当たっては、当院から看護師、看護補助、コメデ

ィカル、事務職から人選し、総勢 13名程度が参加した。 

10月：ＷＬＢ推進に向けた院内学習会の開催。３つのプロジェ

クトチームを設置し、体制強化を図った。 

11月：アドバイザーの指導による各プロジェクトの具体的な進

め方等の検討。情報収集及び分析・活動を実施した。 

12月：各プロジェクト単位での課題の検討等。 

1月：各プロジェクト単位での課題の検討等。ＷＬＢ推進委員

会を開催した。 

④ モデル事業の実施内容

（活用ツールを含む） 

・日本看護協会のインデックス調査を活用し、他病院との合同

ワークショップや院内委員会等での検討を通じ、「勤務体制改

善プロジェクト」「広報プロジェクト」「お互い様意識向上推

進プロジェクト」の３つのプロジェクトについて取組を進め

た。 

・取組に当たっては、県看護協会を中心に支援センターとの連

携による支援を受けた。 

⑤ モデル事業実施にあた

っての組織における工

夫 

・全体の 3分の 1位の職員がプロジェクトメンバーとしてプロ

ジェクトに加わったことに加え、院内での浸透を図るためプ

ロジェクトチームのメンバー以外にもより多くの職員を巻き

込むため院内学習会も合わせて開催した。 

・人材確保が難しいといった背景はあったものの、病院の財務

基盤が厳しく一般会計からの繰入金を得ている中にあって

は、ＷＬＢの取組のみを強調し過ぎると、町民の反感を招き

かねないという懸念があった。そのため、町における今後の

病院のありようといった大きな枠組の中で、ＷＬＢの取組を

通じた医療専門職の確保の重要性を位置づけて取組を始め

た。 
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４．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）による変化・効果・成果 

① 医療勤務環境改善によ

る変化・効果・成果 

〇取組全体を通じては、下記のような成果がみられた。 

・ＷＬＢとは何か、またその必要性について学ぶ好機となった。 

・今後の当院のあり方について、考え・語り合う機会となった。 

・活動を通して、職場全体に「自分たちの職場は自分たちで改

善していこう」という機運が芽生えて、職場が取組に前向き

になるなど、職場の風土が変わった。 

〇個別プロジェクトについては、下記のような成果がみられた。 

・院内で一定の評価を得たため拡充に向けた取組を進める。 

・「ＷＬＢ推進広報プロジェクト」については、ＷＬＢの基礎知

識等の習得・共有化のためのミニコミ紙の発行に向けた取組

を進めている。 

・「夜勤体制改善検討プロジェクト」は、看護師のみ関与したプ

ロジェクトである。夜勤における「逆循環」の改善について

検討し、看護師全体による学習会を３回ほど含めて検討を進

め、多様な意見を踏まえ「正循環」と「逆循環」を組み合わ

せた勤務表を作成し試行を始め、今後拡充に向けて検討を進

めている。 

・「お互い様意識向上プロジェクト」では、「お互い様」という

気持ちを意識するようになった。また、職員の意識向上のた

めの標語募集と啓発ポスターの作成を進めており、標語につ

いては「選抜総選挙」と称したイベントを企画し、最優秀作

品を選ぶといった工夫を凝らした。 

② 変化・効果・成果の要

因・背景 

・夜勤体制改善検討プロジェクトについてみると、以前であれ

ば、看護部にもあきらめ感や立場のある人が主導しないと組

織が動かないということがみられた。しかし、今回、「勤務体

制」という看護師全員に関わるテーマを、若い人などの意見

を取り入れながら全員で議論することを通じ、一体感が醸成

され、前向きな取組が進んだことが大きいと感じている。 

・プロジェクトメンバーのみならず、院内学習会を行うことで

院内の多くの職員を巻き込むことで院内への浸透を図るよう

にした。 

 

５．今後の勤務環境改善の方向性・内容 

・ＷＬＢの取組は今年度から開始したが、1年で終わるような取組ではなく 4～5年程度はかか

るものだと思っている。 

・今年度、取組を始めたものの継続的な取組みを通じて、確実に組織に根付かせることが必要

である。具体的には看護師の夜勤体制の改善の定着化、（職員・スタッフの日常的なコミュ

ニケーション向上と情報交換の場としての）サロンの常時開設、ミニコミ紙（ＷＬＢニュー

ス）の発行を通じ問題や課題の共有化である。 

・ＷＬＢ推進と病院改革との接点をより明確にし、職員・スタッフがこれを共有できるように

すること。さらに町立病院でもあるため、院内だけではなく、様々な機会を通じて、広く町

民に当院の取組を理解してもらうことが必要と考えている。 

・インデックス調査は、今後も実施し、定量的な変化についても把握したいと考えている。 
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６．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）実施の総括（評価、感想等） 

① モデル事業における支

援機関（看護協会/支援

センター等）の対応につ

いての感想 

・支援センターが積極的に前面にでるというよりも、実質的に

は県看護協会主導の支援であると感じた。中でも特に、ＷＬ

Ｂの取組実績のある県内病院の看護部長などにアドバイザー

として支援してもらった点は大きく評価できる点である。自

院だけの取組の場合、その取組の適否が判断できないが、他

病院のＷＬＢ推進の取組事例の紹介が、当院の取組の背中を

押してくれたことがありがたかった。 

・９月に行われた合同ワークショップでは、ＷＬＢに取組んで

いる他病院も参加して行われた。ＷＬＢに取組む他病院から

刺激も受ける一方、当院の発表についても他病院から評価さ

れるため自信にもつながった。 

② 医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム全般

に関する意見・提言・要

望等 

・現場の病院にとってはＷＬＢの取組の歴史もある県看護協会

の支援を得られるのは非常にありがたいと感じている。特に

実務経験豊富な病院の看護部長等をアドバイザーとして派遣

してもらえるのが大きなメリットである。 

・他方、行政主導的な色彩が強まると手続きが煩雑になるので

はないかといった懸念、病院実務への精通度合いの懸念もあ

る。支援センターの位置づけは、現行のように主に窓口的な

業務を担ってもらい、看護協会が主導的に支援をしてくれる

ような支援のあり方が良いと思う。 
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Ⅳ―３．岐阜県 

１． 支援センター 

１．支援センターの基本情報 

① 設置年月日 平成 26年 7月 1 日 

運営主体 岐阜県 健康福祉部医療整備課内  

役職員の構成・人数 医療勤務環境改善支援センター長（医療整備課長） 

事務職員（同課員）3名、推進員 1名   

医業経営 

アドバイザー 

人数 １名  

勤務状況 ・日本医業経営コンサルタント協会岐阜県支部に駐在 

医療労務管理 

アドバイザー 

人数 5名 

勤務状況 ・岐阜県社会保険労務士会 支援センター分室で水曜日を除

く（月～金）9：00～17：00 担当者が対応 

・戸別訪問、モデル病院訪問日に同行 

② 運営協議会  

構成団体 ・岐阜県医師会・歯科医師会・病院協会、日本精神科病院協

会岐阜県支部、岐阜県薬剤師会・岐阜県看護協会・診療放

射線技師会・臨床検査技師会・理学療法士会等の地域医療

経営団体 

・岐阜県社会保険労務士会、日本医業経営コンサルタント協

会岐阜県支部 

・厚生労働省東海北陸厚生局岐阜事務所、厚生労働省岐阜労

働基準部監督課・厚生労働省岐阜労働局雇用環境・均等室 

開催状況 年 2回開催 10 月（紙面報告）、1月 

協議内容 ・センターの運営に関すること 

・センターの業務に関すること 

・医療勤務環境改善に関わる関係機関との連携に関すること 

・その他医療勤務環境改善に関すること 

協議会の決定事項 ・運営協議会委員の就任について（14名就任） 

・平成 26～28年度 モデル病院支援状況についての報告 

・戸別訪問状況についての報告 

・医療勤務環境改善圏域別セミナーについての案内、内容に

ついて報告等 
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③ 支援センターの目標 

（平成 28年度、中長期） 

【中期目標】 

・モデル病院の活動が円滑に実施できるよう適切な支援・協

力ができる。 

・戸別訪問にて勤務環境改善マネジメントシステムの周知及

び勤務環境改善のアドバイス等の支援ができる（20病院目

標）。 

【長期目標】 

・医療勤務環境改善活動（1～3年目）の取組成果をまとめる

ことができる。 

・医療勤務環境改善活動の普及につなげることができる。 

目標達成に向けた基本的

な活動方針 

・運営協議会の開催 2回（紙面報告 1回、協議会 1回） 

・1年目モデル病院への支援（5病院）訪問回数 3回×5病院 

・2年目以降のモデル病院への支援（3年目 2病院、2年目 6

病院）訪問回数 3回×8病院 

・戸別訪問によるセンター活動の周知及びモデル病院の掘り

起し 

・研修会の開催（講演、活動報告 年 1回） 

・圏域別セミナー開催（年 1回） 

・電話による相談対応（随時） 

 

２．支援センターの活動状況 

(1)医療勤務環境改善支援センター業務ポイント P2～「基本的な活動内容」関係（これまでの

活動状況） 

① マネジメントシステム等

の周知・啓発 

・平成 26年度の支援センター開設以来、岐阜県下の病院を順

次戸別訪問しており、今までに 102病院のうち 76病院

（74.5％）を訪問している（平成 28年 11月 24日現在）。 

・戸別訪問時に、医療勤務環境改善支援センターの役割や支

援センターの活動内容等の紹介、マネジメントシステム等、

一連の過程について 20分程度で説明している。また、厚生

労働省発行の医療勤務環境改善マネジメントシステム周知

用リーフレットの配布、ウェブサイト「いきいき働く医療

機関サポートＷｅｂ（いきサポ）」の案内（県外の病院事例

等紹介）、モデル病院の活動紹介を行っている。 

・圏域別セミナーを開催し、圏域内病院の事務長等管理者を

対象に、2年目以降のモデル病院の活動報告、グループワー

クによる各施設の環境改善の促進等を行っている。 

・その他、勤務環境改善に関する講演及びモデル病院の活動

等を報告する研修会を年１回開催し、マネジメントシステ

ム等の普及・啓発に努めている。 

・研修会等でモデル病院の取組を発表することにより、他施

設の取組内容を知る機会となっている。 
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② 医療機関の実態やニーズ

の把握 

・戸別訪問を通じて、医療機関の実態やニーズの把握に努め

ている。 

・岐阜県看護協会のＷＬＢ推進事業を把握している看護部長

は多いものの、支援センターの活動状況については、事務

関連部門も含め「知らない」と答えた病院が多く、未だ浸

透の途上である。 

・大規模病院、中規模病院等においては、業務改善活動とし

てＴＱＭ活動等に取組んでいる病院が多かった。 

・小規模病院において、医療勤務環境改善マネジメントシス

テムの説明をすると「人が少ないからできない、活動する

のに時間がかかる」などの返答で理解を得るのに困難さを

感じる病院もあった。 

③ マネジメントシステムの

導入・定着支援 

・支援センター開設以来、毎年県内の病院に対して勤務環境

改善の「モデル病院」を募集している。取組病院数は、平

成 26年度 2病院、平成 27年度 6病院、平成 28年度 5病院

の計 13病院である。 

・モデル病院に対しては、推進員や医療労務管理アドバイザ

ーが病院の委員会開催日等に合わせて訪問するなどして、3

年間にわたって支援している。 

・モデル病院への１年目の支援内容は、「施設選定のための訪

問」「調査集計」「計画立案への支援訪問」「実施状況の確認

訪問」「まとめの支援訪問」などからなる。2年目以降は、

病院の改善策の実施が基本となるため、支援センターの支

援としては、「実施状況の確認訪問」「結果の確認」が基本

であるが、状況により柔軟に対応している。 

・なおモデル病院は年度末に「報告書」を作成し、「研修会」

で活動報告を実施している。 

・支援に当たっては、「看護職のＷＬＢインデックス調査」、「施

設調査」および「職員調査」（一部抜粋）を活用して課題抽

出を支援している。 

・「職員調査」は、モデル病院の全職員を対象に行うアンケー

ト調査で、集計のための入力作業は、支援センターで担い、

病院に過度な負担をかけないよう配慮している。 

・調査結果についても、病院の主体的な取組を大事にするよ

うに工夫している。データ入力し、集計を済ませた調査結

果からグラフ化したものを病院に渡し、病院自ら調査結果

の分析、課題の抽出を行ってもらうようにしている。病院

側の検討内容を踏まえて、病院側から事前に現状分析・対

策立案シートを送ってもらい、病院と支援センターによる

意見交換等をおこなっている。 
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④ 相談等対応 ・戸別訪問をする時は、訪問病院の施設概要、岐阜県の地域

医療構想等についてホームページ等から情報を得る。 

・病院の関心の高い労働時間管理、賃金制度、福利厚生制度

等の課題へのアドバイスができるよう医療労務管理アドバ

イザーが同行するようにしている。 

・医療労務管理アドバイザーとの情報共有の手段として、訪

問予定時間の 15 分前に集合し打ち合わせを行う。また、必

要に応じてメールや電話で連絡をとっている。 

・医業経営アドバイザーによるミニレクチャ-を実施。 

 （10月 31日、中津川市民病院「家計と病院経営について」） 

⑤ その他（都道府県独自の取

組や支援ツール、アドバイ

ザーの育成など） 

・支援センターには「推進員」１名が常駐している。これは

現状把握を的確に行ったり、医療機関への積極的なアプロ

ーチ、勤務環境改善に関する研修企画等の支援を行うため

の専門的な知識を持った人材が必要との考え等による。 

・推進員には病院の勤務環境等に精通した看護部長経験者（認

定看護管理者、県看護協会の理事経験者）等を配置し、医

療労務管理アドバーザーと一緒に病院の戸別訪問活動を行

っている。 

・支援にあたっては、「看護職のＷＬＢインデックス調査」、「施

設調査」および「職員調査」（一部抜粋）を活用し、各病院

の課題抽出を進めている。 

・課題抽出にあたり、導入手引きに示されている「現状分析

シート」の利用について、公立病院の看護部長経験者とし

て、自らも記入を試みてみたが、記入するための負担が大

きいことから、支援に当たっての利用は控えることにした。 

・現在の推進員は 1年目であり、勤務環境改善マネジメント

システム導入の手引きを確認しながら、医療勤務環境改善

研修会への参加、「いきサポ」からの課題解決に向けての取

組など参考にしながら取組を進めている。 

 

(2) 「医療勤務環境改善支援センターの業務ポイント」Ｐ６～「医療機関の支援に当たっての

留意点」関係 

① 医療機関の実情や自主性

を尊重した専門的・総合的

な支援 

・院長・事務長・看護部長が所信表明することで、「組織全体

で取組んでいる」と確信を得られ、活動が円滑に進んでい

る。また、看護部長、事務長等の管理職の協力が得られる

病院と得られない病院がある。管理職の協力が得られる病

院は、活動が円滑に進められる。 

・看護部長と事務長と 2名で取組むもののチームを巻き込ん

で取組が進められない病院がある一方、看護部長が中心と

なり事務長や委員会等を巻き込んで、リーダーシップをと

り病院全体で進めている病院もあり、取組状況の違いがみ

られる。 

・事務担当者が初めて担当になり、リーダーシップがとれな

い場合、看護部長に電話し、サポートを依頼することもあ

る。 
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② 好事例の把握・活用（都道

府県収集分を含む） 

・モデル病院の取組については、県内の病院を対象にした研

修会の場において、年 1回報告会を開いており、事例の共

有化を進めている。 

③ アドバイザー間の緊密な

連携による医療機関の支

援、アドバイザーの役割・

立場の認識 

・社会保険労務士会の責任者とメールで連絡をとりあってい

る。（訪問日時・委員会等の協議内容等） 

・戸別訪問に当たっては、労務管理アドバイザーに労務管理

関連について説明を依頼している。 

・1年目のモデル病院に関しては、同一の労務管理アドバイザ

ーが訪問できるよう日程調整を行うようにしている。 

・現在、医業経営アドバイザーの介入は 2施設である。 

④ 都道府県及び労働局との

連携（医療・労務管理政策

の動向把握、実務面での定

期的な情報交換） 

・年 2回の運営協議会で、年度の活動計画および結果報告を

実施している。（活動計画は紙面による報告） 

・岐阜県歯科医師会の理事会で、医療勤務環境改善支援セン

ターの活動等について紹介をしている。（平成 28年度） 

⑤ 関係団体との連携・協力

（関係団体の動向把握、地

域医療支援センターやナ

ースセンター等との連携、

「ワンストップ性」と「ハ

ブ機能」に関する認識及び

実施事例） 

・県医療整備課と県看護協会との情報共有をしている。 

・医療整備課内で医療福祉連携推進課と連携し、医療勤務環

境改善西濃圏域セミナーを開催した。 

（テーマ：岐阜県在宅医療・介護について） 

・医療整備課内で必要に応じて、情報提供、情報交換、情報

共有している。 

 

３．支援センターの活動を通じた県内の医療勤務環境改善の成果・効果 

① 医療勤務環境改善の成

果・効果 

・戸別訪問することで、事務関連（事務長、総務課等）の人々

へ医療勤務環境改善について周知できた。モデル病院への

参加も（県内 102 病院の内）累計で 13病院となっている。 

・改善の取組を行った病院においては、改善活動で有給休暇

の取得日数の増加、時間外勤務の削減を目指して、業務の

見直し、多職連携で活動することで、横のつながりができ、

「お互い様」の思いやりにつながり、達成感を感じるなど

組織が活性化しているケースもある。 

・その他、病院のアピールにつながった、有給休暇日の増加 

誕生日休暇の創設につながった、という声も聞かれた。 
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② 成果・効果の背景・要因 【現場の医療勤務環境に精通した「推進員」の配置】 

・支援センターに県内公立病院の看護部長経験者が常駐して

いる。病院の勤務環境等についての造詣が深いことに加え、

県内の病院関係者との人的ネットワークもあり、戸別訪問

など病院への接触がスムーズに行えるメリットがある。 

・他の支援センターのメンバーが他業務と兼務で行っている

中、推進員は勤務環境改善の支援業務に専念しているため

活発な戸別訪問なども行えている。 

 

【病院の自主性を尊重した支援】 

・支援に当たっては、モデル病院との人間関係の構築やコミ

ュニケーションを重視している。その上で、病院側に考え

させることを重視している。各病院で行った職員調査につ

いても、支援センターがデータ入力やグラフ化などの支援

は行うものの、調査結果に基づく分析・課題抽出作業は病

院に委ね、病院側で検討した後に支援センターを交えて意

見交換をするといった取組を行っている。 

・また、文献・研究発表研修会等の資料提供といった支援も

行っている。 

 

【モデル病院に状況に応じた柔軟な対応】 

・モデル病院に対して画一的な支援を行うのではなく、活動

状況に応じて、指導・支援・協力方法を変えるなど柔軟な

対応を行っている。 

 

【モデル病院に対する継続的な取組結果の確認】 

・モデル病院は、初年度末に県内病院を対象にした報告会に

おいて、取組内容の発表が基本的に義務づけられており、

取組成果が確認できるようになっている。 

・モデル病院への支援を 3年間継続的に行うことで進めてお

り、2年目以降も取組結果の提出を求めている。すなわちモ

デル病院は、支援センターから結果報告を求められること

もあり、取組にも熱が入るという側面もある。 

 

４．支援センターにおける課題・今後の方向性 

① 支援センター運営上の課

題・今後の方向性（専門性、

人員体制等を含む） 

・現在、県内全病院を目標に戸別訪問を展開中である。ただ

し、モデル病院も年々増えてきており、支援の負荷が高ま

ってきていることや県内の交通アクセスが必ずしも良くな

いことなどから、県内全病院の戸別訪問を終えるのに今後

数年程度はかかると思われる。 

・本来、勤務環境改善の対象は、病院・診療所であるが、診

療所の訪問には手が付けられておらず、今後、対応を検討

することも必要である。 

・岐阜県のＨＰの充実（研修会報告後の事例掲載、活動紹介

等）。 

・いきサポ等への事例を掲載。 
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② （上記）「2.基本的な活動

内容」に関する課題・今後

の方向性 

・施設調査・職員調査からＳＷＯＴ分析・ＫＪ法で課題をみ

つけ、優先順位をつけるまでの一連の過程が病院側で進め

にくい（病院の自主性をどこまで重んじるのかが難しい）。 

③ 運営協議会の課題・今後の

方向性 
・運営協議会での活動方針・活動報告のみでなく、医療勤務

環境改善促進に向けての意見や提案等を引き出す会議のあ

り方を検討する。 

・運営協議会委員の勤務している病院へ、改善活動について

の情報提供、モデル病院への案内。 

 

５．医療勤務環境改善マネジメントシステム全般に関する意見・提言・要望等 

・推進員の関わり方（指導方法等）の整理・理解。 

・支援センター向けにマネジメントシステムの手引書を用いた、事例演習の実施を 1年に 1回

実施を希望。（時間の都合等で実施できなかった） 
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２． 医療機関（医療法人社団志朋会加納渡辺病院） 

 

１．医療機関の基本情報 

① 

医療機関の理念（ミッシ

ョン、ビジョン）※勤務

環境改善に関する理念

を含む 

理念「信頼される医療、安心できる医療、地域に密着した医療

を目指します」の理念のもと、温かみのある看護・機能の早期

回復のためのリハビリ・手術・検査の提供と、在宅医療・介護

部門による日常生活の自立支援を行っている。 

② 

 

病床数（病床機能別） 一般病床 34床（内、地域包括ケア病床 8床） 

職員数（職種別） 

計約 80名 

医師 4名、看護師 42 名、リハ専門職 20名、放射線技師 4名、

事務 11名 

入院基本料（看護配置

別） 
一般病棟入院基本料（7対 1） 

地域における機能面で

の役割など 

・救急指定病院、強化型在宅療養支援病院として、岐阜市の基

幹病院である岐阜県総合医療センター、岐阜市民病院等との

連携のもと地域の拠点病院として活動をしている。 

③医療従事者の確保状況 

定着、離職 ・職員の平均年齢も着実に高まってきていることから、職員の

定着状況は良好であると認識している。看護師については、

出産後も基本的に 100%復帰している。ただ事務職については

結婚等に伴う退職がみられる。 

採用（近隣医療機関との競

合） 

・当地域は、交通の便の良さに加え、医学部、看護大学、理学

療法士、作業療法士などを育成する学校などに恵まれてい

る。このような背景から、医師、看護師を含め医療専門職は

比較的採用しやすい状況にある。現在のところ当院において

も、採用に困るといった状況はあまりない。 

・外部環境の今後を考えると、地域医療構想、病床の削減、地

域医療連携推進法人制度といった政策が進むと医療機関の

合併などの動きも考えられ、職員の確保などにも影響が出る

可能性はある。 

職員満足度 ・離職が少ないことからも、満足度については基本的に良好で

あると認識している 
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２．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）に対する医療機関の考え方 

①医療勤務環境改善の必要

性（勤務環境に関しての

課題・問題点） 

・平成 26年度から岐阜県のモデル事業に参加した。当院では職

員の平均年齢も上がってきていることからも定着率の良さが

あると感じており、必ずしも当初、勤務環境に関して喫緊の

明確な課題がある訳ではなかった。 

・とはいえ小規模な病院であり、新卒採用が必ずしも望める状

況でないことに加え、産休・育休などで、いつ人材不足に陥

るかはわからないといったリスクを懸念していた。 

・専門職の集まりである病院では、充実した医療を提供し続け

ることが大事である。そのためには安定した人材確保は常に

重要な課題である。勤務環境改善は、職員が幸せに働く環境

をより充実させるための取組であることから必要性を感じ

た。 

②モデル事業実施以前の勤

務環境改善の取組内容 

・今までは必ずしも積極的に勤務環境改善に取組んでいるとい

う訳ではなかった。 

・ただし、院内には以前から休暇が取りやすいなど自由な雰囲

気があった。また、必ずしも明文化されている訳ではないが、

看護師の産休明けの復職後の対応などについても、できるだ

け職員の要望を聞き、シフト面で配慮するというようなスタ

ンスで対応していた。 

③モデル事業実施の狙い（支

援機関への期待） 

・モデル事業に参加して、勤務環境改善に取組むことを決めた

のは、支援センターからの働きかけが契機である。 

・勤務環境改善に取組むのは初めてであったため、取組を始め

るにあたって何をすれば良いかがわからないような状況で

あった。そのような中で取組を始めたため、支援センターか

らの支援が非常に重要であった。 

・病院経営は、院長からのトップダウンではなく、職員の意思

を尊重する形で経営を進め、主体性、自律性、協調性を伸ば

すことを意識して取組を始めた 

・また勤務環境の改善・見直しの他にも、勤務に関して書類と

して明文化されていないものもあり、その整備をも合わせて

進めたかった。 

 

３．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）の取組内容 

① モデル事業の推進体制 ・医療勤務環境改善に取組むといっても、具体的に何を行えば

よいかがわからなかった。そのため、支援センターの支援を

得ることで取組を進めることができた。 

・院内の体制は、医師を除く職種（看護課、リハビリテーショ

ン課（理学療法士、作業療法士）、放射線課、医事課の多職

種による委員会（ＷＬＢ推進検討委員会）を設置して、取組

を開始した。なお、委員の任期は原則１年とした。 
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② モデル事業の全体スケ

ジュール 

・平成 26年度からモデル事業に参加しており、現在 3年目である。 

・１年目、実際に取組を開始したのが下期からであったため期

間は半年程度であった。全職員向けアンケート調査（当院の

労務環境・働く理由の把握を目的に）を実施した。各部署で

調査結果について検討を行い、課題を持ち寄り、病院共通の

課題について問題点の抽出を中心に行い、一部については取

組を始めた。 

・2年目は、１年目に抽出した課題に対する取組を本格的に進

めた。 

・3年目は、2年目の取組結果を踏まえて、見直しをしながら現

在取組を進めている。 

③ モデル事業の実施内容

（活用ツールを含む） 

・課題抽出にあたっては、全職員を対象としたアンケート調査

結果を手がかりに委員会を中心に自主的に検討を進めた。検

討内容を踏まえて、支援センターとの意見交換なども行い改

善策を練っていった。 

・勤務環境改善の課題としては、「研修参加支援」「有給休暇取

得の推進」「労務制度の理解」「残業時間の削減」を中心に取

組むことにした。 

・「研修参加支援」については、研修参加支援および研修規定類

の整備、「有給休暇取得の推進」については部署により取得

状況に差があるため原因の把握、「労務制度の理解」につい

ては、各部署共通で労務制度の理解が低いという結果が調査

結果から出ていたため説明会の実施等への取組を進めた。 

・「残業時間の削減」については、早めに帰宅するといった雰囲

気作りを中心に取組を進めた。 

 

４．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）による変化・効果・成果 

① 医療勤務環境改善による

変化・効果・成果 

・「残業時間の削減」については、同一業務について人数を減ら

して対応するといった業務の見直しなどをした結果、平成 28

年度に入り、時間外勤務の目立っていた医事課・リハビリ課

で残業時間が短縮化しており、一定の効果が出始めてきてい

るものと考えている。 

・残業時間の削減については、業務改善に関する取組の他、上

司が積極的に部下に対して声掛けするなど、帰りやすい雰囲

気作りが大きいと考えている。 

・「研修参加支援」については、研修によって研修参加費や勤務

時間内で参加を認めることや研修に関する規定の作成を行

った。 

・「労務制度の理解」については、院内で事務長による制度の説

明会を行い、理解度の向上に努めた。 

・「有給休暇の取得」については、全体的には以前から必ずしも

取得状況が悪いわけではなかったが、業務体系により、取得

状況に差のあることがわかり対応を進めている。 

・職員の採用にあたっては、口コミが大きな意味を持つ。勤務

環境改善の取組を進めることで、当院の評判が高まり、職員

の採用もしやすい状況も生まれつつあるように感じる。 
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② 変化・効果・成果の要因・

背景 

・改善策を推進するにあたって、コストが発生する場合や軌道

修正が必要になった場合には、院長が関与する場合もありう

るが、基本は職員の自主性に委ね、取組内容も基本的に職員

が求めるものの中から抽出し、改善を進めている。職員も意

欲的に取組んでいる。 

・委員会の構成メンバーは計 6人であるが、毎年メンバー１人

を残して、他のメンバーが入れ替わるように工夫している。

こうした”メンバーの卒業・入学”を毎年繰り返すことによ

って、元メンバーが現役のメンバーに対するアドバイスを行

ったりしつつ、全職員が勤務環境改善に対して一定の理解を

持つようになり、院内における勤務環境改善に対する裾野を

広げるための取組と考えている。 

・多職種の委員会で検討を行うため、他の職種の悩み等を共有

でき、相手の立場に立って考えるようになった。その結果、

自部署の工夫点など職種横断的にアドバイスを行い、職種の

垣根を越えたコミュニケーションが一層進み、連携がスムー

ズに流れるようになった。 

・勤務環境改善の取組は、本来業務以外の活動になるので、職

員のモチベーションを維持・向上させるためにも、職員を「ほ

める」ということが大事であると思われる。 

 

６．今後の勤務環境改善の方向性・内容 

・今後の取組内容については、まだ明確になっておらず、今後検討していくことになる。いず

れにしても、勤務環境改善の取組は良いものなので、今後止める理由はなく、職員の関心も

高いので、継続していくことになると思う。 

・当初検討した課題に対する取組も 3年目である。今後は当初設定した課題そのものの見直し

もテーマとしては考えられる。 

 

７．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）実施の総括（評価、感想等） 

① モデル事業における支援

センターの対応について

の感想 

・勤務環境改善を進めるに当たって、何から取組めばわからな

かったが、その面で指導をしてもらった。 

・支援センターからは、他病院の事例紹介の資料などをもらい、

非常に刺激を受けた。 

② 医療勤務環境改善マネジ

メントシステム全般に関

する意見・提言・要望等 

・勤務環境改善に取組むにあたっては、委員会の参加なども人

件費なども考慮すれば、一定の費用が発生していることにな

る。その意味では、何らかの補助金などが得られると助かる。

その他にも、ＤＰＣの係数に反映してもらえるなど、費用に

ついても何らかの負担をしてもらえると助かる。 
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３． 医療機関（社会医療法人緑峰会養南病院） 

１．医療機関の基本情報 

① 

医療機関の理念（ミッシ

ョン、ビジョン）※勤務

環境改善に関する理念

を含む 

基本理念 

・自主性を尊重することを出発点として業務に携わる 

・自立の重要性を認識し、その促進に必要な支援を行う 

・健全な人間関係の保持に努める 

・明るく開放的な療養環境を提供する 

・地域に開かれた病院であること 

② 

 

病床数（病床機能別） 
計 176床  

急性期治療病棟（ストレスケアセンター） 56床 

精神療養病棟 120床(南病棟 60床 北病棟 60床) 

職員数（職種別） 

計 183名 （平成 28 年 9月現在） 

医師（10名）、薬剤師（3名）、看護師（51 名）、 

准看護師（26名）、看護補助（24名）、臨床心理士（6名） 

作業療法士（9名）、精神保健福祉士（9名） 

管理栄養士（3名）、調理・事務ほか（42名） 

入院基本料（看護配置

別） 

精神科急性期治療病棟 1 56床 

精神科療養病棟 120 床 

地域における機能面で

の役割など 

外来患者数実績（平成 28年 3月度） 3,631名 

外来当月 1日平均実績 151名 

デイケアセンター・リワークセンター  利用数 1,491件/月 

(平成 28年 9月現在) 

精神科訪問看護 利用数 547件/月   (平成 28年 9月現在) 

③医療従事者の確保状況 

定着、離職 ・以前は看護師の離職率が 8～10%程度の時もあったが、様々な

取組を進めてきており現在は当時の水準を下回っている。 

・採用にあたっては、当院職員の友人・知人等の紹介が多い。

事前に職場の雰囲気や方針も理解しやすく入職前と入職後

のギャップも小さいため離職等が少なく、雇用の安定につな

がっている面があると考えている。 
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採用（近隣医療機関との競

合） 

・岐阜県内では医師の異動があまりなく、医師の招聘が難しい。

関東、関西、名古屋地域などからの採用を目指すことが多い

が、他地域の病院との競合になりやすい。 

・看護師の場合、近隣の病院との競合はほとんどないと考えて

いる。当院では 5年以上前から、明確な志望動機のない看護

師は採用しないなど、より病院に適した人材を採用するよう

にしている。そのことが、採用後の職場での孤立化や離職防

止にもつながっていると考えている。 

・精神科単科である当院のような病院を初めから希望する看護

学生は少ない。就職情報サイト等で紹介もしているが、狙い

としては当院規模ならではの働き方や考え方を学生に伝え、

将来転職の機会があった際、参考にしてもらうといった位置

づけである。 

・看護師を中心に、公立病院などへの就職後 2～3年の経験を経

て転職を希望する第 2新卒者の採用が多く、新卒者の採用は

少ない。 

・コメディカルについては、実習の受け入れなどを通じて関係

性を構築するようにしており比較的採用は順調である。 

職員満足度 ・モデル病院１年目に職員意識調査を行った。すべての指標で

他病院と比較して高い水準であった。 

・看護師は、基準を上回る手厚い人員配置になっていることも

あり、休暇制度も充実しているのが特徴となっている。 

 

２．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）に対する医療機関の考え方 

① 医療勤務環境改善の必

要性（勤務環境に関して

の課題・問題点） 

・必ずしも当院にモデル病院になる明確な理由があったわけで

はなく、支援センターからの推薦が直接的なきっかけであ

る。しかし、支援センターのモデル病院になったことで、勤

務環境改善の一層の取組に向けて背中を押してもらった印

象がある。 

・院内には常に改善すべきことがあるはずである。ただ問題点

に気づいてもなかなか発言できないようなケースもあり、改

善案を提出しやすい雰囲気や制度などを整備していくこと

も必要。 
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② モデル事業実施以前の

勤務環境改善の取組内

容 

・以前から月に 1度の業務改善委員会(各部署からの職員で構

成)があり、勤務環境に限らず病院全体の改善について取組

を行ってきていた。 

・子育てのしやすさは、人材確保・定着の鍵ともいえる。その

ために休暇取得に対応できるよう看護師の配置も手厚くし

ている。 

・臨床心理士、精神保健福祉士、作業療法士なども比較的手厚

く配置している。さらに文書作成のクラークも配置するな

ど、医師の負担軽減にもつながるような取組を行っている。 

・育児関係の休暇も手厚めに付与するようにしている。例えば、

子の看護休暇については、法律以上の休暇を付与するように

してから、子育てがしやすい病院であるというイメージが広

がり、看護師の確保もしやすくなった。 

・以前から制度はあったものの、取得する者がいなかった男性

の育児休業も、取得者を院内新聞で取り上げ、提携病院など

も含めて紹介するなど職員を巻き込んだことで、今では取得

者が毎年出てくるようになってきた。 

・子どもの予防接種、定期検診、歯科の矯正など事前に予定が

立つものについても休暇を認めるようにしている。 

③ 事業実施の狙い（支援機

関への期待） 

・院内だけではなく、支援センターといった外部の目から見た

気づきを与えてもらえるなど、やる気のある病院にとっては

メリットのある仕組みである。 

 

３．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）の取組内容 

① モデル事業の推進体制

（支援期間との役割分

担） 

・支援センターから毎月 2 名（相談員、医療労務管理アドバイ

ザ各 1 名）の支援を受けた。 

② モデル事業の院内推進

体制 

 

・多職種の集まりである既存の業務改善委員会に医療勤務環境

改善プロジェクトチームを設置した。 

・メンバーは院内から計 13 名（診療部 2 名（医師 1 名、薬剤

師 1 名）、看護部 4 名、リハビリテーション部：NS1 名、医

療技術部：PSW１名、総務部 5 名）で構成。 

・その他、支援センターから２名（相談員 1 名、医療労務管理

アドバイザー1 名）が、委員会に参加した。 
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③ モデル事業の全体スケ

ジュール 

＜1 年目のプロジェクトの流れ＞ 

平成 27 年 5 月：全職員向けに勤務環境改善に関するアンケー

ト調査の実施 

同年 6 月：アンケート結果を分析 

同年 7 月：医療勤務環境改善プロジェクトチーム内で討

議・遂行 

同年 12 月：改善や起案書として運営委員会（病院の最

高意思決定機関）へ提出 

平成 28 年１月～：承認・施行 

 

＜2 年目のプロジェクトの流れ＞ 

平成 28 年 4 月：取組の実施（１年目に設けた 3 テーマの実施） 

同年 5 月：定期的な評価（毎月実施） 

同年 6 月：プロジェクトチーム内で検討・討議 

同年 9 月：改善や起案書として運営委員会へ提出 

同年 10 月～：更なる改善 

④ モデル事業の実施内容

（活用ツールを含む） 

・支援センターから提供された「勤務環境改善に関するアンケ

ート調査」を活用し、全職員に対するアンケートを実施した。

その結果を受け、プロジェクトチームで課題の抽出等の検討

作業を行った。 

〇取組テーマとしては、下記の３つを設定。 

・情報の共有（各種規則及び申請書の公開、福利厚生等に関す

る院内勉強会の活用、会議議事録をすべて公開、各種データ

共有） 

・幅広いスタッフの意見の吸い上げ（新人研修の活用、現状シ

ステムの啓蒙と活用、職員向けご意見箱の新設）。職員から

の意見に対する表彰制度も取り入れるようにした。 

・休暇の取得について（介護休暇制度の拡充、忌引き休暇制度

の拡充）。当初はあまり取得されなかった介護休暇も取得者

が出てくるようになった。 

⑤ モデル事業実施にあた

っての組織における工

夫 

・ 「経費をかけずに」「出来ることからはじめる」ことを意識

して取組を進めた。こうした意識が取組やすさにつながった

と考えられる。 

 

４．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）による変化・効果・成果 

① 医療勤務環境改善によ

る変化・効果・成果 

・「雇用の質の向上」→「医療の質の向上」→「患者満足度の向

上」→「経営の安定化」といった好循環のサイクルが描ける

ようになってきているのではないか。 

・モデル病院としての取組を進めるなかで下記のようなメリッ

トがあったと考えている。 

① 人材の確保：職員紹介による看護職採用の増加 

② 人材の定着：離職率の低下 

③ 医療の質の向上：医療の専門プログラム等の充実 
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② 変化・効果・成果の要

因・背景 

・看護師の配置が手厚いこともあり、育児などに伴う職員の休

暇取得の拡充に対応しやすい面もある。 

・プロジェクトチームの会議は一般職員などが中心となり、院

長を含めて幹部職員が入らないように工夫することで議論

が活発化した面があると思う。 

 

５．今後の勤務環境改善の方向性・内容 

・医師の週 4 日勤務への取組を進めたいと考えている。現在既に週４日勤務の常勤医がいる。

若い医師の子育てなどを考えると、今後そうした短時間の常勤医が主流になると予見される

ので、対応を進めていきたいと考えている。 

・当院の有給休暇消化率は既に 100%近い水準である。今後は、シフトを工夫することなどに

よって、連続休暇や長期休暇などをより取り易くすることをも検討しいと考えている。 

 

６．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）実施の総括（評価、感想等） 

① モデル事業における支

援センターの対応につ

いての感想 

・モデル病院になったことで、勤務環境改善の一層の取組に向

けて背中を押してもらった感じがする。 

・職員意識調査を用いることで、職員の意見・意向の把握が進

み、改善につなげやすく感じられた。また、職員向けアンケ

ートの集計等も支援センターが行ってくれたので、病院にと

っての負担が少なく済んだ。 

・支援センターから「モデル病院」という名称をもらえただけ

でも院長はじめ院内では好意的に受け止められた面もある

のではないか。 

・モデル病院に選ばれたことで、他病院の参考にもなるように

気を引き締めて取組を進めていこうという気持ちが芽生え

た面もある。 

・院内では当たり前と思って行っていることの中にも、本来で

あれば適切さを欠いているようなものもあったりする。外部

の支援センターが入ることで気づきを得て修正を加えたり

することもあり、自分の病院を見つめ直すのに良い機会とな

った。 

・目標設定など、当院にはノウハウがないものについても適切

にアドバイス等を行ってくれたのはありがたかった。 

② 医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム全般

に関する意見・提言・要

望等 

― 
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Ⅳ―４．福岡県 

１． 支援センター 

１．支援センターの基本情報 

① 設置年月日 平成 26年 4月 

運営主体 福岡県 

役職員の構成・人数 センター長：医師・看護職員確保対策室長、担当 1名 

（計 2名） 

医業経営 

アドバイザー 

人数 4人 

勤務状況 必要時に依頼に応じて対応する体制としている。 

医療労務管理 

アドバイザー 

人数 5人 

勤務状況 1名が毎日交替で支援センター内に勤務 

② 運営協議会  

構成団体 福岡県医師会、福岡県看護協会、福岡県病院協会、 

福岡県私設病院協会、福岡県精神科病院協会、 

福岡県有床診療所協議会、医業経営コンサルタント協会福岡

県支部、福岡県社会保険労務士会、福岡労働局 

開催状況 年２回 

協議内容 実績報告、事業計画（新規事業の検討含む） 

協議会の決定事項 事業方針及び事業計画（新規事業の採択含む） 

③ 支援センターの目標 

（平成 28年度、中長期） 

・医療労務管理及び医業経営アドバイザーの派遣先医療機関

数：10施設 

・研修会参加医療機関：250施設（1,044施設中） 

目標達成に向けた基本的

な活動方針 

・アドバイザーの医療機関派遣及び電話相談にて、医療機関

の勤務環境改善を支援する。 

・センター主催の研修会に加え、医療機関や医師会等研修会

にアドバイザーを講師派遣することにより、医療勤務環境

改善の啓発、取組促進を図る。 

・センターのチラシやホームページにより、医療勤務環境改

善に関する最新情報を医療機関へ提供する。 

・医療機関の勤務環境に係る調査にて実態把握することによ

り、事業を評価し、今後の効果的支援について検討する。 
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２．支援センターの活動状況 

(1)医療勤務環境改善支援センター業務ポイント P2～「基本的な活動内容」関係（これまでの

活動状況） 

① マネジメントシステム等

の周知・啓発 

・東京医療保健大学の中島美津子先生を講師に招き研修会を

開催し、病院を対象に当システムについて、県内４地区で

講演・事例演習を実施した。その際にパンフレット配付や

アドバイザー派遣希望医療機関訪問時、当システムについ

て説明を行った。 

・なお、研修会への参加状況からみると、病院と比べ有床診

療所の勤務環境改善に対する関心度合いは低めであると

感じられる。 

② 医療機関の実態やニーズ

の把握 

・年１回病院・有床診療所を対象としたアンケートを実施し、

勤務環境改善の計画策定の有無、マネジメントシステムの

導入状況、アドバイザー派遣希望の有無等の把握を行って

いる。その結果をみると半数程度の医療機関で改善計画策

定済・検討中となっている。 

・各研修会においてもアンケートを実施。 

・医療機関側から希望があった場合には、説明のためにアド

バイザーを含めて個別訪問をしている。しかし、希望は限

られており年間 10件程度にとどまっている。 

③ マネジメントシステムの

導入・定着支援 

・希望に応じて概ね月１回、アドバイザーを派遣している。

派遣期間は原則１年とし、その後はフォローを行うように

している。 

・平成 28年度は合計 9か所にアドバイザー派遣を行ってい

る。 

④ 相談等対応（労務管理・医

業経営別の内容等） 

・平日 9～17時の間、医療労務管理アドバイザーがセンター

（医師・看護職員確保対策室内）に常駐し、労務管理に係

る相談に対応。 

・研修会時に相談会を開催。 

・医療機関側からの問合せは、少ない状況である。問い合わ

せの中には、病院職員からの個別労働問題に関する本来支

援センターが扱うのになじまないと考えられるものも含

まれている。 

・医療機関側からの問い合わせ件数が限られていることもあ

り、研修会時に実施するアンケートに記載されている勤務

環境改善への関心度合いに基づき、支援センター側から積

極的に医療機関側に連絡を入れるといった取組も行って

いる。 
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⑤ その他（都道府県独自の取

組や支援ツール、アドバイ

ザーの育成等） 

・アドバイザー派遣先医療機関において現状分析する際、医

業経営アドバイザーが作成した課題抽出シート（全職員向

け調査票）を活用している。これは勤務環境改善に取組む

にあたって現場の生の声を吸い上げるため、「医療分野の

『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシス

テム導入手引き」に掲載されている「現状分析シート」の

枠組みを利用しつつ、全職員が回答できるよう設問項目を

調整し、自由回答の設問も加えたものである。基本的に各

設問について「満足度」と「重要度」の２軸から尋ねてお

り、病院で入力作業を行うことで、重要度が高く、満足度

が低く示された項目が最も優先度の高い項目として自動

的に示せること、病院全体部署のみならず、部署ごとの状

況を示せることなどが特徴となっている。 

・本県独自の取組として、アドバイザーに研修会の講師を依

頼することを通じて、アドバイザーの医療勤務環境改善の

支援に関するスキルアップを図るとともに、医療機関への

勤務環境改善に関する周知・啓発にもつながるようにして

いる（センター研修会講師、医療機関等研修会への講師派

遣）。 

 

 (2) 「医療勤務環境改善支援センターの業務ポイント」Ｐ６～「医療機関の支援に当たって

の留意点」関係 

① 医療機関の実情や自主性

を尊重した専門的・総合的

な支援 

・医療機関へ派遣されたアドバイザーは、基本的に「医療分

野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメント

システム導入手引き」等を踏まえつつも、各施設の実情に

応じた支援策について助言等実施する。また、医療機関が

勤務環境改善マネジメントシステムの手法を習得し、自主

的に継続した取組ができるよう支援を行っている。 

・その他、事例や資料の希望がある場合には、可能な範囲で

資料提供等を行うようにしている。 

② 好事例の把握・活用（都道

府県収集分を含む） 

・好事例の把握については、「いきサポ」や女性医師確保対

策関連の会議などで情報を得ている。 

・好事例の活用については、先駆的な取組を実施している県

内外の医療機関やアドバイザー派遣先医療機関に事例発

表をしてもらっている。他に、アドバイザー派遣先医療機

関の好事例については、「いきサポ」への投稿を促進する

とともに、センターのチラシやホームページに掲載しセン

ターの周知・広報に活用している。 

③ アドバイザー間の緊密な

連携による医療機関の支

援、アドバイザーの役割・

立場の認識 

・１医療機関に対し、医療労務管理及び医業経営アドバイザ

ーを 1名ずつ（計 2名）派遣し支援している。 

・行政（県、労働局）と両アドバイザーで構成する担当者会

議を年 2～3回程度開催し、情報を共有している。 

④ 都道府県及び労働局との

連携（医療・労務管理政策

の動向把握、実務面での定

期的な情報交換） 

同上 
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⑤ 関係団体との連携・協力

（関係団体の動向把握、地

域医療支援センターやナ

ースセンター等との連携、

「ワンストップ性」と「ハ

ブ機能」に関する認識及び

実施事例） 

・医師会・看護協会などの地域医療関係団体や社会保険労務

士会・医業経営コンサルタント協会、労働局との連携につ

いては、「医療勤務環境改善支援センター事業運営協議会」

において、センター事業や運営について助言・意見を聴取

するようにしている。 

・福岡県看護協会のナースセンターの広報・チラシ配布につ

いても、支援センター研修会において実施している。 

 

３．支援センターの活動を通じた県内の医療勤務環境改善の成果・効果 

① 医療勤務環境改善の成

果・効果 

・県内医療機関に対する「医療勤務環境改善取組アンケート」

において、「医療機関による勤務環境改善への努力義務」

について、8割以上の病院、6割以上の有床診療所が「実

施している」「知っている」と回答。「勤務環境改善計画の

策定」については、5割以上の病院、4割以上の有床診療

所が「策定している」「検討中」と回答。 

・支援センターでは支援終了後、対象医療機関に満足度調査

を実施して、満足度調査を行い合わせて要望等の把握をし

ているが、支援したすべての病院から「満足」との評価を

得ており、医療機関からの評価の高いことがわかる。中で

も特に、アドバイザーからの助言に対する評価は高く、継

続的な支援を望む意見もある。 

・支援終了後、事例報告や離職率の状況把握などを行ってい

る。離職率の短期的な成果把握は難しいが、病院からは求

人に対する応募が増えたというような意見も聞かれる。 

・報告会等で発表すると、かかわったメンバーを誇らしく思

うなど、モチベーションの向上にもつながるのではない

か。 

② 成果・効果の背景・要因 ・病院は 26年度から、有床診療所は 27年度から事業対象と

しており、研修会の案内やアンケートの際、医療勤務環境

改善に係るチラシなど同封し、周知・啓発してきた。 

・研修会において、医療勤務環境改善マネジメントシステム

について説明し、事例演習も取り入れてきた。 

・支援にあたってアドバイザーは、委員会の進め方や取組の

趣旨についてのアドバイスなどサポートに徹するように

している。直接的な意見や何かを決めつけるような支援は

行わず、自発的な意見が出てくるのを待つような姿勢で臨

んでいる。自発的な意見が出るようにするためのツール

が、職員向けのアンケートであると考えている。 

・病院職員の自発性を重んじるのは、課題抽出に関わること

で自分たちの問題として意識して取組につなげやすくす

るためでもある。 

・アドバイザーが支援する時には、管理者側にも従業員側に

も偏らない「中立」を心がけて取組でいる。また、法律の

解説を行いつつ、動機付けを図りより良い勤務環境を築け

るようにアドバイスを行っている。 
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４．支援センターにおける課題・今後の方向性 

① 支援センター運営上の課

題・今後の方向性（専門性、

人員体制等を含む） 

・アドバイザー派遣は、原則１年としている。1年経過時派

遣先に対し満足度調査を実施しているが、医療機関によっ

ては、１年ではマネジメントシステムの手法を取得できな

い等の理由により派遣期間を延長している現状がある。 

・アドバイザー派遣を終了した後も通算３年間は、定期的に

進捗管理をすることとしている。そのため、仮にアドバイ

ザーの入替があった場合でも、3年間は一貫したフォロー

ができるよう体制を整備する必要がある。 

② （上記）「2.基本的な活動

内容」に関する課題・今後

の方向性 

・現状では、アドバイザー派遣を希望する医療機関が少ない。

そのため、事例発表などにより派遣実績及び効果について

広報する必要がある。また、医療機関や郡市区医師会が主

催する研修会にアドバイザーを講師として派遣し、勤務環

境改善の必要性の理解と、アドバイザー派遣について検討

してもらう機会となるようセンター事業についても周知

する必要がある。 

③ 運営協議会の課題・今後の

方向性 

・研修会及びアンケート調査に参加する医療機関が減少傾向

にある。運営協議会関係者を中心とした協力体制について

再確認する必要がある。 

④ その他 ・県看護協会のＷＬＢ事業が、平成 29年度で終了するため、

30年度以降のセンターとの連携について、検討する必要が

ある。 

 

５．医療勤務環境改善マネジメントシステム全般に関する意見・提言・要望等 

・医療勤務環境改善マネジメントシステムの現状分析シートが管理者向けに構成されており、

医療機関における現状を把握しづらい。そのため、本県ではセンター医業経営アドバイザー

が作成した課題抽出シートを活用している状況である。 

・職員向けのアンケート調査を除けば、基本的に勤務環境改善マネジメントシステムに沿った

支援を行っているつもりである。ただし、支援にあたって支援センターがどこまでかかわる

べきなのか、外部の意見なども聞くと確信が持てない部分がある。支援センターの関わり方

が、わかりやすく示されるとよいかもしれない。 
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２． 医療機関（医療法人社団敬信会大法山病院） 

１．医療機関の基本情報 

① 

医療機関の理念（ミッシ

ョン、ビジョン）※勤務

環境改善に関する理念

を含む 

病院理念：病む人の立場に立って人権を尊重し地域医療に貢献

します。 

勤務環境改善理念：長く働きたいと思える職場環境の実現 

② 

 

病床数（病床機能別） 
精神一般病棟  174 床 

認知症治療病棟 180 床 

精神科療養病棟 120 床 

職員数（職種別） 

総数 363名（常勤 332名・非常勤 31名） 

医師（常勤５名・非常勤 26名）、看護師（75名）、 

准看護師（90名）、看護補助（73名）、管理栄養士（4名）、 

栄養士（1名）、調理師（常勤 10名・非常勤 1名）、 

調理補助者（常勤 17名・非常勤 3名）、作業療法士（12名）、

理学療法士（1名）、理学療法士助手（2名）、 

臨床検査技師（2 名）、薬剤師（5名）、薬剤師助手（2名）、

放射線技師（常勤 1名・非常勤 1名）、ボイラー技士（3名）、

臨床心理士（2名）、事務職員(21名)、精神保健福祉士（6名） 

※特にことわりのない場合は「常勤」人数 

入院基本料（看護配置

別） 

精神一般病棟 ：15:1 補助加算 30:1 看護配置加算（看護師

70%以上） 

認知症治療病棟：看護配置 20:1 看護配置補助 25:1 

精神科療養病棟：看護配置・看護補助配置 15:1 

地域における機能面で

の役割など 

・精神科一般病棟・認知症治療病棟・精神科療養病棟を持ちあ

らゆる精神疾患患者の受け入れを始め、退院後のデイケア・

訪問看護による社会復帰援助とグループホームによる自立支

援援助を通し、長期入院医療から地域社会への移行を目指す。 

③医療従事者の確保状況 

定着、離職 〇現状は下記の通りである。 

平成 29年 1月 1 日現在：職員数 337名 

平成 28年 1月 1 日現在：職員数 340人 

平成 28年 1月 1日～12月 31日：離職者数 31名（離職率 9.1%） 

・地方における人材確保のしにくさを考慮すると離職率は必ず

しも低いとは認識しておらず、離職率をより低減させるべき

必要がある。しかし、離職者の中には、家庭の事情によるも

のも含まれるなど、病院の努力だけで離職率を低減できない

面もある。 

・離職者の多くは看護部が占めている。当院では看護師・准看

護師を目指す者を看護補助者として採用し、働きながら養成

校に通う支援をしている。しかし採用 1～2 年目に、本人が他

の職業にキャリアを変更して、離職に至るケースも少なくな

い。また年代よっては、家庭の事業などで離職するものもあ

り、離職理由も年齢層などによってまちまちである。 
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採用（近隣医療機関との競

合） 

・公共交通機関が整っていない地域で、保育所の入所にも困難

さがみられる。 

・看護師の中途採用も数名程度であれば可能である。むしろ、

看護補助者の確保が難しいのが悩みである。近隣で老健施設

や各種介護施設などが増えていることに加え、現在のように

景気回復傾向がみられると、人材が他業界に流出しがちで、

人材獲得競争が激しくなってきている。 

・医師については、福岡市などの都心部から離れていることも

あり一般的には招聘が難しい。しかし時々の状況で採用につ

ながったりすることもある。 

・精神保健福祉士もニーズが高まっており、採用が困難である。 

職員満足度 ・今まで職員満足度調査は実施していなかったが、平成 26年度

に支援センターの支援の一環として職員アンケート調査を実

施して、職員満足度の把握した。 

・結果をみると、当院は働きやすさという点ではずば抜けて良

い印象が持てた。 

 

２．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）に対する医療機関の考え方 

① 医療勤務環境改善の必

要性（勤務環境に関して

の課題・問題点） 

・当初、支援センターの支援を受けて勤務環境改善に取組む意

向はなかった。支援センターから勤務環境改善に関する研修

会の案内が届き、「勤務環境改善」とはどのようなものなのか

（看護協会の進めている「ワーク・ライフ・バランス」につ

いては一定の認識があったが、それと異なるものなのかなど）

興味があり、研修会に幾度か参加し他病院の事例発表などを

聴講した。その過程で支援センター側から当院の院長宛に勤

務環境改善の取組への働きかけがあり、それを契機に、比較

的軽い気持ちで取組を始めた。 

② モデル事業実施以前の

勤務環境改善の取組内

容 

・当院では以前から何か新しい取組を始めるような風土があり、

福利厚生面などでも様々な取組を行っていた。 

・また勤務環境改善への取組を始める前に、看護協会の主催す

るワーク・ライフ・バランスのセミナーなどに参加して他病

院の事例発表を聞いたりしたが、当院の取組水準は他病院と

比較しても高い水準にあると感じていた。 

③ モデル事業実施の狙い

（支援センターへの期

待を含む） 

・比較的軽い気持ちで取組を開始したものの、当院では勤務環

境について一定の取組を行ってきたという自負があった。そ

のため、今までの当院の取組を外部からみてもらい、もし適

切さを欠くようなところがあれば、指摘して改善につなげて

いきたいといった検証的な役割をアドバイザーに対して期待

した。 

 

３．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）の取組内容 

① モデル事業の推進体制

（支援センターとの役

割分担） 

・支援センターのアドバイザーには毎月開催される勤務環境改

善委員会（さくら委員会）に参加してもらい、改善の具体策

に対する法的根拠に基づくアドバイス、他施設の取組紹介、

就業規則の見直しなどについて支援してもらった。 



169 

 

② モデル事業の院内推進

体制 

 

・約 15名の多職種からなるさくら委員会を設置した。多職種の

メンバーから現場の実情など様々な声を吸い上げ、アドバイ

ザーの助言によりボトムアップで取組を推進していく体制に

した。 

③ モデル事業の全体スケ

ジュール 

平成 27年 2月：委員会発足 

     3月：アンケート調査実施 

     5月：全体プランの承認 

     9月：アドバイザーによる研修会(勤務環境改善マネ

ジメントシステムと労働基準法について) 

平成 28年 3月：福岡県医療勤務改善研修会にて取組を発表 

④ モデル事業の実施内容

（活用ツールを含む） 

・基本的には支援センターから提示されて実施した職員アンケ

ート結果をベースに、さくら委員会で委員の声を吸い上げ分

析・検討を重ねた。その後、さくら委員会で取組むべきこと、

特定の部署で対応すべきものに仕分けを行い、対策につなげ

る流れとなっている。 

 

〇職員アンケート結果をベースに委員会での検討を踏まえ、取

組テーマとしては下記の３つを抽出した。 

 

① 労働条件の周知徹底 

・有給休暇について、病院側が職員のためを思って提供してい

るものであっても、職員側には「当たり前」な権利と認識さ

れていることもあるなど、病院側と職員側の認識ギャップが

大きかったことから、有給休暇をめぐる権利と義務の整理に

取組んだ。 

・具体的例をあげると、当院では就業規則上、有給休暇の取得

は前日までの届け出を求めていた。しかし、例えば子どもの

突然の体調不良への配慮などから、運用上は当日取得を認め

ていた。ところが、就業規則の規定を踏まえず、当日の有給

休暇取得が自由に行われていた。そのため、人員確保に支障

をきたしたりし、他職員へ負担がかかったり、患者サービス

の低下などの要因につながっている面もあった。 

・また、子どもの学校の父兄参観への参加などを意識して、時

間単位の有給休暇も年間 40時間までは取得が可能となって

いたが、それも職員側には当然の権利と認識されていた。 

・当院には介護休暇・育児休暇に関する制度があるにも関わら

ず、それが職員のみならず、管理職にも制度が十分理解され

ていないことが職員アンケートの結果などからわかった。そ

のため、制度利用に関して職員間で不均衡が生じ、それが離

職の一つの要因になったのではないかと推測している。 

・そうしたことを受け、管理職と一般職員の双方が就業に関わ

る制度をきちんと理解する取組を始めた。 

＜具体策＞ 

・労働条件周知徹底のための冊子の作成による、勤務条件や規

則情報の入手のしやすさを図った。 

・院内新聞の発行を通じ、勤務環境（改善）に関する周知を図
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った。 

・連続有給休暇申請書類の導入により、所属長判断というあい

まいな基準を見直し、勤務調整を行いやすくし、業務への支

障を最小限にとどめるようにした。 

 

② 学習機会の提供 

・職員のスキルアップを推進することにより、意欲的に仕事に

取組む職員を増やし、活気ある職場へと変化させる目的で実

施した。 

＜具体策＞ 

・院内学習会を開催し、演題発表者に対して表彰をしたり、院

外学会への派遣等を行った。 

・クリニカルラダー制度を導入し専門職としての知識や技術を

身につけられるよう、段階的教育課程を構築した。 

・院内勉強会を強化し、院外から講師を定期的に招き、質の高

い勉強会を実施した。 

 

③ 福利厚生 

・当院では親睦会や旅行などの福利厚生を以前から行っていた

が、参加状況等は必ずしも満足できる水準でない面もあった。

院内広報誌等を使って一層の周知を図るとともに、参加して

いない人の理由の分析などを行い、改善の取組につなげてい

っている。 

⑤ モデル事業実施にあた

っての組織における工

夫 

【勤務環境改善の取組イメージの変更】 

・「お金をかけずに意識を変えよう」ということを途中からのキ

ャッチフレーズにして取組を進めることで、勤務環境改善の

取組を敷居の低いイメージにのものにしたかった。 

 

【多様なメンバー構成の委員会を通じた現場の声の吸い上げ】 

・さくら委員会については、責任者クラスは管理職が担うよう

にしたが、基本的に現場の一般職員で構成するようにした。

メンバーは看護師、看護補助、作業療法士、事務といった多

職種であるばかりではなく、男性・女性、独身者、育児中、

育児を終えた者など生活環境の異なる職員で構成し、様々な

意見を吸い上げられるようにした。 

・委員会委員の任期は原則 1年としたが、これはできるだけ多

くの職員に委員を経験してもらうことで、職場内に勤務環境

改善の取組が浸透しやすくすることを狙った。 

 

【広報誌による院内への周知の徹底】 

・さくら委員会で「さくら通信」という院内広報誌（2～3か月

に１回程度）発行して、取組内容等の周知に努めている。 
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４．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）による変化・効果・成果 

① 医療勤務環境改善によ

る変化・効果・成果 

・一定の成果が出たとの認識はあるものの、取組内容の全体を

みると、基本的には既存の慣行などを制度化するようなもの

が多く、外見的には大きな変化は見えにくいかもしれない。

とはいえ、アンケート調査結果をベースに、職種横断的なさ

くら委員会の活動などを通じ、他部署との関係が深まり、以

前より職員が意見を言いやすくなり、それを吸い上げる仕組

みができ、院内の風通しがよくなってきたことは評価でき

る。 

・年次有給休暇の申請方法を始め病院の労働条件等の周知徹底

を図った結果、事前申請率が大幅に向上した。それにより「現

場では勤務調整が可能となる」「職員は他職員に気兼ねなく

年休の連続取得が可能となる」という効果が得られ年休の取

得率が上昇した。 

・また有給休暇の取得などに関して、病院としては良かれと思

った取組であっても、就業規則に示していないものや管理職

に理解されていないことがあるなど組織運営上有効に機能

しないことに気づいた点も良かった。 

・スキルアップの機会提供は「専門職としてスキルアップして

いる実感が持てる」「労働意欲の向上につながる」との声が

聞かれ、概ね職員から高評価を得た。これらの成果により、

結果として離職率の低下を図ることができた。 

・その他、永年勤続の表彰などで旅行券を贈ることや社員旅行

において利用を禁止していた航空機利用など、職員の声を吸

い上げる中で把握できたものがある。具体的にどのような取

組につながるかはケースバイケースであるが、対応できない

時でも、その理由をフィードバックしたりするように努めて

いる。 

② 変化・効果・成果の要

因・背景 

・以前から勤務環境改善に関しても様々な取組を行ってきた自

負があった。しかし、多くは幹部職員などからの発案で、作

ったら作りっぱなし的なところがあり、管理職や現場職員に

も適切にメッセージが伝わっていないことやＰＤＣＡサイ

クルという意識が希薄であったことに気づいた。それに対

し、今回の勤務環境改善の取組では、多職種の職員で構成さ

れる委員会が中心となってボトムアップの提案に基づく取

組を進めることができ、組織の活性化につながった面があ

る。 

 

５．今後の勤務環境改善の方向性・内容 

・さくら委員会の活動などを通じて、以前より、院内のコミュニケーションは良くなったとは

いえ、まだ職員が言いたいことを言えていない面もある。今後ともより風通しを良くするよ

うな取組が必要であると思う。 

・制度などが整備されたところで、すぐに成果につながるとは限らないものもある。その意味

では今後とも継続して取組んでいくことが重要であると思う。 
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６．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）実施の総括（評価、感想等） 

① モデル事業における支

援センターの対応につ

いての感想 

・アドバイザーから、法的観点のアドバイス、他病院の事例の

紹介をしてもらったこと、問題をどのように整理し展開した

らよいか、といったアドバイスをもらえたことで、活動をス

ムーズに進めることができた。 

・1年間の支援期間終了後もフォローアップ的な支援などが受

けられるとありがたい。 

② 医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム全般

に関する意見・提言・要

望等 

・世の中では、勤務環境改善やワーク・ライフ・バランスとい

った場合、何か華々しく画期的な取組を求めてしまいがち

で、敷居の高さを感じる。 

・しかし民間病院であれば、華々しさがなくとも何らかの勤務

環境改善の取組は行っている。特に都心の大規模な病院であ

れば、人員を増やしたり、資金を投入したりして様々な取組

ができるかもしれない。 

・だが地方の病院では、人員を確保しようにも周辺に人材がい

なかったりして確保が難しいケースも多いなど、華々しい取

組ができないことも多い。 

・また、小さな改善の取組を示そうとしても制度化されていな

いなど形になっていないこともあり、アピールなどにつなが

らないことも多い。その意味では、法的視点の支援を含め、

既存の取組や慣習を制度化したり、ＰＤＣＡのようなプロセ

スで示すようにすることで、取組をわかりやすくしてくれる

のは良い取組だと思う。 
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３． 医療機関（医療法人昌和会見立病院） 

１．医療機関の基本情報 

① 

医療機関の理念（ミッシ

ョン、ビジョン）※勤務

環境改善に関する理念

を含む 

博愛の精神のもと全人的医療を目指します。 

② 

 

病床数（病床機能別） 

精神科 378床 

急性期治療病棟（60床） 

地域移行機能強化病棟（60床） 

精神科一般（258 床） 

職員数（職種別） 

計 320名 

医師（10名）、看護師（111名）、准看護師（68名）、 

看護補助（43名）、作業療法士（13名）、薬剤師（3名） 

薬剤師補助（3名）、放射線技師（3名）臨床検査技師（5名）

臨床心理士（5名）、精神保健福祉士（7名）、 

栄養士（5名、管理栄養士含む）、調理師（27名、補助含む）

事務員（17名） 

入院基本料（看護配置

別） 

急性期治療病棟（13:1） 

その他（15:1） 

地域における機能面で

の役割など 

認知症医療センター 

相談支援センター 

③医療従事者の確保状況 

定着、離職 ・途中退職はそれほど多くないと考えているが、職員の高齢化

が進んでいることもあり定年退職が目立つようになってきて

いる。 

採用（近隣医療機関との競

合） 

・田川市は、福岡県内でも福岡市などの都心部から離れている

こともあり、医師・看護師・コメディカルを問わず職員の新

規採用が困難な地域である。また職員の高齢化も目立ってき

ている。 

職員満足度 ・勤務環境改善の取組前に職員満足度調査を行ったことはない

ため、はっきりした満足状況はわからない。ただ、有給休暇

の取得しやすさなどをみても、それほど働きにくい病院との

認識は特になかった。 
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２．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）に対する医療機関の考え方 

① 医療勤務環境改善の必

要性（勤務環境に関して

の課題・問題点） 

・県看護協会のワーク・ライフ・バランスの取組などから、そ

の重要性についてある程度の認識はあった。とはいえ、当院

では職員の満足度が低いという認識も特になく、勤務環境改

善に取組まねばならない特別な理由があったわけではない。 

・取組のきっかけとなったのは、かつて支援センターからの支

援を受けて勤務環境改善に取組んだ経験のある近隣の病院か

ら良い評判を聞きつけ、支援センターで行っている研修会に

参加し、より具体的な取組内容を聞いたことである。 

・勤務環境改善の取組がスタッフばかりではなく、病院の管理

者側にとってメリットのあることに気づかされたことが取組

の背景としては大きい。 

② モデル事業実施以前の

勤務環境改善の取組内

容 

・当院には以前から業務検討委員会があり、主に院内の設備面

等の改善や業務の統一化などの検討を行っていた。だが働き

にくい職場との認識もなかったことから、勤務環境改善の取

組をテーマとして特に取り上げることはなかった。 

・人材確保が困難な時には、その都度給与等の見直しや人材紹

介を行ってくれた職員に対して手当を支給するといった対応

を行ったりしていた。 

③ モデル事業実施の狙い

（支援センターへの期

待を含む） 

・近隣病院の支援センターの取組事例を把握していたため、取

組内容やスケジュールなど事前にイメージした上で、支援セ

ンターの支援を受け入れることにした。 

・当院では、業務の状況を必ずしも踏まえず有給休暇が突然当

日に取得されることなどが多かった。職員にとってみれば満

足度の高さにつながるのかもしれないが、管理する側にして

みれば、人員確保に支障をきたし、管理のしにくさや患者満

足度などにも影響しているのではないかという課題認識があ

った。そのため、有給休暇に関する義務と権利の違いなどつ

いて、職員にも理解してもらいたいたいという期待があった。 

・今まで実施したことのない、ＥＳ（職員満足度）調査を通じ

て、スタッフの意識がどうか、課題、不満等が把握でき、そ

の対応方法等が検討できるのも魅力であった。 

 

３．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）の取組内容 

① モデル事業の推進体制

（支援センターとの役

割分担） 

・毎月開催される勤務環境改善委員会（KINKAN委員会）に、委

員会メンバーの他、支援センターから派遣された医療労務管

理と医業経営の両アドバイザー（計 2名）が加わって助言を

受けながら検討を進めた。 

② モデル事業の院内推進

体制 

 

・既存の業務改善検討委員会を KINKAN委員会に移行する形で委

員会を構成した。委員会メンバーは、医師を除く主に現場第一

線の職員からなる多職種、約 18名で構成した。 

・平成 28年 4月から月１回のペースで委員会を開催した。 

・委員会にて検討、課題抽出、対応策を看護部長へ報告し、看

護部長より院長へ報告するようにした。 
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③ モデル事業の全体スケ

ジュール 

・年間計画に沿って月 1回の委員会の開催。 

  スタッフの意識調査（4～5月） 

  課題抽出（5月～） 

  対応（研修会、広報誌作成など）順次対応可能なものから

対応を進めた。 

④ モデル事業の実施内容

（活用ツールを含む） 

・全職員を対象にアンケート調査（支援センターから提供され

た勤務環境改善マネジメントツール）を実施し、課題の把握

に努めた。 

・アンケート調査結果を踏まえ抽出された課題として、①産休

育休の制度の理解不足、②いじめハラスメント、③有給の取

得の３つを取り上げ、取組の院内広報の観点などから広報誌

についての検討も行った。 

⑤ モデル事業実施にあた

っての組織における工

夫 

・広報誌作成（4回/年）・委員会の構成メンバーを多職種で構

成して、勤務環境改善の取組の組織への浸透を図った。 

・広報誌（4回/年）を通じた活動状況、改善の取組、結果の紹

介を行い、職員への周知を図った。 

 

４．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）による変化・効果・成果 

① 医療勤務環境改善によ

る変化・効果・成果 

・産休・育休の理解不足については、部署間で理解の度合いがあ

ったかもしれないが、その是正などにも取組んだ。育休の復帰

前の説明が行えていなかった点の説明の徹底と広報誌発行を

通じた制度の周知を行った。 

・いじめハラスメントについては、管理職向けのパワハラに関す

る研修を行った。 

・有給休暇の適正な取得の徹底と部署間や人による取得率の不

均衡是正に取組んだ。具体的には有給休暇に関する法的理解を

進め、取り方の改善の他、業務改善などを通じて是正に務め

た。、職員の働きやすさを高め、患者サービスの向上にもつな

がるようにした。 

・広報誌の作成を行い、KINKAN委員会の活動内容の紹介や産

休・育休の制度等の紹介、今まで知らなかった有給をめぐる法

的な問題なども広報誌を通じた啓発により、理解が浸透した。

広報誌により視覚に訴えられることで興味を持ってもらえ、広

報誌が楽しみだという意見もみられた。 

② 変化・効果・成果の要

因・背景 

・取組期間を１年間に設定することで目標が明確になり、達成

に向けたメンバーの意識が高まった。 

・委員会メンバーの部署が多岐に渡っているため、各職場内での

伝達もスムーズに行われているのではないかと考えている。 

・広報誌の発行を通じて、勤務環境改善の取組が職員全体に見

えるようになり、意識が高まっていったのではないか。 

 

５．今後の勤務環境改善の方向性・内容 

・今回の取組は１年間で一旦終了となる。今後、毎年１回アンケート調査を継続的に実施し、

対策実施後の変化や必要な取組課題を把握していくことが必要であると感じているが、詳細

は今後検討する。 
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６．モデル事業（医療勤務環境改善の取組）実施の総括（評価、感想等） 

① モデル事業における支

援センターの対応につ

いての感想 

・今回の取組は支援センターの支援がなくとも、ひょっとする

と労力をかければ自分たちだけの力で実現できたものかもし

れない。だが実際問題として、勤務環境改善の取組を進める

といっても、改善の取組に不慣れな病院職員には具体的な取

組手順などはよくわからなかった。支援センターのアドバイ

ザーが、主体は当院であるという立場を尊重しながら委員会

の場などで、議論を誘導してくれる形で適切なアドバイスを

してもらえたことでスムーズに進められたと思う。 

・例えば、当院の検討課題としてあがった有給休暇について、

アドバイザーは、その問題点を法的視点から整理して、議論

を誘導してくれたりしてありがたかった。また広報誌もアド

バイザーからの紹介が契機となって取組が始まるなど、他病

院の事例紹介をしてもらい、われわれの視野が広がった面が

ある。さらに、当初不安を感じていた職員アンケートについ

ても、当初の不安を払拭するようなサポートをしてもらえ、

職員の生の声が聞ける有効なツールであることが認識でき

た。 

② 医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム全般

に関する意見・提言・要

望等 

・例えば、有給休暇に関して管理側と職員側で認識が異なるこ

となどが把握でき、職員向けアンケートや委員会を通じて職

員の意見を聞けたことが良かったのではないか。 

・1 年間訪問によるアドバイザーの支援を受けてきたが、今後

も電話などでも構わないので、何らかの形でつながりが持て

る継続的な支援をしてもらいたい。 
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Ⅴ 労務環境改善の取組事例について 
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１．収集方法 
 

平成 28 年７月に行った「病院の勤務環境に関するアンケート調査」（全国 8,489 病院

に実施）への回答で、いきサポへ勤務環境改善取組事例を「紹介してもよい」「紹介する

ことを検討したい」とされた病院を対象とし、各都道府県の医療勤務環境改善支援セン

ターを通して事例収集を行った。上記の対象病院以外からも積極的に事例の収集をして

くださったセンターもあったため、そのようなセンターの所在県については回収状況が

多くなっている。 

 

 

２．都道府県種別（都道府県順） 

計３２病院からの回収 

宮城県：１、埼玉県：１、神奈川県：１、富山県：９、愛知県：３、三重県：１、兵

庫県：１、奈良県：２、鳥取県：１、広島県：２、徳島県：１、愛媛県：１、高知県：

２、長崎県：２、大分県：４ 

 
  

地域 都道府県

1 東北 宮城県 １００～１９９床以下 １００～９９９人 医療法人浄仁会
大泉記念病院

2 関東 埼玉県 ２０～９９床以下 １００～９９９人 医療法人社団清心会
至聖病院

3 関東 神奈川県 １００～１９９床以下 １００～９９９人 医療法人社団徳寿会
相模原中央病院

4 北陸 富山県① ２０～９９床以下 １０～９９人 医療法人社団秋桜
丸川病院

5 北陸 富山県② １００～１９９床以下 １００～９９９人 富山県下新川郡朝日町
あさひ総合病院

6 北陸 富山県③ ５００床以上 １０００人以上 富山県厚生農業協同組合連合会
高岡病院

7 北陸 富山県④ ２００～４９９床以下 １００～９９９人 独立行政法人国立病院機構
北陸病院

8 北陸 富山県⑤ ２００～４９９床以下 １００～９９９人 社会福祉法人恩賜財団済生会
富山済生会高岡病院

9 北陸 富山県⑥ １００～１９９床以下 １００～９９９人 富山県射水市
射水市民病院

10 北陸 富山県⑦ ２０～９９床以下 １０～９９人 医療法人財団正友会
中村記念病院

11 北陸 富山県⑧ ５００床以上 １０００人以上 富山県
富山県立中央病院

12 北陸 富山県⑨ １００～１９９床以下 １００～９９９人 公立学校共済組合
北陸中央病院

13 東海 愛知県① １００～１９９床以下 １００～９９９人 医療法人偕行会
偕行会リハビリテーション病院

14 東海 愛知県② ５００床以上 １０００人以上 公立大学法人名古屋市立大学
名古屋市立大学病院

15 東海 愛知県③ ２００～４９９床以下 １００～９９９人 社会福祉法人聖霊会
聖霊病院

16 東海 三重県 ２００～４９９床以下 １００～９９９人 独立行政法人地域医療機能推進機構
四日市羽津医療センター

17 関西 兵庫県 １００～１９９床以下 １００～９９９人 医療法人　実風会
新生病院

18 関西 奈良県① ５００床以上 １０００人以上 公立大学法人　奈良県立医科大学
奈良県立医科大学附属病院

19 関西 奈良県② １００～１９９床以下 １００～９９９人 地方独立行政法人奈良県立病院機構
奈良県総合リハビリテーションセンター（看護部）

20 中国 鳥取県 ５００床以上 １０００人以上 国立大学法人鳥取大学
鳥取大学医学部付属病院

21 中国 広島県① ２０～９９床以下 １０～９９人 医療法人三和会
中澤内科病院

22 中国 広島県② １００～１９９床以下 １００～９９９人 医療法人光臨会
荒木脳神経外科病院

23 四国 徳島県 ２０～９９床以下 １０～９９人 医療法人 栄寿会
天満病院

24 四国 愛媛県 １００～１９９床以下 １００～９９９人 社会福祉法人恩賜財団済生会
松山病院

25 四国 高知県① ２０～９９床以下 １００～９９９人 特定医療法人竹下会
竹下病院

26 四国 高知県② １００～１９９床以下 １００～９９９人 医療法人森下会
森下病院

27 九州 長崎県① ２０～９９床以下 １００～９９９人 医療法人慧明会
貞松病院

28 九州 長崎県② ２０～９９床以下 １００～９９９人 社会医療法人玄州会
光武内科循環器科病院

29 九州 大分県① １００～１９９床以下 １００～９９９人 社会福祉法人農協共済
別府リハビリテーションセンター

30 九州 大分県② ２０～９９床以下 １００～９９９人 医療法人藤本育成会
大分こども病院

31 九州 大分県③ ２００～４９９床以下 １００～９９９人 国家公務員共済組合連合会
新別府病院

32 九州 大分県④ ２０～９９床以下 １００～９９９人 医療法人恵友会
杵築中央病院

N o. 所在地
病院規模
(病床数） 病院名・法人名

病院の属性

病院規模（職員総数）
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３．病院規模の分類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．取組課題の分類（取組数が多い順）

 
 全項目にチェックがついた病院が１２病院あり 

 

５．取組内容の分類（取組数が多い順・詳細記載があったもののみ集計） 

  

取組課題名
集計数

(N = 32)

①働き方・休み方改善に関する課題 25

②職員の健康支援に関する課題 15

③働きやすさ確保のための環境整備に関する課題 26

④働きがいの向上に関する課題 23

取組内容
詳細記載

有(N = 32)

⑬子育て中、介護中の職員への配慮 25

⑯ワークライフバランスに取り組む組織風土・体制作り 23

⑮キャリアアップ支援 18

④看護補助者の配置 15

⑥短時間勤務の導入 15

③医師事務作業補助者の配置 12

②医師・看護職員とコメディカルとの業務分担 9

⑫職員のメンタルヘルス対策・ハラスメント対策 9

⑭職場復帰支援 7

⑰給与・手当等の処遇改善 7

⑧「当直」に関する勤務シフトの工夫 6

⑤常勤・非常勤医師の増員 4

⑪薬剤師の病棟配置 3

⑩他の医療機関との連携 1

⑨外来時間の短縮・外来機能の縮小 1

①医師と看護職員との業務分担 0

⑦医師の交代勤務制の導入 0
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６．取組内容の具体的事例 

  

取組内容

集計

詳細記載有

(N＝32)

具体的事例

⑬子育て中、介護中の職員への配慮 25

・24時間預け入れ可能な院内保育所の整備

・院内保育所で病児保育を開設

・介護中・育児中の社員は夜勤免除など勤務体制の見直し

・「頑張るパパ・ママの育児支援交流会」を年２回開催

⑯ワークライフバランスに取り組む

　組織風土・体制作り
23

・バースデイ休暇・連続休暇の取得を促進

・時間外に行う会議はできるだけ時間内に行う

・気兼ねなく休暇を取れるような意識を醸成

・毎月の勤務予定で年次有給休暇を１日指定して取得するよう推奨

⑮キャリアアップ支援 18

・所属員の年次・スキルに合わせた研修へ所属長より参加推奨

・N IC D (意識障害・寝たきりからの生活行動回復看護技術）教育担当者を設け、

　教育体制を確立することを目指している

・若手医師が教員として活躍できるよう病院助教のポストを新設

・院長賞を創設し職員を表彰

④看護補助者の配置 15

・入浴介助作業の負担が大きいため、特別入浴専従の短時間勤務者を採用

・看護補助者・看護助手を増員し、夜間帯の配膳や電話対応などを業務移譲

・病棟クラークを配置し看護師の事務作業量を軽減

⑥短時間勤務の導入 15

・個々の育児の状況に応じた短時間勤務制度を導入

・夜勤免除や月単位の半日勤務にしたりするケースに対応

・育児休暇、介護休暇、傷病休暇等の職員が仕事復帰しやすいよう、

　短時間勤務体制等を整備

③医師事務作業補助者の配置 12
・診療支援室を立ち上げ、診療・検査予約業務など医師事務作業の補助を実施

・病棟クラークを導入

②医師・看護職員とコメディカルとの

　業務分担
9

・臨床検査技師が採血を実施することで看護職員の業務削減を実施

・麻酔科医が不足している現状も踏まえ手術部における臨床工学技士の役割・業務拡大を図る

・臨床工学技士を透析・人工呼吸・心臓カテーテル検査業務に活用

⑫職員のメンタルヘルス対策・

　ハラスメント対策
9

・臨床心理士を採用し、職員から臨床心理士に直接相談が可能

・病院内に相談窓口として対応できる者を配置、法人本部にも窓口を設置

・ハラスメント規定を整備し相談窓口の設置

⑭職場復帰支援 7

・eラーニングを活用し、育児休暇中の職員も自宅学習が可能な環境整備

・中途採用者および育児休業復帰者に対してチューター制の教育・評価

・復職の際、産業医との面談を実施し職員の不安解消に努めている

⑧「当直」に関する勤務シフトの工夫 6

・看護師長の当直前半休取得促進、医師は当直の翌日を休日に

・看護師３名、看護補助者３名を夜勤専従者に

・各人の業務内容を調査・整理して休息時間を定め、簡易ベッドも導入

⑰給与・手当等の処遇改善 7

・看護補助者について早出・遅出勤務に手当を

・勤労意欲を高めるために夜勤手当を増額

・多く出勤している職員については賞与にて評価

⑤常勤・非常勤医師の増員 4

・医師数を定員以上確保

・麻酔科医が外部派遣のみであったため午後の手術しかできなかったが、常勤雇用し

　午前も手術できるように

⑪薬剤師の病棟配置 3 ・病棟ごとに担当薬剤師を決め、持参薬の管理・病棟配備薬剤の管理を実施

⑨外来時間の短縮・外来機能の縮小 1
・１８時まであった受付時間を３０分切り上げた。１８時が定時であり必ず残業が

　生じていたため。

⑩他の医療機関との連携 1 ・他医療機関の神経内科と提携し、職員が迅速に受診できる体制を作り、費用補助も行う

①医師と看護職員との業務分担 0 　詳細記載なし

⑦医師の交代勤務制の導入 0 　詳細記載なし
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７．特筆すべき傾向 

 
 「①医師と看護職員との業務分担」については詳細の記載はなかったが、「②医師・

看護職員とコメディカルとの業務分担」については９病院が取り組みしていると回

答があり、「看護師の業務であった持参薬の分包確認を薬剤課に委譲」するなど具

体的に記載されている。 

 

 「③医師事務作業補助者の配置」に取り組んでいると回答した 12病院のうち 10病

院は、「④看護補助者の配置」にも取り組んでいる。 

 

 「⑬子育て中、介護中の職員への配慮」は 25 病院の回答と一番取組が多い項目と

なっているが、院内保育所の整備や子育て中の夜勤免除など勤務形態の見直しが主

な回答となっており、介護中の職員については６病院のみの取組であった（以下そ

の内容） 

 介護支援制度情報誌の紹介 

 介護支援等の認知度を上げお互いを大切にし合う職場づくりを実施 

 介護でフルタイムが難しい職員は短時間勤務制度を利用 

 

 「⑮キャリアアップ支援」に取り組んでいると回答した 18 病院のうち 15 病院は、

「⑯ワークライフバランスに取り組む組織風土・体制作り」にも取り組んでいる。 

 

 職員数 10～99人の病院（計４病院）では、「⑥短時間勤務の導入」に３病院が取り

組んでおり、小規模の病院であっても勤務環境改善に向けて積極的な取り組みが見

られた。 

 

 今回収集した事例中には「⑦医師の交代勤務制の導入」まで行ったものはないが、

「⑧「当直」に関する勤務シフトの工夫」として当直を行った医師は翌日を休日に

することで負担軽減を図る取組が行われている。 
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地
域

都
道
府

県

病
院
規
模

(病
床
数
）

1
東
北

宮
城
県

一
般
病
棟
：
4
8
床

療
養
病
棟
：
1
4
4
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
浄
仁
会

大
泉
記
念
病
院

・
短
時
間
勤
務
の
導
入

・
給
与
・
手
当
等
の
処
遇
改
善

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課

題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑰
給
与
・
手
当
等
の
処
遇
改
善

2
関
東

埼
玉
県

一
般
病
床
：
9
5
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
社
団
清
心
会

至
聖
病
院

・
仕
事
と
子
育
て
・
介
護
用
の
両
立
支
援

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課

題

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

3
関
東

神
奈
川

県
一
般
病
床
：
1
6
9
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
社
団
徳
寿
会

相
模
原
中
央
病
院

・
医
師
事
務
補
助
者
、
看
護
補
助
者
を

　
手
厚
く
配
置
し
、
医
師
・
看
護
師
の

　
業
務
負
担
を
軽
減

・
業
務
体
制
・
仕
事
の
配
分
を
見
直
す

・
託
児
所
の
機
能
強
化

・
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
、

　
通
常
の
勤
務
時
間
内
に
委
員
会
、

　
研
修
会
、
勉
強
会
を
実
施
す
る
体
制

　
の
整
備

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課

題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑪
薬
剤
師
の
病
棟
配
置

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

4
北
陸

富
山
県

①
一
般
病
床
：
3
8
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
～
９
９
人

医
療
法
人
社
団
秋
桜

丸
川
病
院

・
や
り
が
い
・
働
き
が
い
の
あ
る

　
職
場
づ
く
り

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

5
北
陸

富
山
県

②

一
般
病
床
：
1
9
4
床

結
核
病
床
：
5
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

富
山
県
下
新
川
郡
朝
日
町

あ
さ
ひ
総
合
病
院

・
時
間
外
勤
務
の
削
減
、
時
間
管
理
意
識
の

　
向
上
と
業
務
改
善
の
実
施

・
公
平
な
長
期
休
暇
・
年
次
休
暇
の

　
取
得
促
進

・
教
育
支
援
体
制
の
充
実
と
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

　
バ
ラ
ン
ス
支
援
制
度
の
周
知

・
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課

題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

⑰
給
与
・
手
当
等
の
処
遇
改
善

6
北
陸

富
山
県

③

一
般
病
棟
：
5
3
3
床

　
（
開
放
型
病
床
：
1
0
床
）

う
ち
救
命
救
急
病
棟
：
8
床

集
中
治
療
病
棟
：
1
2
床

N
IC
U
：
3
床

外
来
人
工
透
析
：
4
0
床

５
０
０
床
以
上

１
０
０
０
人
以
上

富
山
県
厚
生
農
業
協
同
組
合

連
合
会

高
岡
病
院

・
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
支
援
制
度
の

　
周
知

・
有
給
休
暇
の
取
得
促
進

・
連
続
休
暇
・
長
期
休
暇
制
度
の
導
入

・
超
過
勤
務
時
間
の
削
減
活
動

・
業
務
体
制
・
仕
事
配
分
の
見
直
し

・
キ
ャ
リ
ア
支
援
活
動

・
子
育
て
・
介
護
と
の
両
立
支
援
活
動

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

②
医
師
・
看
護
職
員
と
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
と
の
業
務
分
担

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑭
職
場
復
帰
支
援

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

7
北
陸

富
山
県

④

一
般
病
棟
：
1
0
0
床

　
（
神
経
難
病
5
0
床
、
重
心
5
0
床
）

精
神
病
床
：
1
7
4
床

　
（
一
般
精
神
9
3
床
、
認
知
症
4
7
床
、

　
　
医
療
観
察
法
病
床
3
4
床
）

２
０
０
～
４
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機

構 北
陸
病
院

・
全
職
員
が
「
お
互
い
様
」
と
思
え
る

　
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
組
織
風
土
を
醸
成
し
、

　
職
員
が
各
種
制
度
を
利
用
し
て
休
暇
を
取

　
得
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
職
員
の
ラ
イ
フ
・
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

　
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
組
織
と
し
て
支
援
し
、

　
そ
の
活
用
に
よ
り
看
護
の
質
向
上
が

　
図
れ
る

・
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
向
け
て
、

　
働
き
方
の
多
様
性
を
認
め
合
い
、
将
来
に

　
希
望
の
持
て
る
職
場
と
な
る

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課

題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

N
o
.

取
組
の
主
要
テ
ー
マ

取
組
課
題

取
組
内
容
（
詳
細
の
記
載
が
あ
っ
た
項
目
）

所
在
地

規
模

病
院
規
模

（
職
員
総
数
）

病
院
名
・
法
人
名

病
院
の
属
性

８．取り組み事例の収集 
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地
域

都
道
府

県

病
院
規
模

(病
床
数
）

8
北
陸

富
山
県

⑤
 一

般
病
床
：
2
5
1
床

２
０
０
～
４
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済

生
会

富
山
済
生
会
高
岡
病
院

・
キ
ャ
リ
ア
ナ
ー
ス
（
育
児
休
業
復
帰
・

　
中
途
採
用
者
）
支
援
体
制
整
備
に
よ
る

　
看
護
職
の
離
職
率
低
下

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑭
職
場
復
帰
支
援

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

9
北
陸

富
山
県

⑥

 一
般
病
床
：
1
9
5
床

　
（
う
ち
開
放
病
床
：
5
床
）

結
核
病
床
：
4
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

富
山
県
射
水
市

射
水
市
民
病
院

・
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
取
得
促
進

・
ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー
の
作
成
と
導
入

・
看
護
業
務
量
調
査
の
実
施

・
育
児
休
業
者
へ
の
支
援

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

②
医
師
・
看
護
職
員
と
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
と
の
業
務
分
担

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑭
職
場
復
帰
支
援

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

1
0

北
陸

富
山
県

⑦
 一

般
病
床
：
5
2
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
～
９
９
人

医
療
法
人
財
団
正
友
会

中
村
記
念
病
院

・
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進

・
労
働
時
間
の
調
整

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

1
1

北
陸

富
山
県

⑧

一
般
病
床
：
4
6
1
床

精
神
病
床
：
4
4
床

感
染
病
床
：
4
床

結
核
病
床
：
5
床

５
０
０
床
以
上

１
０
０
０
人
以
上

富
山
県

富
山
県
立
中
央
病
院

・
他
職
種
へ
の
業
務
移
譲
の
実
施

・
看
護
補
助
者
の
配
置
・
増
員
、

　
看
護
助
手
、
看
護
助
手
(事

務
）
の
増
員

・
育
児
短
時
間
勤
務
の
利
用

・
深
夜
前
時
間
休
・
看
護
師
長
の
当
直
前

　
半
休
取
得
促
進

・
P
N
S
の
導
入
・
始
業
前
勤
務
削
減
に

　
向
け
て
の
取
り
組
み
・
勤
続
2
0
年
3
0
年
目

　
休
暇
の
取
得
促
進

・
W
L
B
推
進
協
力
員
研
修
会
・
取
組
発
表
会

　
の
開
催
と
介
護
支
援
制
度
情
報
誌
の
紹
介

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

②
医
師
・
看
護
職
員
と
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
と
の
業
務
分
担

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑧
「
当
直
」
に
関
す
る
勤
務
シ
フ
ト
の
工
夫

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

1
2

北
陸

富
山
県

⑨

一
般
病
棟
：
5
7
床

人
間
ド
ッ
ク
居
室
：
3
0
床

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
：
5
3
床

医
療
型
療
養
病
棟
：
5
3
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

公
立
学
校
共
済
組
合

北
陸
中
央
病
院

・
お
互
い
を
大
切
に
し
合
い
、
生
き
生
き
と

　
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
づ
く
り

　
　
⇒
変
則
交
代
勤
務
制
の
導
入
に
よ
る

　
　
　
労
働
時
間
の
削
減

　
　
⇒
業
務
体
制
・
仕
事
配
分
の
見
直
し

　
　
⇒
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

1
3

東
海

愛
知
県

①

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
床
：
1
2
0

床 透
析
ベ
ッ
ド
数
：
4
0
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
偕
行
会

偕
行
会
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院

・
業
務
分
担
に
よ
る
負
担
軽
減

・
資
格
取
得
支
援

・
ス
タ
ッ
フ
間
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ

　
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
り

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑭
職
場
復
帰
支
援

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

1
4

東
海

愛
知
県

②

一
般
病
床
：
7
7
2
床

療
養
病
床
：
3
6
床

５
０
０
床
以
上

１
０
０
０
人
以
上

公
立
大
学
法
人
名
古
屋
市
立

大
学

名
古
屋
市
立
大
学
病
院

・
業
務
分
担
に
よ
る
負
担
軽
減

・
人
材
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策

・
職
員
向
け
ア
メ
ニ
テ
ィ
の
充
実

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

②
医
師
・
看
護
職
員
と
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
と
の
業
務
分
担

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑪
薬
剤
師
の
病
棟
配
置

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

N
o
.

取
組
の
主
要
テ
ー
マ

取
組
課
題

取
組
内
容
（
詳
細
の
記
載
が
あ
っ
た
項
目
）

所
在
地

規
模

病
院
規
模

（
職
員
総
数
）

病
院
名
・
法
人
名

病
院
の
属
性
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地

域
都

道
府

県

1
5

東
海

愛
知

県

③
一

般
病

床
：

2
8
1
床

２
０

０
～

４
９

９
床

以
下

１
０

０
～

９
９

９
人

社
会

福
祉

法
人

聖
霊

会

聖
霊

病
院

・
院

内
保

育
所

の
整

備

・
正

職
員

の
多

様
な

勤
務

形
態

・
職

員
向

け
ア
メ

ニ
テ
ィ

の
整

備
・

拡
充

・
定

期
的

な
面

談
等

の
実

施

・
職

業
感

染
症

の
予

防
対

策

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

②
職

員
の

健
康

支
援

に
関

す
る

課
題

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

④
働

き
が

い
の

向
上

に
関

す
る

課
題

⑥
短

時
間

勤
務

の
導

入

⑫
職

員
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

⑮
キ

ャ
リ

ア
ア
ッ

プ
支

援

⑯
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

取
り

組
む

組
織

風
土

・
体

制
作

り

1
6

東
海

三
重

県
一

般
病

床
：

2
3
5
床

２
０

０
～

４
９

９
床

以
下

１
０

０
～

９
９

９
人

独
立

行
政

法
人

地
域

医
療

機

能
推

進
機

構

四
日

市
羽

津
医

療
セ

ン
タ

ー

・
院

内
保

育
所

と
短

時
間

勤
務

を
活

用
し

た

　
働

き
や

す
さ

の
確

保

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

⑥
短

時
間

勤
務

の
導

入

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

1
7

関
西

兵
庫

県

認
知

症
疾

患
治

療
病

棟
：

6
0
床

精
神

科
急

性
期

治
療

病
棟

：
6
0
床

精
神

科
一

般
病

棟
：

6
0
床

１
０

０
～

１
９

９
床

以
下

１
０

０
～

９
９

９
人

医
療

法
人

　
実

風
会

新
生

病
院

・
子

育
て

支
援

に
つ

い
て

・
そ

の
他

働
き

方
・

休
み

方
改

善
に

関
す
る

　
こ

と

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

②
医

師
・

看
護

職
員

と
コ

メ
デ
ィ

カ
ル

と
の

業
務

分
担

③
医

師
事

務
作

業
補

助
者

の
配

置

④
看

護
補

助
者

の
配

置

⑥
短

時
間

勤
務

の
導

入

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

⑯
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

取
り

組
む

組
織

風
土

・
体

制
作

り

⑰
給

与
・

手
当

等
の

処
遇

改
善

1
8

関
西

奈
良

県

①

一
般

病
床

：
8
3
3
床

精
神

病
床

：
1
1
0
床

感
染

症
病

床
：

2
床

５
０

０
床

以
上

１
０

０
０

人
以

上

公
立

大
学

法
人

　
奈

良
県

立

医
科

大
学

奈
良

県
立

医
科

大
学

附
属

病

院

・
医

師
事

務
作

業
補

助
者

の
導

入

・
臨

床
工

学
技

士
の

役
割

・
業

務
拡

大
に

　
よ

る
勤

務
環

境
改

善
の

さ
ら

な
る

成
果

　
へ

の
取

り
組

み

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

②
医

師
・

看
護

職
員

と
コ

メ
デ
ィ

カ
ル

と
の

業
務

分
担

③
医

師
事

務
作

業
補

助
者

の
配

置

1
9

関
西

奈
良

県

②

一
般

病
棟

：
5
0
床

回
復

期
リ

ハ
病

棟
：

5
0
床

１
０

０
～

１
９

９
床

以
下

１
０

０
～

９
９

９
人

地
方

独
立

行
政

法
人

奈
良

県

立
病

院
機

構

奈
良

県
総

合
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（

看
護

部
）

・
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
推

進
の

　
取

り
組

み

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

④
働

き
が

い
の

向
上

に
関

す
る

課
題

⑭
職

場
復

帰
支

援

⑮
キ

ャ
リ

ア
ア
ッ

プ
支

援

2
0

中
国

鳥
取

県

一
般

病
床

：
6
4
9
床

精
神

病
床

：
4
2
床

結
核

病
床

：
6
床

５
０

０
床

以
上

１
０

０
０

人
以

上
国

立
大

学
法

人
鳥

取
大

学

鳥
取

大
学

医
学

部
付

属
病

院

・
子

育
て

と
仕

事
の

両
立

を
目

指
し

た

　
院

内
保

育
所

の
整

備

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

④
働

き
が

い
の

向
上

に
関

す
る

課
題

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

2
1

中
国

広
島

県

①

一
般

病
床

：
1
2
床

療
養

病
床

：
1
4
床

２
０

～
９

９
床

以
下

１
０

～
９

９
人

医
療

法
人

三
和

会

中
澤

内
科

病
院

・
働

き
方

の
改

善
に

つ
い

て
の

取
組

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

④
看

護
補

助
者

の
配

置

⑥
短

時
間

勤
務

の
導

入

⑧
「

当
直

」
に

関
す
る

勤
務

シ
フ

ト
の

工
夫

⑯
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

取
り

組
む

組
織

風
土

・
体

制
作

り

2
2

中
国

広
島

県

②

S
C
U
：

3
床

一
般

病
棟

：
6
5
床

回
復

期
リ

ハ
病

棟
：

4
2
床

（
開

放
病

床
5
床

含
む

）

１
０

０
～

１
９

９
床

以
下

１
０

０
～

９
９

９
人

医
療

法
人

光
臨

会

荒
木

脳
神

経
外

科
病

院

・
間

接
業

務
低

減
に

よ
る

働
き

や
す

さ
の

　
追

求
及

び
2
4
時

間
3
6
5
日

託
児

を
可

能

　
と

し
た

院
内

保
育

所
の

設
立

に
よ

る

　
職

番
環

境
の

改
善

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

②
職

員
の

健
康

支
援

に
関

す
る

課
題

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

②
医

師
・

看
護

職
員

と
コ

メ
デ
ィ

カ
ル

と
の

業
務

分
担

③
医

師
事

務
作

業
補

助
者

の
配

置

④
看

護
補

助
者

の
配

置

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

⑯
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

取
り

組
む

組
織

風
土

・
体

制
作

り

2
3

四
国

徳
島

県

一
般

病
棟

：
2
3
床

地
域

包
括

ケ
ア

病
棟

：
2
4
床

特
別

疾
患

：
8
床

２
０

～
９

９
床

以
下

１
０

～
９

９
人

医
療

法
人

 栄
寿

会

天
満

病
院

・
働

き
や

す
い

勤
務

環
境

づ
く

り
に

向
け

て
、

仕
事

配
分

の
見

直
し

、
評

価
基

準
及

び
設

備
環

境
等

、
現

状
把

握
、

分
析

、
課

題
に

つ
い

て
具

体
的

に
見

極
め

、
改

善
計

画
、

具
体

的
な

改
善

内
容

を
策

定
す
る

。

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

⑥
短

時
間

勤
務

の
導

入

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

⑭
職

場
復

帰
支

援

⑮
キ

ャ
リ

ア
ア
ッ

プ
支

援

⑰
給

与
・

手
当

等
の

処
遇

改
善

2
4

四
国

愛
媛

県

一
般

病
床

：
1
5
8
床

IC
U
病

床
：

4
床

H
C
U
病

床
：

8
床

１
０

０
～

１
９

９
床

以
下

１
０

０
～

９
９

９
人

社
会

福
祉

法
人

恩
賜

財
団

済

生
会

松
山

病
院

・
勤

務
環

境
改

善

①
働

き
方

・
休

み
方

改
善

に
関

す
る

課
題

②
職

員
の

健
康

支
援

に
関

す
る

課
題

③
働

き
や

す
さ

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に

　
関

す
る

課
題

④
働

き
が

い
の

向
上

に
関

す
る

課
題

②
医

師
・

看
護

職
員

と
コ

メ
デ
ィ

カ
ル

と
の

業
務

分
担

③
医

師
事

務
作

業
補

助
者

の
配

置

④
看

護
補

助
者

の
配

置

⑤
常

勤
・

非
常

勤
医

師
の

増
員

⑥
短

時
間

勤
務

の
導

入

⑪
薬

剤
師

の
病

棟
配

置

⑫
職

員
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

⑬
子

育
て

中
、

介
護

中
の

職
員

へ
の

配
慮

⑮
キ

ャ
リ

ア
ア
ッ

プ
支

援

⑯
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

取
り

組
む

組
織

風
土

・
体

制
作

り

N
o
.

病
院

の
属

性

取
組

の
主

要
テ

ー
マ

取
組

課
題

取
組

内
容

（
詳

細
の

記
載

が
あ

っ
た

項
目

）
所

在
地

規
模

病
院

規
模

(病
床

数
）

病
院

規
模

（
職

員
総

数
）

病
院

名
・

法
人

名
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地
域

都
道
府

県

2
5

四
国

高
知
県

①

一
般
病
棟
　
5
3
床

障
害
者
施
設
等
　
3
2
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

特
定
医
療
法
人
竹
下
会

竹
下
病
院

・
明
日
に
希
望
が
持
て
る
職
場
づ
く
り
を

　
目
指
し
て

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑧
「
当
直
」
に
関
す
る
勤
務
シ
フ
ト
の
工
夫

⑩
他
の
医
療
機
関
と
の
連
携

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

⑰
給
与
・
手
当
等
の
処
遇
改
善

2
6

四
国

高
知
県

②
療
養
病
床
：
1
3
1
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
森
下
会

森
下
病
院

・
人
を
大
切
に
す
る
職
場
風
土
づ
く
り

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑧
「
当
直
」
に
関
す
る
勤
務
シ
フ
ト
の
工
夫

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

⑰
給
与
・
手
当
等
の
処
遇
改
善

2
7

九
州

長
崎
県

①

一
般
病
床
：
4
0
床

回
復
期
リ
ハ
病
棟
：
3
6
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
慧
明
会

貞
松
病
院

・
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

⑤
常
勤
・
非
常
勤
医
師
の
増
員

⑧
「
当
直
」
に
関
す
る
勤
務
シ
フ
ト
の
工
夫

⑨
外
来
時
間
の
短
縮
・
外
来
機
能
の
縮
小

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

2
8

九
州

長
崎
県

②

一
般
病
床
：
4
0
床

療
養
病
床
：
4
8
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

社
会
医
療
法
人
玄
州
会

光
武
内
科
循
環
器
科
病
院

・
人
の
成
長
と
職
場
環
境
改
善
の
実
現
に

　
向
け
て

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑤
常
勤
・
非
常
勤
医
師
の
増
員

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

2
9

九
州

大
分
県

①
療
養
病
床
：
1
1
6
床

１
０
０
～
１
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

社
会
福
祉
法
人
農
協
共
済

別
府
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

・
勤
務
環
境
改
善
（
①
有
給
休
暇
取
得
率

　
の
向
上
を
目
指
し
て
②
職
員
の
健
康
増

　
進
に
向
け
て
）

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

②
医
師
・
看
護
職
員
と
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
と
の
業
務
分
担

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑭
職
場
復
帰
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

3
0

九
州

大
分
県

②
一
般
病
床
：
4
0
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
藤
本
育
成
会

大
分
こ
ど
も
病
院

・
職
場
風
土
改
革
促
進

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑧
「
当
直
」
に
関
す
る
勤
務
シ
フ
ト
の
工
夫

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

⑰
給
与
・
手
当
等
の
処
遇
改
善

所
在
地

規
模

病
院
規
模

(病
床
数
）

病
院
規
模

（
職
員
総
数
）

病
院
名
・
法
人
名

N
o
.

病
院
の
属
性

取
組
の
主
要
テ
ー
マ

取
組
課
題

取
組
内
容
（
詳
細
の
記
載
が
あ
っ
た
項
目
）
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地
域

都
道
府

県

3
1

九
州

大
分
県

③
一
般
病
床
：
2
6
9
床

２
０
０
～
４
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合

会 新
別
府
病
院

・
院
内
保
育
所
の
設
置

・
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

・
看
護
補
助
者
の
配
置

・
夜
勤
免
除
及
び
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

3
2

九
州

大
分
県

④

一
般
病
床
：
4
4
床

地
域
包
括
ケ
ア
入
院
医
療
管
理
料
：
1
6
床

２
０
～
９
９
床
以
下

１
０
０
～
９
９
９
人

医
療
法
人
恵
友
会

杵
築
中
央
病
院

・
当
院
職
員
・
地
域
住
民
の
た
め
の
施
設

　
（
病
児
保
育
棟
・
リ
ハ
ビ
リ
棟
・
人
工

　
　
透
析
棟
）
の
新
設

①
働
き
方
・
休
み
方
改
善
に
関
す
る
課
題

②
職
員
の
健
康
支
援
に
関
す
る
課
題

③
働
き
や
す
さ
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に

　
関
す
る
課
題

④
働
き
が
い
の
向
上
に
関
す
る
課
題

③
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配
置

④
看
護
補
助
者
の
配
置

⑤
常
勤
・
非
常
勤
医
師
の
増
員

⑥
短
時
間
勤
務
の
導
入

⑫
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

⑬
子
育
て
中
、
介
護
中
の
職
員
へ
の
配
慮

⑮
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援

⑯
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
組
織
風
土
・
体
制
作
り

所
在
地

規
模

病
院
規
模

(病
床
数
）

病
院
規
模

（
職
員
総
数
）

病
院
名
・
法
人
名

N
o
.

病
院
の
属
性

取
組
の
主
要
テ
ー
マ

取
組
課
題

取
組
内
容
（
詳
細
の
記
載
が
あ
っ
た
項
目
）
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１．平成 28年度 医師票 
 

問 1.あなたの勤務している病院の所在地を教えてください。（1つ選択） 

  ※都道府県名 プルダウン 

 

問 2. あなたの勤務している病院がある市町村（特別区の場合は区）の規模を教えてく

ださい。（1つ選択） 

1.人口 50万人以上の市（区）（政令指定都市等） 

2.人口 20万人以上 50万人未満の市（区）（中核市等） 

3.人口 10万人以上 20万人未満の市（区） 

4.人口 10万人未満の市（区） 

5.町村 

 

問 3.貴院の開設主体を教えてください。（1つ選択） 

１．国等（厚生労働省､独立行政法人国立病院機構、国立大学法人､独立行政法人労働者健康安全機

構､国立高度専門医療研究センター､独立行政法人地域医療機能推進機構、その他(国の機関)） 

２．地方公共団体等（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

３．公的医療機関（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

４．社会保険関係団体（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険

組合） 

５．医療法人 

６．個人 

７．その他（公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人） 

 

問 4.貴院の許可病床数を教えてください。（1つ選択） 

1. 20-99 床 3. 200-299床 5. 400-499床 

2. 100-199床 4. 300-399床 6. 500床以上 

 

問 5.あなたの年齢を教えてください。（1つ選択） 

 1.20代  2.30 代  3.40代  4.50 代  6.60 代以上 

 

問 6.あなたの性別を教えてください。（1つ選択） 

 1.女性   2.男性 
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問 7.あなたの医師としてのキャリア（通算経験年数）を教えてください。なお、休職

をした場合は、その期間は含めず、回答してください。（1つ選択） 

 1.1年未満  2.3年未満  3.5年未満  4.10年未満  5.20年未満  6.20年以上 

 

問 8.あなたが主に専門としている診療科（最も時間を費やしている診療科）を教えて

ください。（1つ選択） 

１． 内科 ６． 小児科 11. 耳鼻いんこう科 16. 救急科 

２． 外科 ７． 精神科 12. 
産科・婦人科・
産婦人科 

17. その他（  ） 

３． 皮膚科 ８． 泌尿器科 13. 放射線科   

４． アレルギー科 ９． 
整形外科・ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝ科 

14. 麻酔科   

５． リウマチ科 10. 眼科 15. 
病理診断科・臨
床検査科 

  

 

＜労働時間について伺います＞ 

問 9.貴院の就業規則等で定められた医師（あなた）の１週間の所定労働時間数（変形

労働時間制の場合は、単位期間における週当たりの平均労働時間数）は何時間です

か。（平成 28年６月時点）（数字を記入） 

 1週間の週所定労働時間  （   ）時間（   ）分 

 

問 10．あなたはこれまで１週間の所定労働時間数をご存じでしたか。（１つ選択） 

1.知っていた 

2.知らなかった 

 

問 11．あなたの職場の労働時間の管理方法を教えてください。（１つ選択） 

1.タイムレコーダー・タイムカード 

2.ＩＣカード 

3.出勤簿・管理簿 

4.その他（                        ） 

5.労働時間を管理していない 

  

資料 3-1-2 
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問 12.あなたの平成 2８年６月の 1 か月間のおおよその時間外労働時間数（所定労働時

間を超えて勤務した時間数。残業中の休憩時間など労働していない時間は除く。）

を教えてください。（１つ選択） 

なお、時間外労働をしていない場合には、時間・分を「0（ゼロ）」と回答してくだ

さい。 

1.おおよそ（   ）時間（   ）分 

2.わからない ⇒問 13へ 

 

問 12-1.あなたの平成 2８年６月の１か月間の時間外労働の主な理由を教えてください。

（いくつでも） 

1. 緊急対応 

2. 手術や外来対応等の延長 

3. 記録･報告書作成や書類の整理 

4. 会議・勉強会・研修会等への参加 

5. 他職種・他機関との連絡調整 

6. 勤務開始前の準備 

7. その他（具体的に：                     ） 

 

問 13.あなたは、普段、時間外労働時間を時間外労働時間どおり申告していますか。（１

つ選択）なお、時間外労働時間がタイムレコーダー・タイムカード・ＩＣカードで

管理されている場合は、１を選択してください。（１つ選択） 

 1.申告している ⇒問 14へ 

 2.申告していない  

 

問 13-1.あなたが、時間外労働時間を時間外労働時間どおり申告しない理由を教えてく

ださい。（いくつでも） 

 1.職場に残業を申告しづらい雰囲気があるから 

 2.申告しても認められないことが多いから 

 3.残業手当に限度があるから 

 4.申告できる残業時間が決まっているから 

 5.自分の都合や、自分のこだわりのために残業をしたから 

 6.仕事が未熟でほかの人より時間がかかるから 

 7.その他（                                ）  
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問 14.あなたの時間外労働時間に対し、時間外労働手当は支払われていますか。（1つ選

択） 

 1.タイムレコーダー・タイムカード・ICカードのとおりに支払われている（制限なし） 

 2.申告時間どおりに支払われている（制限なし） 

 3.上限時間が決められており、それを上回る時間については支払われていない 

 4.上司が時間外労働を認めたとき以外は支払われていない 

 5.年俸制であり時間外労働手当は年俸に含まれている 

 6.時間外労働時間については支払われていない 

 7.その他（                             ） 

 8.わからない 

 

＜休日・休暇について伺います＞ 

問 15. あなたの平成 28年 6月の所定休日日数及び実際に業務を休んだ日数を教えてく

ださい。 

  （数字を記入） 

所定休日日数      （   ）日 

実際に業務を休んだ日数 （   ）日 

 

問 16. あなたの平成 27 年度の年次有給休暇の付与日数（※1）と取得日数を教えてく

ださい。 

  （数字を記入） 

あなたに付与された日数  （   ）日 

あなたが取得した日数   （   ）日 
 ※1：年次有給休暇の付与日数とは、1年ごとに雇用主から新たに付与された有給休暇の日数のこと

で、前年度からの繰越分を含めない。 

 

＜当直・夜勤について伺います＞ 

問 17. 平成 28年 6 月の当直（①宿直・②日直）・③夜勤（交代制勤務の下で夜間に行

った勤務）・④オンコールの回数を教えてください。①②③④それぞれについて、

該当がない場合には「0（ゼロ）」と回答してください。（数字を記入） 

① 宿直        回 ③夜勤        回 

② 日直        回 ④オンコール        回 
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問 18. 問 1７で平成 28年 6月に①宿直を行った方に伺います。該当しない方は問 19へ 

 

問 18-1.貴院で決められている宿直 1回あたりの拘束時間数と平成 28年 6月の宿直 1

回あたりの実労働時間数（患者対応など通常勤務時と同様の業務を行った時間

数）を教えてください。(数字を記入) 

貴院の宿直 1回あたりの拘束時間数  （     ）時間（   ）分 

宿直 1回あたりの実労働時間数    （     ）時間（   ）分 

 

問 18-2.宿直明けの勤務について、どのような勤務割になっていますか。(一つ選択) 

1.通常勤務で、業務内容の軽減はない 

2.通常勤務であるが、業務内容は軽減される 

3.短時間勤務で、業務内容の軽減はない 

4.短時間勤務で、業務内容も軽減される 

5.勤務なし（休み） 

6.その他（                               ） 

7.日によって異なる（具体的に：                     ） 

8.わからない 

 

問 18-3．あなたは平成 28 年６月に問 17①の回数の宿直を行いましたが、これらの宿直

明けの実際の勤務状況を教えてください。（数字を記入） 

1.通常勤務      （  ）回 

2.短時間勤務    （  ）回 

3.業務内容の軽減（  ）回 

4.勤務なし      （  ）回 

 

 

問 19.問 17で平成 28 年 6月に③夜勤を行った方に伺います。該当しない方は問 20へ 

 

問 19-1. あなたご自身の主な勤務形態を教えてください。（1つ選択） 

1. 3 交代制（変則含む）（※２）     3.それ以外（      ） 

2. 2 交代制（変則含む）（※２）     4.わからない 

※２：交代制勤務は、24時間を２つのシフトに分ける「２交代制」や、３つのシフトに分ける「３交代

制」による勤務である。各シフトの長さがほぼ均一のタイプのほか、変則的なタイプ（夜勤時間

９～10時間の変則３交代制、夜勤時間 13～16時間の変則２交代制など）がある。  
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問 19-2.あなたの平成 28 年 6月の夜勤勤務について伺います。①平成 28 年 6月の 1か

月間のおおよその総夜勤時間数、及び、問 19-1で回答した主な勤務形態にお

ける夜勤 1回あたりの②勤務割上の夜勤時間数と③実際の夜勤時間数（夜勤を

行った際の時間外労働時間を含む。）を教えてください。 

①1か月間のおおよその総夜勤時間数   （  ）時間（  ）分 

うち、休憩・仮眠時間数 （  ）時間（  ）分 

②夜勤 1回あたりの勤務割上の夜勤時間数 （  ）時間（  ）分 

うち、休憩・仮眠時間数 （  ）時間（  ）分 

③夜勤 1回あたりの実際の夜勤時間数   （  ）時間（  ）分 

うち、休憩・仮眠時間数 （  ）時間（  ）分 

 

問 20.あなたの平成 28年 6月のある勤務日の勤務の開始から勤務の終了までの時間が

最も長い時間（時間外労働時間を含み、当直時間は含まない。）を教えてくださ

い。(数字を記入) 

  最長 約（  ）時間（  ）分 （うち、休憩時間（  ）時間（  ）分） 

 

問 21.あなたの平成 28年 6月のある勤務日の勤務（時間外労働を含む。）の終了から次

の勤務の開始までの間隔が最も短い時間を教えてください。(数字を記入) 

  最短 約（  ）時間（  ）分 

 

＜勤務環境等について伺います＞ 

問 22．あなたは、今の勤務環境にどの程度満足していますか。（１つ選択） 

1.満足  

2.どちらかというと満足  

3.どちらかというと不満  

4.不満  

 

問 23．問 2２について、あなたがそう思う理由を教えてください。 

（                                     ） 
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問 24．あなたの現在の健康状態について教えてください。（1つ選択） 

  1.健康である 

  2.どちらかというと健康である 

  3.どちらかというと健康ではない 

  4.健康でない 

 

問 25．あなたの平成 28年 6月の睡眠の状況について教えてください。（１つ選択） 

  1.睡眠は十分にとれていた 

  2.睡眠は比較的とれていた 

  3.睡眠はあまりとれていなかった 

  4.睡眠は不足していた 

 

問 26.以下に挙げる医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、貴院で取り組んで

おり、あなたが勤務環境改善の効果があると感じているものを教えてください。

（いくつでも） 

 

問 27．問 26の取組の中で、あなたの職場で取り組んでほしいと思う項目を教えてくだ

さい。（いくつでも） 

 

Ⅰ 働き方・休み方改善 

１）労働時間管理 

1．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 

2．１回当たりの最長勤務時間の削減に取り組んでいる 

3．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 

4．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数の

制限、仮眠時間の確保等）を行っている 

5．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 

6．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 

7．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 

２）勤務負担軽減 

8．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 

9．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタ

イム制など）を活用している 

10．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、

当直明けに日勤を入れない等） 
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11．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善し

ている 

12．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化等）により負担軽減を図っている 

13．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 

14．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 

15．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 

16．募集・採用を強化するための取組を実施している 

17．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外来機

能の分担等）を推進している 

 

Ⅱ 職員の健康支援 

18. 職員に健康診断を受診するよう働きかけている 

19．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 

20．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 

21．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改

善等）に取り組んでいる 

22．過重労働者に対する面談を実施している 

23．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 

24．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの取扱

い等）の暴露予防に取り組んでいる 

25．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 

26．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 

 

Ⅲ 働きやすさ確保のための環境整備 

１）仕事と子育て・介護等の両立支援 

27．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 

28．院内保育所等を整備している 

29．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 

30．保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実施し

ている 

31．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除（男性職員・女性

職員ともに対象）を実施している 

32．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を

導入している 

33．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を導入

している 

34．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組（男性職員・女性職員ともに対象）

を実施している 

35．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口

の設置や専門スタッフの配置を行っている 
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36．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレックスタイ

ム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している 

37．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設けている 

38．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推進施

策（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 

⇒（具体的に：                   ） 

 

２）職員のいじめ・ハラスメント等対策 

39．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓

口の整備等） 

40. 職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の整備等） 

41．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関する研修や、

当該研修への職員参加の支援を行っている 

 

３）風土・環境整備 

42．職員の働く満足度の調査を行っている 

43．職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 

44．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イベ

ント等） 

45．職員の地域活動への支援（ボランティア活動支援等）を実施している 

 

４）人材の定着化 

46．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重

した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている 

 

Ⅳ 働きがいの向上 

１）キャリア形成支援 

47. 研修・学会への参加を支援している 

48．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援（研修等に関する情報提供

や研修等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談

窓口の設置や情報提供等）が実施されている 

49．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されて

いる 

 

２）休業後のキャリア形成支援 

50．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援（業務経験や研修等の機会の付与、産休・

育休経験者による相談対応等）を行っている 

51．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されている 

52．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援（e-learning、実技実習、託児所を併設し

た勉強会等）を行っている 
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Ⅴ．その他 

53．患者満足度の調査を行っている 

54．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な業務分

担や処遇となっている 

55．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 

56．その他（                               ）  

57．該当するものがない  

 

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 
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２．平成 28年度 看護師票 
 

問 1.あなたが勤務している病院の所在地を教えてください。（1つ選択） 

  ※都道府県名 プルダウン 

 

問 2.あなたの勤務している病院がある市町村（特別区の場合は区）の規模を教えてく

ださい。（1つ選択） 

1.人口 50万人以上の市（区）（政令指定都市等） 

2.人口 20万人以上 50万人未満の市（区）（中核市等） 

3.人口 10万人以上 20万人未満の市（区） 

4.人口 10万人未満の市（区） 

5.町村 

 

問 3.貴院の開設主体を教えてください。（1つ選択） 

１．国等（厚生労働省､独立行政法人国立病院機構、国立大学法人､独立行政法人労働者健康安全機

構､国立高度専門医療研究センター､独立行政法人地域医療機能推進機構、その他(国の機関)） 

２．地方公共団体等（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

３．公的医療機関（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

４．社会保険関係団体（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険

組合） 

５．医療法人 

６．個人 

７．その他（公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人） 

 

問 4.貴院の許可病床数を教えてください。（1つ選択） 

1. 20-99 床 3. 200-299床 5. 400-499床 

2. 100-199床 4. 300-399床 6. 500床以上 

 

問 5.あなたの年齢を教えてください。（1つ選択） 

 1.20代  2.30 代  3.40代  4.50 代  6.60 代以上 

 

問 6.あなたの性別を教えてください。（1つ選択） 

 1.女性   2.男性 
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問 7.あなたの看護師としてのキャリア（通算経験年数）を教えてください。なお、休

職をした場合は、その期間は含めず、回答してください。（1 つ選択） 

 1.1年未満  2.3年未満  3.5年未満  4.10年未満  5.20年未満  6.20年以上 

 

＜労働時間について伺います＞ 

問 8.貴院の就業規則等で定められた看護師（あなた）の１週間の所定労働時間数（変

形労働時間制の場合は、単位期間における週当たりの平均労働時間数）は何時間

ですか。（平成２８年６月時点）（数字を記入） 

  1週間の週所定労働時間  （   ）時間（   ）分 

 

問 9.あなたはこれまで１週間の所定労働時間数をご存じでしたか。（１つ選択） 

1.知っていた 

2.知らなかった 

 

問 10.あなたの職場の労働時間の管理方法を教えてください。 

1.タイムレコーダー・タイムカード 

2.ＩＣカード 

3.出勤簿・管理簿 

4.その他（                          ） 

5.労働時間を管理していない 

 

問 11.あなたの平成 28 年６月の 1 か月間のおおよその時間外労働時間数（所定労働時

間を超えて勤務した時間数。残業中の休憩時間など労働していない時間は除く。）

を教えてください。（１つ選択）なお、時間外労働をしていない場合には、時間・

分を「0（ゼロ）」と回答してください。 

1.おおよそ（   ）時間（   ）分 

2.わからない ⇒問 12へ 
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問 11-1.あなたの平成 28年６月の時間外労働の主な理由を教えてください。（いくつでも） 

1. 緊急対応 

2. 手術や外来対応等の延長 

3. 記録･報告書作成や書類の整理 

4. 会議・勉強会・研修会等への参加 

5. 他職種・他機関との連絡調整 

6. 勤務開始前の準備 

7. その他（具体的に：                     ） 
 

問 12.あなたは、普段、時間外労働時間を時間外労働時間どおり申告していますか。（１

つ選択）なお、時間外労働時間がタイムレコーダー・タイムカード・IC カード

で管理されている場合は、１を選択してください。 

1.申告している ⇒問 13 へ 

2.申告していない  
 

問 12-1.あなたが、時間外労働時間を時間外労働時間どおり申告しない理由を教えてく

ださい。（いくつでも） 

1.職場に残業を申告しづらい雰囲気があるから 

2.申告しても認められないことが多いから 

3.残業手当に限度があるから 

4.申告できる残業時間が決まっているから 

5.自分の都合や、自分のこだわりのために残業をしたから 

6.仕事が未熟でほかの人より時間がかかるから 

7.その他（                                ） 
 

問 13.あなたの時間外労働時間に対し、時間外労働手当は支払われていますか。（1つ選択） 

1.タイムレコーダー・タイムカード・ICカードのとおりに支払われている（制限なし） 

2.申告時間どおりに支払われている（制限なし） 

3.上限時間が決められており、それを上回る時間については支払われていない 

4.上司が時間外労働を認めたとき以外は支払われていない 

5.年俸制であり時間外労働手当は年俸に含まれている 

6.時間外労働時間については支払われていない 

7.その他（                             ） 

8.わからない  
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＜休日・休暇について伺います＞ 

問 14.あなたの平成 28 年 6 月の所定休日日数及び実際に業務を休んだ日数を教えてく

ださい。 

  （数字を記入） 

所定休日日数       （    ）日 

実際に業務を休んだ日数  （    ）日 
 

問 15.あなたの平成 27年度の年次有給休暇の付与日数（※1）と取得日数を教えてくだ

さい。 

  （数字を記入） 

あなたに付与された日数  （    ）日 

あなたが取得した日数   （    ）日 
 ※1：年次有給休暇の付与日数とは、1年ごとに雇用主から新たに付与された有給休暇の日数のこと

で、前年度からの繰越分を含めない。 

 

＜夜勤等の勤務状況について伺います＞ 

問 16.あなたの平成 28年 6月の①夜勤・②オンコールの回数を教えてください。なお、

平成 28 年 6 月の途中で夜勤専従期間が開始または終了した方は、 １．及び２．

の両方の「①夜勤」「②オンコール」の欄に回数を入力して下さい。（数字を記入） 

 ①夜勤 ②オンコール 

１．あなたが夜勤専従でない看護師の場合 回 回 

２．あなたが夜勤専従の看護師の場合 回 回 

 

問 17.問 16で平成 28年 6月に①夜勤を行った方に伺います。 

 

問 17-1.あなたご自身の主な勤務形態を教えてください。（1つ選択） 

1.3交代制（変則含む）（※２） 

2.2交代制（変則含む）（※２） 

3.夜勤専従 

4.それ以外（                 ） 

5.わからない 

※2：交代制勤務には、24 時間を２つのシフトに分ける「２交代制」や、３つのシフトに分ける「３交

代制」がある。各シフトの長さがほぼ均一のタイプのほか、変則的なタイプ（夜勤時間９～10時間

の変則３交代制、夜勤時間 13～16時間の変則２交代制など）がある。 
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問 17-2.あなたの平成 28 年 6月の夜勤勤務について伺います。①平成 28 年 6月の 1か

月間のおおよその総夜勤時間数、及び、問 17-1 で回答した主な勤務形態にお

ける夜勤 1回あたりの②勤務割上の夜勤時間数と③実際の夜勤時間数（夜勤を

行った際の時間外労働時間を含む。）を教えてください。(数字で記入） 

①1か月間のおおよその総夜勤時間数   （  ）時間（  ）分 

うち、休憩・仮眠時間数 （  ）時間（  ）分 

②夜勤 1回あたりの勤務割上の夜勤時間数 （  ）時間（  ）分 

うち、休憩・仮眠時間数 （  ）時間（  ）分 

③夜勤 1回あたりの実際の夜勤時間数   （  ）時間（  ）分 

うち、休憩・仮眠時間数 （  ）時間（  ）分 

 

問 18.あなたの平成 28 年 6 月のある勤務日の勤務の開始から勤務の終了までの時間が

最も長い時間（時間外労働時間を含み、当直時間は含まない。）を教えてくださ

い。(数字で記入) 

最長 約（  ）時間（  ）分 （うち休憩時間（  ）時間（  ）分） 

 

問 19.あなたの平成 28年 6月のある勤務日の勤務（時間外労働を含む。）の終了から次

の勤務の開始までの間隔が最も短い時間を教えてください。(数字で記入) 

最短 約（  ）時間（  ）分 

 

＜勤務環境等について伺います＞ 

問 20.あなたは、今の勤務環境にどの程度満足していますか。（1つ選択） 

1.満足  

2.どちらかというと満足  

3.どちらかというと不満  

4.不満  

 

問 21.問 20 について、あなたがそう思う理由を教えてください。 

（                                     ） 
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問 22.あなたの現在の健康状態について教えてください。（1つ選択） 

  1.健康である 

  2.どちらかというと健康である 

  3.どちらかというと健康ではない 

  4.健康でない 

 

問 23.あなたの平成 28年 6月の睡眠の状況について教えてください。（１つ選択） 

  1.睡眠は十分にとれていた 

  2.睡眠は比較的とれていた 

  3.睡眠はあまりとれていなかった 

  4.睡眠は不足していた 

 

問 24.以下に挙げる医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、貴院で取り組んで

おり、あなたが勤務環境改善の効果があると感じているものを教えてください。

（いくつでも） 

 

問 25.問 24 の取組の中で、あなたの職場で取り組んでほしいと思う項目を教えてくだ

さい。（いくつでも） 

 

Ⅰ 働き方・休み方改善 

１）労働時間管理 

1．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 

2．１回当たりの最長勤務時間の削減に取り組んでいる 

3．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 

4．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数の

制限、仮眠時間の確保等）を行っている 

5．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 

6．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 

7．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 

２）勤務負担軽減 

8．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 

9．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックスタ

イム制など）を活用している 

10．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、

当直明けに日勤を入れない等） 
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11．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善し

ている 

12．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化等）により負担軽減を図っている 

13．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 

14．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 

15．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 

16．募集・採用を強化するための取組を実施している 

17．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外来機

能の分担等）を推進している 

 

Ⅱ 職員の健康支援 

18. 職員に健康診断を受診するよう働きかけている 

19．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 

20．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 

21．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改

善等）に取り組んでいる 

22．過重労働者に対する面談を実施している 

23．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 

24．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの取扱

い等）の暴露予防に取り組んでいる 

25．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 

26．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 

 

Ⅲ 働きやすさ確保のための環境整備 

１）仕事と子育て・介護等の両立支援 

27．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 

28．院内保育所等を整備している 

29．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 

30．保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実施し

ている 

31．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除（男性職員・女性

職員ともに対象）を実施している 

32．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を

導入している 

33．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を導入

している 

34．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組（男性職員・女性職員ともに対象）

を実施している 

35．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口

の設置や専門スタッフの配置を行っている 
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36．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレックスタイ

ム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している 

37．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設けている 

38．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推進施

策（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 

⇒（具体的に：                   ） 

 

２）職員のいじめ・ハラスメント等対策 

39．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相談窓

口の整備等） 

40. 職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の整備等） 

41．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関する研修や、

当該研修への職員参加の支援を行っている 

 

３）風土・環境整備 

42．職員の働く満足度の調査を行っている 

43．職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 

44．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イベント

等） 

45．職員の地域活動への支援（ボランティア活動支援等）を実施している 

 

４）人材の定着化 

46．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重した

配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている 

 

Ⅳ 働きがいの向上 

１）キャリア形成支援 

47. 研修・学会への参加を支援している 

48．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援（研修等に関する情報提供や研

修等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口の設

置や情報提供等）が実施されている 

49．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されている 

 

２）休業後のキャリア形成支援 

50．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援（業務経験や研修等の機会の付与、産休・育休

経験者による相談対応等）を行っている 

51．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されている 

52．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援（e-learning、実技実習、託児所を併設した勉

強会等）を行っている 

  



209 

 

Ⅴ．その他 

53．患者満足度の調査を行っている 

54．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な業務分

担や処遇となっている 

55．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 

56．その他（                               ）  

57．該当するものがない 

 

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 

 

  



210 

 

３．平成 28年度 施設票 
 

問 1.貴院の所在地を教えてください。（1つ選択） 

 ※都道府県名 プルダウン 

 

問 2.貴院がある市町村（特別区の場合は区）の規模を教えてください。（1つ選択） 

1.人口 50万人以上の市（区）（政令指定都市等） 

2.人口 20万人以上 50万人未満の市（区）（中核市等） 

3.人口 10万人以上 20万人未満の市（区） 

4.人口 10万人未満の市（区） 

5.町村 

 

問 3.貴院の開設主体を教えてください。（1つ選択） 

1.国等（厚生労働省､独立行政法人国立病院機構、国立大学法人､独立行政法人労働者健康安全機構､国

立高度専門医療研究センター､独立行政法人地域医療機能推進機構、その他(国の機関)） 

2.地方公共団体等（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

3.公的医療機関（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

4.社会保険関係団体（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

5.医療法人 

6.個人 

7.その他（公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人） 

  

問 4.貴院の許可病床数を教えてください。（1つ選択） 

1. 20-99 床 3. 200-299床 5. 400-499床 

2. 100-199床 4. 300-399床 6. 500床以上 

 

問 5.貴院の最も多い病床を教えてください。（1つ選択） 

1. 一般病床 3. 感染症病床 5. 療養病床 

2. 精神病床 4. 結核病床   

 

問 5-1.貴院の最も多い病床の病床利用率と平均在院日数（小数点第 1位まで）を教え

てください。（数字を記入） 

  平成 27年度   病床利用率 （    ）％  平均在院日数（    ）日 

  平成 28年 6月 病床利用率 （    ）％  平均在院日数（    ）日 
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問 5-2.貴院における最も多い病床を有する医療機能を教えてください。（1つ選択） 

1. 高度急性期 3. 回復期 4. 慢性期 

2. 急性期     

 

問 6.貴院が標榜している診療科目を教えてください。（いくつでも） 

１． 内科 ６． 小児科 11. 耳鼻いんこう科 16. 救急科 

２． 外科 ７． 精神科 12. 
産科・婦人科・
産婦人科 

17. 歯科 

３． 皮膚科 ８． 泌尿器科 13. 放射線科 18. その他 

４． アレルギー科 ９． 
整形外科・ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝ科 

14. 麻酔科   

５． リウマチ科 10. 眼科 15. 
病理診断科・臨
床検査科 

  

 

問 7.平成 28年 6月 30日現在の貴院の職員について伺います。①職員数、② ①のうち、

フルタイム勤務の正規職員数（※1）、③ ②のうち、フルタイム勤務の女性正規職

員数を教えてください。（産休・育休・休職など稼働していない職員は除く。）（数

字を記入） 

 ①職員数 

 

  

② ①のうち、 

フルタイム勤務の

正規職員数 

③ ②のうち、 

フルタイム勤務の

女性正規職員数 

全体       人        人        人 

 うち、医師数        人        人        人 

 うち、看護職数       人        人        人 

 ※1：フルタイム勤務とは、就業規則等で定められた週所定労働時間数（変形労働時間制の場合は、単位

期間における週当たりの平均労働時間数）での勤務をいう（育児等による短時間勤務は除く。）。 

   また、正規職員とは、雇用期間の定めがないものをいう（パート労働者等は除く。）。 

 

＜医療従事者の勤務環境改善の取組について伺います＞ 

問 8.貴院における、医療従事者の勤務環境改善に関する現状認識として、当てはまる

ものを教えてください。（１つ選択） 

1. 重要な課題である 3. あまり重要な課題ではない 

2. やや重要な課題である 4. 重要な課題ではない  
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問 9．問 8について、貴院がそのように認識する理由を教えてください。 

 

 

 

 

問 10.貴院における、医療従事者の勤務環境改善に関する取組状況について教えてくだ

さい。（１つ選択） 

1.職種を問わず取り組んでいる  

2.一部の職種で取り組んでいる（具体的な職種：           ） 

3.あまり取り組んでいない  ⇒問 12へ 

4.全く取り組んでいない ⇒問 12へ 

 

問 11. 問 10で 1又は 2と回答した病院にお尋ねします。3 又は 4 と回答した人は問 12へ 

貴院における医療従事者の勤務環境改善の具体的な取組態様について教えてく

ださい。 

（各項目について該当するものを 1つ選択） 

 

（下記の１～７は、「医療分野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシス

テム導入の手引き（改訂版）」（平成２７年３月）に記載している、マネジメントシステム

導入の７つのステップに対応しています。） 

 

 取り組んでいる 
取り組んで 

いない 
 支援センタ

ーを活用 

１．勤務環境改善の取組方針を表明して職員に

周知している 

   

２．経営トップが主体的に関与して組織的に取

り組んでいる 

   

３．勤務環境改善のための推進体制（委員会・

プロジェクトチーム、専門部署・専任担当者等）

を設置している 

   

４．勤務環境の現状の把握・分析を行っている 

 

   

５．勤務環境改善に向けた達成目標を設定して

いる 

   

６．勤務環境改善に向けた対策と行動計画（ア

クションプラン）を策定している 

   

７．取組の達成状況や成果を確認・評価し、目    
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標や計画の見直し、取組方法の改善等につなげ

ている 

８．その他（              ）    

 

問 11-1.問 11の項目５に取り組んでいる病院にお伺いします。どのような目標を設定

していますか。 

 

 

 

問 12．問 10で３又は４と回答した病院にお尋ねします。1又は 2と回答した人は問 13

へ貴院が医療従事者の勤務環境改善にあまり又は全く取り組んでいない理由を

教えてください。 

 

 

 

 

問 13.以下に挙げる医療従事者の勤務環境改善に関する取組のうち、貴院で取り組んで

いるものを教えてください。（いくつでも） 

 

（下記の選択肢は、「医療分野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシス

テム導入の手引き（改訂版）」（平成 27年 3月）に記載している、医療機関の勤務環境の現

状把握及び課題抽出のための確認項目を参考に作成しています。） 

 

Ⅰ 働き方・休み方改善 

１）労働時間管理 

１．医療従事者の時間外労働時間数を把握している 

２．時間外労働時間の削減に取り組んでいる 

３．１回当たりの最長勤務時間を削減している 

４．医療従事者の年次有給休暇の取得率を把握している 

５．年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している 

６．夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直し、夜勤回数

の制限、仮眠時間の確保等）を行っている 

７．夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている 

８．夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している 

９．労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている 

２）勤務負担軽減 

10．補助職（医師事務作業補助者、看護補助者等）を配置している 

11．正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フレックス

タイム制など）を活用している 
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12．当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行わない、

当直明けに日勤を入れない等） 

13．夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充実・改善し

ている 

14．チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）により負担軽

減を図っている 

15．情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している 

16．電子カルテを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 

17．勤務シフト作成ソフトを活用した業務効率化・省力化に取り組んでいる 

18．募集・採用を強化するための取組を実施している 

19．地域の医療機関との連携（オープンシステム、地域連携クリティカルパス、外来機

能の分担等）を推進している 

 

Ⅱ 職員の健康支援 

20．職員の健康診断の受診率を把握している 

21．職員に健康診断を受診するよう働きかけている 

22．職員の健康教育や身体的健康対策（生活習慣病対策等）に取り組んでいる 

23．感染症予防対策（B型肝炎ウイルス、インフルエンザ等）に取り組んでいる 

24．過労・メンタル等により出勤していない者の人数を把握している 

25．過重労働による面談者数を把握している 

26．職員のメンタルヘルス対策（相談窓口の設置、復職支援プログラムの策定、職場改

善等）に取り組んでいる 

27．過重労働者に対する面談を実施している 

28．作業環境対策（腰痛対策や眼精疲労対策等）に取り組んでいる 

29．有害化学物質（抗がん剤、エチレンオキシド、キシレン、ホルムアルデヒドの取扱

い等）の暴露予防に取り組んでいる 

30．職業感染症（血液・体液や空気感染）の予防対策に取り組んでいる 

31．安全衛生管理に関する組織体制及び規程を整備している 

Ⅲ 働きやすさ確保のための環境整備 

１）仕事と子育て・介護等の両立支援 

32．男性職員の育児休業取得者数や育児休業取得率を把握している 

33．男性職員に育児休業を取得するよう積極的に働きかけている 

34．育児休業取得後の復職者数を把握している 

35．介護休業取得者数を把握している 

36．院内保育所等を整備している 

37．学童期の子どもを有する職員への支援を行っている 

38．保育・介護サービス利用料の補助制度（男性職員・女性職員ともに対象）を実施し

ている 

39．法定以上の子育て・介護中の職員に対する夜勤・時間外労働免除（男性職員・女性

職員ともに対象）を実施している 
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40．法定以上の育児休業制度、子の看護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を

導入している 

41．法定以上の介護休業制度、介護休暇制度（男性職員・女性職員ともに対象）を導入

している 

42．その他の子育て・介護との両立支援の制度・取組（男性職員・女性職員ともに対象）

を実施している 

43．子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスに関する相談窓口

の設置や専門スタッフの配置を行っている 

44．職員が雇用形態や勤務形態を選択可能な制度（短時間正職員制度、フレックスタイ

ム制度、裁量労働制等。男性職員・女性職員ともに対象）を整備している 

45．子育て・介護その他の事情により退職した職員に対する再雇用の制度を設けている 

46．その他の子育て・介護を含む生活面との両立支援・ワークライフバランスの推進施

策（男性職員・女性職員ともに対象）を実施している 

        ⇒（具体的に：                   ） 

２）職員のいじめ・ハラスメント等対策 

47．職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関するトラブルの件数

を把握している 

48．職員へのいじめ・ハラスメント、患者等からの暴言・暴力に関する対策への職員の

評価を把握している 

49．患者等からの暴言・暴力への対策に関する体制を整備している（警備員の配置、相

談窓口の整備等） 

50. 職員へのいじめ・ハラスメント対策に関する体制を整備している（相談窓口の整備

等） 

51．職員へのいじめ・ハラスメント対策や患者等からの暴言・暴力への対策に関する研

修や、当該研修への職員参加の支援を行っている 

 

３）風土・環境整備 

52．職員の働く満足度の調査を行っている 

53．職員による職場環境・風土に関する評価を把握している 

54．職員向け院内アメニティを整備・拡充している（仮眠室、休憩室の確保等） 

55．院内での職員のコミュニケーションの機会を設定・拡充している（職員旅行、イベ

ント等） 

56．職員の地域活動への支援（ボランティア活動支援等）を実施している 

 

４）人材の定着化 

57．退職者数（定年退職者を除く）を把握している 

58．新卒採用後３年間の退職率を把握している 

59．新卒採用後 10年間の退職率を把握している 

60．妊娠・出産を契機とした女性職員の退職者数を把握している 

61．退職者の平均勤続年数（退職時）を把握している 
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62．定期的な面談等により職員が抱える事情や希望を把握し、可能な限りこれらを尊重

した配置や業務面の配慮を行い、定着を図っている 

 

Ⅳ 働きがいの向上 

１）キャリア形成支援 

63．研修・学会への参加職員数を把握している 

64．研修・学会への参加を支援している 

65．職員による学会への発表数を把握している 

66．正規・非正規を問わずすべての職員のキャリア形成支援（研修等に関する情報提供

や研修等への職員参加の支援、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談

窓口の設置や情報提供等）が実施されている 

67．法人内での人事ローテーションが、キャリア形成支援の視点から適切に実施されて

いる 

２）休業後のキャリア形成支援 

68．休業から復帰後の職員のキャリア形成（復帰職員の業務遂行能力の回復・向上、実

施可能業務の拡大等）の状況を把握している 

69．産休・育休復帰後のキャリア形成の支援（業務経験や研修等の機会の付与、産休・

育休経験者による相談対応等）を行っている 

70．復職者が利用できる短時間正職員制度や有期契約職員制度が導入されている 

71．産休・育休中の職員の円滑な復職の支援（e-learning、実技実習、託児所を併設し

た勉強会等）を行っている 

 

Ⅴ．その他 

72．患者満足度の調査を行っている 

73．子育て等により配慮を受ける職員とその他の職員の公平感に留意した適切な業務分

担や処遇となっている 

74．定年退職者の再雇用に積極的に取り組んでいる 

75．その他（                                 ）  

76. 該当するものがない ⇒問 14 へ 

 

問 13-1.勤務環境改善の効果が高いと評価できる取組を、問 13 で回答したものの中か

ら、選択してください。（いくつでも） 
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問13-2.勤務環境改善の取組の効果として、どのような経営上のメリットを感じていますか。 

（いくつでも） 

1.離職率が低下した 

2.人材が確保しやすくなった 

3.職員が増えた 

4.職員の時間外労働が減少した 

5.職員の満足度が向上した 

6.インシデントやアクシデントが減少した/医療安全が改善・向上した 

7.患者の満足度が向上した/患者のクレームが減少した 

8.治療結果が向上した/死亡率や再入院率が減少した 

9.患者の受入れ人数が増加した 

10.手術件数が増加した 

11.病床の稼働率が向上した 

12.診療報酬の加算の算定ができるようになった 

13.経営指標が改善した（具体的に：               ） 

14.その他（                         ） 

15. 経営上のメリットは感じていない 

 

＜労務管理等について伺います＞ 

問 14.貴院では雇用契約書又は労働条件通知書を職員に渡していますか。（1つ選択） 

1.渡している       2.渡していない 

 

問 15.貴院では就業規則を職員に周知していますか。（1つ選択） 

1.周知している      2.特に周知していない 

 

問 16.時間外労働に関する労使協定（36 協定）の締結（※２）について伺います。労働

基準監督署に対し、どのような届け出を行っていますか。（1つ選択） 

1. 特別条項（※３）なしの 36協定を届け出ている 

2. 特別条項を定めた 36協定を届け出ている 

3. 36協定を締結していない 

※2：時間外・休日労働に関する協定で、労働基準法第 36 条に定めがあることから一般に 36（サブロク）

協定といわれている。 

※3：特別条項とは、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

（平成１０年労働省告示第１５４号）」第 3条ただし書に基づく限度時間を超える時間外労働の定めをいう。  
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問 17．貴院では、正規職員である短時間勤務の医師も当直（宿直・日直）を行ってい

ますか。（1つ選択） 

  1.当直（宿直・日直）を行っている 

  2.宿直は行っていないが、日直は行っている 

  3.日直は行っていないが、宿直は行っている 

  4.当直（宿直・日直）は行っていない 

5.正規職員である短時間勤務の医師はいない 

 

問 18．貴院では、正規職員である短時間勤務や外来担当の看護師も夜勤を行っていま

すか。（いくつでも） 

  1.短時間勤務の病棟配置の看護師も夜勤を行っている 

  2.短時間勤務の外来担当の看護師も夜勤を行っている 

  3.短時間勤務でない外来担当の看護師も夜勤を行っている 

  4.いずれもあてはまらない 

 

＜「いきサポ」について伺います＞ 

問 19.あなたは、「いきサポ」（※4）をご存じでしたか。（1つ選択） 

1.知っており、閲覧したことがある       

2.知っているが、閲覧したことはない     ⇒問 19-4へ 

3.この調査票で知った（今まで知らなかった） ⇒問 20 へ 

※4：「いきサポ」とは、医療機関の管理者などを対象に、国や都道府県などによる施策や事業などの紹介、

医療機関の取組事例の紹介など、医療従事者の勤務環境の改善に役立つ情報を提供するサイト「いきいき

働く医療機関サポートＷｅｂ」（いきサポ）のことです。 

 

問 19-1.「いきサポ」をご覧になったご感想をお聞かせください。（1つ選択） 

1.非常に参考になる  

2.参考になる     

3.あまり参考にならない     ⇒問 19-3へ 

4.まったく参考にならない    ⇒問 19-3へ 
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問 19-2. 「いきサポ」で参考になるページ・情報を教えてください。（いくつでも） 

1.「検索ワードランキング」 

2.「『参考にされた』取組事例・提案」 

3.「取組事例・提案の紹介」 

4.「資料のダウンロード」 

5.「FAQ ～よくある問合せ～」 

6.「役に立つ情報」の「国の政策情報」 

7.「役に立つ情報」の「各種通知・審議会等」 

8.「役に立つ情報」の「関係団体による取組」 

9.「役に立つ情報」の「イベント開催案内および開催報告について」 

10.「役に立つ情報」の「各都道府県における取組」 

11.「役に立つ情報」の「各都道府県の医療勤務環境改善支援センター」 

12.その他（                             ） 

 

問 19-3. 「いきサポ」で充実してほしい情報があれば教えてください。 

 

 

 

問 19-4.あなたは、「いきサポ」を何からお知りになりましたか。（いくつでも） 

1.都道府県庁又は医療勤務環境改善支援センターの紹介 

2.都道府県労働局からの紹介 

3.厚生労働省のホームページを見て 

4.医療関係の新聞・雑誌、ウェブサイト、メールマガジンなどを見て 

5.同僚・知人などからの口コミ 

6.その他（                ） 
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問 20.「いきサポ」では、医療機関の勤務環境改善の取組を掲載して、勤務環境改善に

取り組んでいることを広報することができます。貴院の取組で勤務環境改善の効

果が高いものを「いきサポ」でご紹介してもよろしいでしょうか。（1つ選択） 
 

１． 紹介してもよい 

2． 紹介することを検討したい 

3． 紹介したくない 

本事業受託者（㈱日本能率協会総合研究所）担当者より、「いきサポ」へのご出稿につ

いてご連絡させていただきます。 

下記に、ご担当者のご連絡先をご記入ください。なお、いただいた個人情報については、

「いきサポ」への出稿依頼以外には使用いたしません。 

貴院名  

ご住所 （〒  －   ） 

ご所属  

お名前  

お電話番号  

メールアドレス  

 

＜医療勤務環境改善支援センターについて伺います＞ 

問 21.あなたは、「医療勤務環境改善支援センター」(※５)について、ご存じですか。（1

つ選択） 

1.すでに利用したことがある  

2.利用したことはないが、活動内容を知っている 

3.利用したことはなく、活動内容も知らないが、名前は聞いたことがある 

4.知らない 
※５：「医療勤務環境改善支援センター」は、平成２６年に改正された医療法の規定に基づき、医療従事者の勤

務環境改善に向けた医療機関の取組を総合的・専門的に支援するための機関で、各都道府県に順次設置されて

います。 

 

問 22．今後の「医療勤務環境改善支援センター」の利用についての意向を教えてくだ

さい。（1つ選択） 

1.利用したい 

2.利用することを検討したい 

3.今のところ利用は考えていない 
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問 23.問 22 について、そう考える理由を教えてください。 

 

 

 

＜勤務環境改善モデル事業への参加のご案内＞ 

問 24.この厚生労働省委託事業では、医療機関を対象として勤務環境改善に取り組むモ

デル事業を実施します。モデル事業の概要は以下のとおりです。 

「医療勤務環境改善マネジメントシステム」を活用して勤務環境改善に取り組ん

でみたい、あるいはこれまでの取組を充実・強化したいとお考えの医療機関の皆

様、この機会にこのモデル事業に参加してみませんか。（１つ選択） 

１． 参加してみたい・参加を検討したい 

2． 関心はある・話を聞いてみたい 

3． 関心はない・参加するつもりはない 

本事業受託者（㈱日本能率協会総合研究所）担当者より、モデル事業についてご連絡さ

せていただきます。下記に、貴院のご担当者のご連絡先をご記入ください。なお、いた

だいた個人情報については、モデル事業に関するご連絡以外には使用いたしません。 

貴院名  

ご住所 （〒      ） 

ご所属  

お名前  

お電話番号  

メールアドレス  
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医療勤務環境改善モデル事業とは？ 

平成 26 年 10 月に施行された改正医療法では、医療機関の管理者は医療従事者の勤務環境

の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならないことと

されました。国では、各医療機関が勤務環境改善に適切・有効に取り組めるよう、「医療

勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」を定めるとともに、医療勤務環境改善

マネジメントシステム（以下「マネジメントシステム」といいます。）を導入するための

手引書を作成して、PDCA サイクルを通じた体系的・継続的な勤務環境改善の取組の促進を

図っています。 

本調査研究委託事業では、医療機関におけるこれらの取組がより一層進むよう検討するた

め、各都道府県の医療勤務環境改善支援センター（以下「支援センター」といいます。）

との連携・協力の下、勤務環境改善に取り組んでいきたい、あるいは取組をより充実・強

化していきたいとお考えの医療機関に対し、マネジメントシステムを活用した勤務環境改

善の取組をお手伝い・支援するモデル事業を実施します。 

モデル事業は、ご協力いただける医療機関（全国で 10か所程度までを想定）に対して、以

下により実施し、協力医療機関における取組の成果や課題等を確認するとともに、マネジ

メントシステムのよりよい活用方法について検証を行います。 

 

実施内容は以下のとおりです。 

支援方法 

協力医療機関への訪問及び通信（メール、電話等）により、勤務環境

改善やマネジメントシステムに関するアドバイスや情報提供を行いま

す。また、取組の進捗状況や課題等について聴取します。 

支援時期 

1協力医療機関につき本調査研究事業の受託者である㈱日本能率協会

総合研究所のコンサルタントが 2回程度訪問します。また、メール、

電話等による連絡・支援を行うこともあります。この他、適宜、地元

の支援センターの支援、相談等も活用します。 

＜スケジュールの目安：訪問時期等の詳細は個別にご相談します。＞ 

初回支援・聴取：平成 28年 9月頃 

中間支援・聴取：平成 28年 11~12月頃 

最終支援・聴取：平成 29年 2月頃 

支援内容 ・マネジメントシステムの手引書等の必要資料の提供 

・マネジメントシステムの手引書や手引書所収の支援ツールの活用方

法等についての相談、アドバイス 

・他の医療機関における取組事例の紹介・情報提供 

・支援センター等関係機関との連絡調整等 

※ 本調査研究事業の検討に活用させていただくため、貴院の概況等

の基礎情報、本モデル事業の実施を通じた勤務環境改善の取組の進捗

状況や成果・課題等についてもお伺いさせていただきます。 

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 


